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文教福祉委員会会議録 

 

平成３０年３月１４日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ６時３０分閉議（実時間４１１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第２号・平成２９年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第３号 

１．議案第３号・平成２９年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第３号 

１．議案第５号・平成３０年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第６号・平成３０年度八代市国民健康

保険特別会計予算 

１．議案第７号・平成３０年度八代市後期高齢

者医療特別会計予算 

１．議案第８号・平成３０年度八代市介護保険

特別会計予算 

１．議案第１３号・平成３０年度八代市診療所

特別会計予算 

１．議案第５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第２６号・氷川町及び八代市中学校組

合規約の全部変更について 

１．議案第２３号・指定管理者の指定について

（八代市坂本地域福祉センター、八代市鏡

地域福祉センター、八代市鏡老人デイ・サ

ービスセンター、八代市東陽地域福祉保健

センター、八代市泉地域福祉センター、八

代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサービ

スセンター、八代市柿迫生きがいセンタ

ー） 

１．議案第３８号・八代市介護保険条例の一部

改正について 

１．議案第３９号・八代市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例及び八代市指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一

部改正について 

１．議案第４０号・八代市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の一

部改正について 

１．議案第４１号・八代市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

１．議案第４２号・八代市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

１．議案第４３号・八代市国民健康保険条例の

一部改正について 

１．議案第４４号・八代市国民健康保険税条例

の一部改正について 

１．議案第４５号・八代市後期高齢者医療に関

する条例の一部改正について 

１．議案第４６号・八代市学校・子ども教育応

援基金条例の制定について 

１．議案第４７号・八代市八竜山自然公園条例

の一部改正について 

１．議案第４８号・八代市さかもと青少年セン

ター条例の一部改正について 

１．平成２９年陳情第９号・熊本地震被害者の

住宅再建について 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

  （学校施設空調設備設置事業について） 

  （八代市国民健康保険第２期保健事業実施

計画（データヘルス計画）及び第３期特
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定健診等実施計画の策定について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       釜   道 治 君 

  教育部次長     桑 田 謙 治 君 

  理事兼教育政策課長 宮 田   径 君 

  理事兼教育施設課長 有 馬 健 一 君 
 
  教育施設課副主幹兼 
            塩 塚 将 朗 君 
  設備係長 
 
 
  首席審議員兼 
            渡 邊 裕 一 君 
  学校教育課長 
 
 
  学校教育課長補佐兼 
            田 北 佳一郎 君 
  保健体育係長 
 

  教育サポートセンター所長 高 嶋 宏 幸 君 

  生涯学習課長    廣 兼 和 久 君 
 
  博物館未来の森ミュージアム 
            福 原   透 君 
  副館長 
 
 
 健康福祉部長兼 
            山 田   忍 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            丸 山 智 子 君 
  福祉事務所次長 
 

  生活援護課長    中 田 利一郎 君 

  こども未来課長   松 川 由 美 君 
 
  こども未来課長補佐兼 
            森 田 克 彦 君 
  子育て支援係長 
 

  国保ねんきん課長  岩 瀬 隆 敏 君 
 

  国保ねんきん課副主幹兼 
            秋 永 誠 一 君 
  医療給付係長 

  理事兼長寿支援課長 秋 田 壮 男 君 
 
  長寿支援課副主幹兼 
            宮 地 美 恵 君 
  審査認定係長 
 
 
  長寿支援課副主幹兼 
            久 保 祝 子 君 
  介護給付係長 
 

  長寿支援課地域支援係長 元 村 純 子 君 

  健康推進課長    豊 田 幸 子 君 
 
  健康推進課副主幹兼 
            稲 本 京 子 君 
  第三保健予防係長 
 
 
  障がい者支援課長兼 
            田 中 かおり 君 
  障がい者虐待防止センター所長 
 

  健康福祉政策課長  早 木 浩 二 君 

  泉健康福祉地域事務所長 鬼 塚 孝 一 君 

 建設部 
 
  建築住宅課副主幹兼 
            古閑迫   修 君 
  建築係長 
 
 
 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは定刻とな

り、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それでは、まず教育部から、歳出の第９款・

教育費について説明願います。 

○教育部長（釜 道治君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

本日はどうぞよろしくお願いをいたします。
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（｢お願いします」と呼ぶ者あり） 

 第９款・教育費につきまして、桑田教育部次

長が御説明をいたします。よろしくお願いいた

します。 

○教育部次長（桑田謙治君） おはようござい

ます。(｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部次長の桑田でございます。 

 それでは、議案第１号・平成２９年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、教育部所管分に

ついて御説明をいたします。着座にて御説明さ

せていただきます。 

 まず、予算書３ページをお願いいたします。 

 歳出の款９・教育費に１０００万円を追加

し、補正後の額を４３億２７３万９０００円と

するものでございます。項別の内訳は、項１・

教育総務費に１０００万円を追加するものでご

ざいます。 

 １１ページからの歳入のうち、教育部に係る

歳入につきましては、歳出の財源内訳として、

歳出時にあわせて御説明をいたします。 

 それでは、歳出の内容について御説明いたし

ます。１９ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費でございます。補正額が節２５・積立金

１０００万円で、これは、新たに設置する八代

市学校・子ども教育応援基金への積立金でござ

います。八代市学校・子ども教育応援基金は、

市長の基本政策の重点取り組みに掲げられてい

るもので、今市議会３月定例会に基金を設置す

るための条例案を提案させていただいておりま

す。 

 基金の内容につきましては、後で予定されて

おります条例案の審査に譲ることといたしまし

て、この場では、基金の設置目的について御説

明をさせていただきます。 

 基金は、八代市未来を担う子供たちの学びを

地域とともに支援し、学校教育の振興に資する

事業を推進するために設置するものでございま

す。広く市内外の個人や団体に寄附を募り、本

市の教育振興を応援するために寄せられた寄附

金等を財源に、子供たちの学力向上を図り、そ

の能力や可能性を伸ばすための事業を展開する

ものです。 

 特定財源その他の１０００万円は、昨年７月

に、八代市内で長く教鞭をとられた故塩塚明子

様の遺言により、本市の教育振興のために１０

００万円の御寄附があり、その寄附金を基金に

積み立てるものでございます。 

 これで、平成２９年度八代市一般会計補正予

算・第８号中、教育部所管分の説明を終わりま

す。どうぞ御審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、基金の具

体的な使い方というか、何に使ったり、どうい

うことをやっていくとか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 基金の

使い方ということですけども、議場の説明のほ

うでも若干ございましたけども、八代市の未来

を担う子供たちの学びを支援するということ

で、子供たちの学力向上、それから心身の健全

な育成、そういったものに使っていきたいと思

います。 

 具体的に言いますと、これまでですね、手が

届きにくかった教育に関するきめ細やかな事

業、それと対象範囲を拡大することによって、

より教育的な効果が期待されるであろうと思わ

れるような事業ということで、これまでにちょ

っと内部で話し合ってきた中ではですね、例え

ば国・県の研究指定校にしか予算化しておりま

せんでした活動支援の予算をですね、市の研究

指定、市の研究施設については特に予算はつい

ておりませんでしたが、こういったものにも若
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干の、その研究に関する助成ができればなと考

えております。 

 それと、自主研究等に取り組む学校、それと

研究団体等への活動の支援、あるいは小中一貫

連携教育ということで、中学校区単位でです

ね、先生たちが集まられて、教科の問題の作成

とかの研究をしておられますので、そういった

活動にもちょっとずつ助成ができればなという

ことで、これまで出てきた中では、そういった

案がですね、出ているような状況でございま

す。 

 また今後、いろんな学校のニーズであります

とか、現在の課題あたりを踏まえながらです

ね、どういった授業ができるかを、また詰めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。まだ詰

められてないということでしたので、ぜひ決ま

ったらですね、ちょっとそういった項目を少し

ですね、今の説明じゃちょっとわかりにくいん

で、どういったものに使えるのかっていうのを

ちょっと、決まった時点で配付いただきたいな

と思いますんで。よろしいですか。（理事兼教

育政策課長宮田径君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（鈴木田幸一君） せっかくの基金です

ので、門戸を小さくするのじゃなくて大きく広

げて、いろんな形で活用してもらいたいという

ことを希望しておきます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようですので、

以上で第９款・教育費については終了します。 

 執行部入れかえのため、小会します。(｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１０時０７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０８分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、健康福祉部から、歳出の第３款・民生

費及び第４款・衛生費について説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 おはようございます。(｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 それでは、一般会計の補正予算中、民生費、

衛生費の分につきまして、健康福祉部の丸山次

長から説明いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（丸山智子

君） おはようございます。(｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の丸山です。

よろしくお願いいたします。では、着座にて説

明させていただきます。 

 では、別冊となっております議案第１号・平

成２９年度八代市一般会計補正予算書・第８号

をお願いいたします。文教福祉委員会付託分の

うち、健康福祉部所管分等について御説明いた

します。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、まず、款３・民生費の項１・社会福祉費

で、補正額８７０５万９０００円を追加し、補

正後の予算額は１０７億９２７万４０００円、

項２・児童福祉費で補正額１５３３万７０００

円を追加し、補正後の予算額は９３億７３４７

万６０００円、項３・生活保護費で８３００万

円を追加し、補正後の予算額は３１億７９５７

万８０００円、項４・災害救助費で１９０万４

０００円を減額し、補正後の予算額は７３２万
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円とし、民生費の総額は、４つ上になります

が、２３２億６９６４万８０００円としており

ます。 

 また、款４・衛生費、項１・保健衛生費で１

４００万円を追加し、補正後の予算額は１７億

９４２０万円とし、衛生費の総額は、１つ上に

なりますが、１４２億３３００万６０００円と

しております。 

 続きまして、１６ページをお願いします。 

 歳出の具体的内容を説明します。上段の表に

なりますが、まず、款３・民生費、項１・社会

福祉費、目４・障害福祉対策費で８７０５万９

０００円を計上しておりますが、全額、節２

０・扶助費です。これは、更生医療給付事業や

重度心身障がい者医療費助成事業、補装具交

付・修理事業、自立訓練や生活介護などの障害

福祉サービス給付事業、放課後等デイサービス

などの障がい児通所支援事業で当初の見込みよ

りも利用が増加したことなどにより不足が見込

まれるため、増額補正を行うものです。なお、

特定財源は、国庫支出金２分の１、県支出金４

分の１などです。 

 次に、真ん中の表になりますが、項２・児童

福祉費、目３・保育所費で１５３３万７０００

円を計上しております。これは、市から私立保

育所に対し、保育に係る経費を国が示す公定価

格に基づき支弁しておりますが、平成２９年度

人事院勧告に伴い、その公定価格単価が引き上

げられたため、支弁額が増加し、予算の不足が

見込まれることによるものでございます。な

お、特定財源は、国庫支出金２分の１、県支出

金４分の１がございます。 

 続きまして、下の表になりますが、項３・生

活保護費、目２・扶助費で８３００万円を計上

しております。これは、高齢者世帯数の増加な

どにより、１人当たりの医療費単価などが増加

したことによるものでございます。なお、特定

財源は、国庫支出金４分の３がございます。 

 続きまして、１７ページをお願いします。 

 上の表になりますが、項４・災害救助費、目

１・災害救助費で１９０万４０００円を減額補

正しております。これは、熊本地震による災害

救助法の規定に基づき、熊本県の事務委任を受

け実施している住宅応急修理事業について予定

件数を上回る申し込みがあったため、昨年６月

議会において、不足が見込まれる１２件分の予

算計上を行いましたが、４件分につきましては

年度内の完了が見込めないことから、平成３０

年度当初予算に同額の組み替えを行うため、減

額補正するものです。 

 次に、真ん中の表になりますが、款４・衛生

費、項１・保健衛生費、目１・保健衛生総務費

で１４００万円を計上しております。これは、

こども医療費助成事業において、当初の見込み

よりも助成件数が増加したことから、不足額を

補正するものです。 

 以上で、平成２９年度八代市一般会計補正予

算・第８号の健康福祉部所管分等の説明といた

します。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑をお願いします。 

○委員（福嶋安徳君） １６ページの民生費の

中で生活保護給付費がございますが、これにつ

いては今、年齢的にどのくらいの方々に給付が

あっているのか、わかりますか。 

○生活援護課長（中田利一郎君） 済みませ

ん、中田でございます。 

 年齢別ということでございますが、ゼロ歳か

ら１００歳を超えている方、保護を受けている

方ということで、一番多いのがですね、６５歳

以上の高齢者ですね。いわゆる高齢者という方

が、これは２月現在ですけれど、１７５０人ほ

ど生活保護を受けておられる方の中で、６５歳

以上が１０４８人と６０％近くを占めておられ

まして、あとは、そうですね、ゼロ歳が１人、
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２歳までが３人、３歳から５歳が５人、６歳か

ら８歳、１３人、９歳から１１歳が１５人、１

２歳から１４歳が１５人、小中学校は少ないよ

うな状況で、あと１５歳から１９歳までが４０

名ほど、あと二十以上で、そうですね、残り４

００人ぐらいが受けておられる状況でございま

す。よろしいでしょうか。 

○委員（福嶋安徳君） そういう中で、今の障

害者とか生活困窮者というのは当然でしょうけ

れども、そういった方の受給はどんなでしょ

う。 

○生活援護課長（中田利一郎君） 一応、生活

保護の場合は世帯累計別ということで、高齢

者、母子、傷病・障害、その他ということで、

高齢者がですね、６０.７％、８６０人ほど

と、母子家庭が２.４％の３５世帯、傷病・障

害が２０.３％で２９１、その他が１６.６％の

２３７と。この数字は、平成３０年の２月中の

数字でございます。 

○委員（福嶋安徳君） はい、わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（野﨑伸也君） 説明いただきまして、

いろいろと当初予算から不足額が出たんで補正

させてくれと。毎年のことだと思うんですけれ

ども、１つちょっと、こども医療費の助成のと

ころなんですけど、今回６９００件ですね、の

補正ということですね、１４００万という。こ

れは何か理由があるんですか。 

○こども未来課長（松川由美君） こども未来

課でございます。 

 今回の補正分についての重立った理由という

ことでございますけれども、支払いを細かく見

てみますと、月ごとのですね、いろいろ増減が

あっておりまして、予定しておりました月より

も五、六百万多い月と、あと三百万ぐらい少な

い月ということで、ちょっとばらつきがあって

おります。 

 重立った理由を考えますと、やはり今回、イ

ンフルエンザ等が流行をいたしておりますの

で、それに伴いまして通院とかなさった子供さ

んが多いのかなというふうに分析をいたしてお

ります。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 部長にお聞きしたいんですけど、毎年不足額

ということでこの時期に来るんですけど、これ

は当初予算に反映されてるんですかね、今度

は。反映されて予算の要求がされてますか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 予算の要求のほうは、私どものほうで予算の

要求をですね、過去の実績、それから新規での

ですね、対象者数とかですね、そういうのを見

込んでやります。最大限見込んでやるんです

が、最終的には八代市、市予算の全体の枠もあ

るもんですから、そこの中で若干ですね、変わ

る部分はあるかと思うんですが、こども医療費

については、こちらが精いっぱいですね、要求

してる部分についてはですね、予算がつけられ

ているんじゃないかというふうに思ってます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 住宅応急修理事業が１

２件あって、うち４件が年度内執行できなかっ

たということですが、この原因というのは家庭

的な事情のものですか。それとも社会的な事情

の背景があるんですか。 

○建築住宅課副主幹兼建築係長（古閑迫修君） 

 建築住宅課、古閑迫でございます。 

 ただいまの質問についてでございますけど

も、４件中、やっぱり社会的な要因、業者さん

が、まず見積もりの段階で見つからなかった。

さらに、見積もりをしていただいた後、着工ま

でになかなか来ていただけない。また、着工し
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ても週に１回とか２週間に１回とか間があいて

しまうなどの理由で工事が終わらないといった

要因が非常に多うございました。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２号・平成２９年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第３号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第２号・

平成２９年度八代市国民健康保険特別会計補正

予算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 議案第２号につきましては、国保ねんきん課

の岩瀬課長から説明いたします。よろしくお願

いします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）国保ねんきん課、岩瀬でございます。

着座にて説明させていただきます。 

 それでは、お手元にございます議案第２号・

平成２９年度八代市国民健康保険特別会計補正

予算・第３号について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条

のとおり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６５

５２万６０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ２１４億３１６８万５０００円と

するものでございます。 

 内容につきまして、歳出から御説明いたしま

す。６ページをお願いいたします。 

 まず、中段の款４項１目１・前期高齢者納付

金で節１９・負担金補助及び交付金７万６００

０円は、前期高齢者納付金の決定通知に基づき

不足額を補正するものでございます。 

 続きまして、下段、款９・諸支出金、項１・

償還金及び還付加算金、目１・償還金で節２

３・償還金利子及び割引料６５４５万円は、平

成２８年度の国・県支出金の概算交付に対する

清算金でございます。 

 返還額の内訳は、国への返還分としまして、

療養給付費等負担金で６１７２万４０００円、

特定健診等負担金で１８６万３０００円、県へ

の返還分で特定健診等負担金、これは国と同額

となりますが、１８６万３０００円となってお

ります。 

 続きまして、歳入でございます。上段の款１

項１・国民健康保険税、目１・一般被保険者国

民健康保険税の６５５２万６０００円は、歳出

の補正財源とするものでございます。 

 以上、議案第２号・平成２９年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第３号についての

説明を終わります。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） ６ページのですね、

償還金の分が、説明によると交付金から返還す
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るということは、この分が事業ができなかった

ということでよろしいんでしょうか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） この返還

分につきましては２８年度事業の清算分でござ

いますので、２８年度中に実施しました分です

ね、対象となる分につきましては、年度末にな

りませんと確定しませんもんですから、例年、

こういった国・県の支出金につきましては翌年

度で確定させるというふうな仕組みになってお

りますので、今回この時期に補正をさせていた

だいたということでございます。 

○委員長（上村哲三君） わかりましたか、今

ので。（委員橋本徳一郎君「なんとなく」と呼

ぶ）療養給付者が減っとったでしょうが、２８

年度。だから、利用されなかったっていうこと

でしょう、当初の予算に組んどったより。そぎ

ゃん説明すればわからすとたい。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 意見がありましたら

お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２号・平成２９年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第３号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３号・平成２９年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第３号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第３号・

平成２９年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第３号につきましては、長寿支援課の秋

田課長から説明いたします。よろしくお願いし

ます。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） おはよ

うございます。(｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）長寿支援課、秋田でございます。よろ

しくお願いします。 

 説明に当たりましては、別冊になっておりま

す議案第３号・平成２９年度八代市介護保険特

別会計補正予算書・第３号を使用いたしますの

で、よろしくお願いします。それでは、座りま

して説明させていただきます。 

 初めに、予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ１万

４０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１４６億９４６万円といたしておりま

す。 

 それでは、内容につきまして、５ページをお

願いいたします。 

 上の表になります。２・歳入から御説明いた

します。款７・財産収入、項１・財産運用収

入、目１・利子及び配当金におきまして１万４

０００円を追加し、補正後の額を１９万３００

０円といたしております。 

 この補正は、介護給付費準備基金において、

基金の一括運用が行われたことに伴い、平成２

９年８月から１２月までの運用益１万３０２５

円が生じたものでございます。 

 次に、下の表、歳出をお願いします。款４・

基金積立金、項１・基金積立金、目１・基金積

立金の節２５・積立金におきまして１万４００

０円を追加いたしております。 

 内容は、説明欄にあります介護給付費準備基

金事業で、先ほど御説明いたしました基金の運

用益を当該基金に積み立てるものでございま

す。 

 なお、現在の基金残高は１億４５５万９０１
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３円あり、今回補正分を積み立てました後の額

は１億４５７万２０３８円を予定いたしており

ます。 

 以上、議案第３号の説明とさせていただきま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 基金が、今ほど残高を

教えていただいて、１億４５７万ちょっとぐら

いという話でした。これの運用を行って得た収

入がこの１万４０００円ってことで、理解でよ

ろしいんですか。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 基金に

つきましては、市役所の中の全ての基金を一括

して運用する方法をとるということになりまし

て、平成２９年８月からその運用が始まりまし

た。 

 運用されました総額につきましては１０４億

１０００万円余りが運用されております。その

運用によって生じました利子等の収入が１２９

万６０００円余りございましたので、これを案

分するような形で、介護給付のほうでもらえる

額が１万３０２５円だったというものでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいでしょう

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、聞く担当

課が違うかもしれんですけど、１０４億、全体

で運用されてると。よくわかりました。（笑

声）後からちょっと詳しく聞きます。 

○委員長（上村哲三君） 総務委員会で聞くよ

うな話。（笑声） 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３号・平成２９年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第３号については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午前１０時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３５分 本会） 

◎議案第５号・平成３０年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５号・平成３０年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 それでは、まず教育部から、歳出の第９款・

教育費について説明願います。 

○教育部長（釜 道治君） よろしくお願いい

たします。 

 審議に先立ちまして、教育部当初予算提案に

当たっての基本的な考え方について述べさせて

いただきます。 

 教育部では、去る１２月定例市議会・文教福

祉委員会におきまして報告いたしましたとお

り、平成３０年度から３３年度、４年間の市教

育行政の指針となる第２期八代市教育振興基本

計画の取りまとめを行ったところです。 

 やつしろの絆でつむぐ心豊かな人づくりを基

本理念に、５つの基本目標を掲げています。 

 １、子どもたち一人一人の生きる力を育みま

す。２、学校・幼稚園の教育力を高めます。
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３、学校・家庭・地域の協働により社会全体の

教育力を高めます。４、生涯を通じて楽しく学

べる充実した環境を提供します。５、郷土の歴

史と文化財に親しめる環境を整えます。以上、

５つの項目です。 

 基本計画の策定に当たりましては、子育て環

境の変化、グローバル化・情報化の進展、熊本

地震からの復旧・復興など、教育を取り巻く社

会環境の変化とその推移、そして、国の動向と

してのいじめ防止対策推進法及び特別支援教育

関連法の制定、次期学習指導要領の全面実施、

子ども・子育て支援新制度の開始などを踏ま

え、向こう４年間、市教育委員会として何をな

すべきか協議を重ね、市総合計画との整合性も

図りながら計画を取りまとめたところです。 

 平成３０年度はその初年度となり、エアコン

の設置や英語教育の充実など、新規事業に取り

組むとともに、厳しい財政状況にありますこと

から、新たな財源の確保にも取り組みながら、

ＰＤＣＡに基づく各種事業の進捗を図ってまい

ります。 

 平成３０年度当初予算としましては、教育部

所管分として３９億６００１万４０００円、対

前年度比４億４３万１０００円、１１.２％の

増となっています。 

 具体の事業については、桑田教育部次長より

説明申し上げます。 

 文教福祉委員会委員におかれましては、平成

２９年度に引き続き、御指導、御支援を賜りま

すようお願いいたしまして、冒頭の説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育部次長（桑田謙治君） おはようござい

ます。(｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第５号・平成３０年度八代市

一般会計予算のうち、教育部に関係します教育

費予算の概要について御説明いたします。座っ

て説明させていただきます。 

 それでは、予算書の８ページをお願いいたし

ます。 

 まず、第１表、歳入歳出予算、歳出の第９

款・教育費について説明いたします。経済文化

交流部所管分も含め、教育費総額として４８億

３３１３万７０００円を計上しております。一

般会計予算全体に占める割合は８.５％で、前

年度比１４.３％の伸びとなっております。こ

のうち、教育部所管の総額は３９億６００１万

４０００円で１１.２％の伸びでございます。 

 項別の内訳としましては、項１・教育総務費

に前年度比マイナス４７９万４０００円の６億

１０２万６０００円、項２・小学校費にプラス

２億７６６３万２０００円の１０億１２８８万

５０００円、項３・中学校費にプラス１億２５

５３万円の７億１７３４万６０００円、項４・

特別支援学校費にプラス７０５万円の５１７９

万５０００円、項５・幼稚園費にプラス５９４

万２０００円の２億３２７２万円、項６・学校

給食費にプラス２６１万９０００円の６億２８

１５万３０００円、項７・社会教育費にプラス

４４０万６０００円の１０億９０２８万７００

０円、項８・社会体育費にプラス１億８７８５

万１０００円の４億９８９２万５０００円をそ

れぞれ計上いたしております。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 歳出の款９・教育費は、前年度と比較して６

億５２３万６０００円の増額で、うち、教育部

所管は４億４３万１０００円の増となっており

ます。 

 教育部所管の増額の主な理由でございます

が、小学校において体育館非構造部材耐震改修

事業及び太田郷小のトイレ改修事業で２億５１

２４万１０００円の増額と、中学校において空

調設備設置事業及び第五中学校プール耐震改修

事業で１億３６４０万１０００円の増額による

ものでございます。 

 表の右側の財源内訳につきましては多種にわ

たるため、歳出予算の目別説明の際に主なもの
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について説明をさせていただきます。 

 それでは、歳出について御説明いたします。

９９ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目１・教

育委員会費でございます。教育委員関係事務事

業に３３３万６０００円を計上しており、主な

ものは、教育委員４人分の報酬でございます。 

 次の目２・事務局費では４億７１８１万５０

００円を計上いたしております。対前年度８４

６万５０００円の減となっております。その主

な理由としましては、事務局職員の人件費５１

９万９０００円の減額と奨学資金貸付事業の貸

し付け件数の減少による２７６万円の減額によ

るものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、いじめ対策等推進

事業に伴う国補助金２８万円で、その他は奨学

資金貸付金元利収入４４５万４０００円と八代

市学校・子ども応援寄附金１００万円が主なも

のです。 

 続きまして、主な事業について説明いたしま

す。上から７番目になりますが、日本語指導員

事業１１８万円は、日本語指導が必要な児童生

徒が安心して学校生活を送れるように、日本語

習得の支援を行う日本語指導員３人を学校に派

遣するもので、指導員の賃金及び社会保険料が

主なものです。 

 次のページになりますが、上から６番目、八

代市学校・子ども教育応援基金事業は、市長の

基本政策５つの柱の１つであります、誰もが幸

せを実感できる暮らしの実現の重点取り組みに

掲げられた新規事業でございます。 

 ３０年度は、八代の未来を担う子供たちの学

びを地域とともに支えるため、広く市内外に寄

附を募り、寄附金等を財源に児童生徒の学力向

上のための事業等を展開するものでございま

す。予算額１０８万３０００円は、基金への積

立金１００万円のほか、基金の周知を図り、寄

附金を広く募るための周知用リーフレット作成

及び配布経費８万３０００円でございます。 

 次に、目３・教育サポートセンター費でござ

います。対前年度１０７３万１０００円増の３

８８４万４０００円を計上しております。 

 主な事業について御説明します。説明欄の最

後の特別支援教育相談事業１８８万円は、教職

員や保護者からの特別支援教育に関する悩み、

相談に対して、個人に合った必要な支援内容及

び方法について適切なアドバイスを行うため

に、特別支援教育アドバイザー１人を教育サポ

ートセンターに配置する経費で、アドバイザー

の賃金、社会保険料が主なものでございます。

なお、３０年度は相談体制を充実するために、

アドバイザーの勤務日数や時間をふやしており

ます。 

 次に、目４・特別支援教育推進費です。特別

支援教育推進事業に１７２万５０００円を計上

しております。予算の主な内容は、障害のある

児童生徒の教育的ニーズに応じた就学指導を行

う就学指導適正化に要する経費のほか、特別支

援教育に関して助言を行う巡回相談員・専門委

員の各学校への派遣経費及び特別支援教育関係

機関・団体への負担金が主なものでございま

す。 

 次に、目５・学校保健費でございます。対前

年度６９９万１０００円減の８５３０万６００

０円を計上しております。減の主な理由は、２

９年度に実施しました小学校に配置するＡＥＤ

本体の取りかえが完了したことによるものでご

ざいます。 

 特定財源の国県支出金８万９０００円は、へ

き地児童生徒援助費等国補助金でございます。

その他は、スポーツ振興センター災害共済加入

に伴う保護者負担金３４２万円でございます。 

 主な事業でございます。１０１ページ、小・

中・特・幼健康診断事業６３８４万３０００円

は、学校保健安全法に基づき、学校医・学校歯

科医の指導と協力を得て、児童生徒、幼児及び
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学校職員の健康診断を行うものです。予算の主

なものは、学校医・学校歯科医等の報酬３９５

９万２０００円、医師会への健康診断等の委託

料２１２９万８０００円でございます。 

 次は、下段の項２・小学校費、目１・学校管

理費で５億６９０万３０００円を計上しており

ます。対前年度１１５７万８０００円の増で、

その理由は、小学校通学関係事業の１１２６万

３０００円の増が主なものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、スクールバス購入

及び運行などの小学校通学関係事業におけるへ

き地児童生徒援助費等国補助金６９０万円でご

ざいます。地方債は、スクールバス購入に充て

る過疎対策債事業７００万円、小学校施設整備

事業に充てる合併特例債、過疎対策事業債及び

緊急防災・減災事業債の９６１０万円で、その

他の主なものは、小学校体育館使用料の２６４

万４０００円でございます。 

 主な事業についてですが、小学校管理運営事

業１億８８７６万７０００円の主なものは、小

学校施設用務員２２人、学校事務員２０人の計

４２人分に係る賃金、社会保険料６２６３万８

０００円のほか、電気料等の光熱水費８３７４

万４０００円などでございます。 

 １つ飛んで、小学校通学関係事業６０４０万

１０００円は、児童の遠距離通学支援のための

スクールバス運行経費などでございます。スク

ールバス対象校は、文政小、八竜小、東陽小、

金剛小、二見小のほか、３０年度から運行を開

始します八千把小となっております。また、老

朽化に伴い、八竜小のスクールバス２９人乗り

マイクロバス２台を更新いたします。 

 １つ飛んだ小学校施設整備事業１億６４９１

万円の主なものは、安全面や機能面において支

障を来している施設の一般修繕２８１９万８０

００円のほか、八代小、麦島小及び東陽小の屋

上防水改修工事６７４５万７０００円、復旧・

復興関連としまして段差解消、スロープ改修な

どのバリアフリー化改良、グラウンド等屋外の

照明設置及び教室のつり下げ式スクリーン撤去

の工事費２８４５万円でございます。 

 次に、１０２ページの目２・教育振興費でご

ざいます。２億５３５９万円を計上しておりま

す。前年度比１２６６万２０００円の増となっ

ております。 

 特定財源の国県支出金は、特別支援教育就学

奨励費国補助金３７１万６０００円、理科教育

設備整備費等国補助金１９９万３０００円、水

俣に学ぶ肥後っ子教室県補助金２０８万６００

０円が主なもので、その他の主なものは、水俣

に学ぶ肥後っ子教室実費徴収金２０８万７００

０円が主なものでございます。 

 主な事業について説明いたします。上から４

番目、学校支援職員配置事業４９０３万７００

０円は、学校支援職員に対する賃金及び社会保

険料が主なものでございます。本市では、より

個人に応じたきめ細かな教育を推進し、子供た

ちの自己実現に向け、生きる力を育んでいくこ

とを目的に、小・中・特別支援学校・幼稚園に

学校支援職員を配置しております。 

 ３０年度、小学校では、特別支援教育支援員

を１人増の３７人と、学校図書館支援職員は前

年度と同じ１８人を配置します。さらに、３２

年度の新学習指導要領の完全実施を前に、本市

では３０年度から英語教育の先行実施を行いま

す。これに伴い、指導体制の充実を図るため、

新規に英語支援員を２人配置をいたします。 

 ４つ飛びまして、要保護・準要保護就学援助

事業３６１２万３０００円は、経済的な理由に

より就学困難な児童の保護者及び特別支援学級

に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減す

るためのもので、国の基準に基づき、学用品

費、医療費等について援助を行うものです。３

０年度は、要保護３２人、準要保護１０１０

人、特別支援２４７人の対象者を見込んでおり

ます。 
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 次は、１０３ページの目３・学校建設費でご

ざいます。２億５２３９万２０００円を計上

し、前年度と比べ皆増となっております。皆増

の理由は、２９年度の非構造部材耐震化につい

ては景気対策等により国から前倒しの要請があ

り２８年度補正で対応したことから、２９年度

当初予算に計上しなかったためでございます。 

 特定財源は、非構造部材耐震化事業及びトイ

レ改修事業に係るもので、国県支出金の６６２

２万４０００円は国補助の学校施設環境改善交

付金で、地方債１億７６５０万円は緊急防災・

減災事業債及び合併特例債でございます。 

 小学校体育館非構造部材耐震改修事業１億１

４２８万円は、１１の小学校及び１分校の体育

館のサッシ、バスケットゴール等の非構造部材

の落下防止工事に要する経費で、地震時の児童

の安全及び大規模災害時の避難所機能を確保す

るものでございます。 

 太田郷小学校トイレ改修事業１億３６９６万

１０００円は、太田郷小トイレの老朽化による

におい対策や配管の詰まりの解消とトイレの洋

式化を推進するために、校舎のトイレ１２カ所

を改修するものでございます。今後、教育環境

の改善のため、計画的にトイレの改修に努めて

まいります。 

 次に、項３・中学校費、目１・学校管理費で

ございます。２億９２３２万３０００円を計上

いたしております。対前年度３４７９万７００

０円の減でございます。その主な理由は、復

旧・復興プランに基づく３０年度計画の屋外照

明設置工事の一部を２９年度に前倒ししたこと

などにより、３０５５万８０００円の減となっ

たためでございます。 

 特定財源の国県支出金は、寄宿舎等管理事業

に対するへき地児童生徒援助費等国補助金で、

地方債は、中学校施設整備事業に充てる過疎対

策事業債及び緊急防災・減災事業債です。その

他の主なものは、中学校体育館使用料１７７万

８０００円でございます。 

 主な事業について説明いたします。まず、中

学校管理運営事業１億８８２万８０００円の主

なものは、中学校施設用務員１４人、学校事務

員８人の計２２人分に係る賃金、社会保険料３

２８５万９０００円のほか、電気料等の光熱水

費５０６９万円が主なものでございます。 

 ３つ飛んで、中学校施設整備事業９３１６万

６０００円の主なものは、安全面や機能面にお

いて支障を来している施設の一般修繕２０３７

万２０００円のほか、坂本中体育館床改修工

事、二見中及び鏡中の屋上防水改修工事など４

５５４万６０００円、復旧・復興関連として体

育館及び武道館の網戸設置、屋外の照明設置及

び教室のつり下げ式スクリーン撤去の工事費１

５１４万円でございます。 

○委員長（上村哲三君） しばらく小会しま

す。 

（午前１０時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０３分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○教育部次長（桑田謙治君） それでは、先ほ

どに続きまして説明をさせていただきます。 

 １０４ページの目２・教育振興費でございま

す。対前年度８０４万１０００円増の２億７０

４０万７０００円を計上いたしております。そ

の主な理由は、英語教育充実に伴い、学校教材

充実事業で２３５万８０００円、及び語学指導

外国青年招致事業で６９９万６０００円の増に

よるものでございます。 

 特定財源の国県支出金は、特別支援教育就学

奨励費国補助金１９４万９０００円、理科教育

施設整備費等国補助金１２５万円が主なもの

で、その他は、外国青年英語指導助手有料宿舎

の使用料３８６万４０００円のほか、電子黒板

や柔道場畳の購入や英語検定受験料の補助など

に活用するふるさと八代元気づくり応援基金繰
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入金２１１５万円が主なものでございます。 

 主な事業でございますが、上から３つ目の学

校教材充実事業１３１８万６０００円は、知能

検査、標準学力検査の業務委託５２５万円のほ

か、明確な目標を設定することにより、学習意

欲の向上と、国が示す中学校３年生における英

検３級程度の能力を持つ生徒の割合５０％を目

指して、中学校全学年を対象に英語検定受験料

の２分の１を補助する経費３０８万７０００円

が主なものでございます。この経費につきまし

ては、ふるさと八代元気づくり応援基金を活用

いたします。 

 １つ飛びまして、語学指導外国青年招致事業

５８３５万４０００円は、外国青年英語指導助

手、いわゆるＡＬＴを学校や幼稚園に派遣し、

異国文化の紹介、会話などにより、子供たちが

英語になれ親しむための活動に従事させるもの

です。３０年度は、小学校において英語教育を

２年先行して実施することとし、指導体制の充

実を図るため、ＡＬＴ２人をふやして１２人と

するもので、予算はＡＬＴの報酬、社会保険

料、住宅借り上げ料が主なものでございます。 

 次の不登校児童生徒の適応指導事業８４１万

４０００円は、不登校状態にある児童生徒に対

して、適応指導教室くま川教室を開設し、専任

の指導員を配置し、専門的な教育相談や適応指

導、自然体験的活動を実施し、学校復帰を応援

するとともに、社会的な自立を促すことを目的

に実施するものです。 

 予算の主なものは、指導員８人分の賃金及び

社会保険料でございます。３０年度は、よりき

め細かな対応するために、指導員の勤務体制を

見直し、勤務時間をふやしております。 

 １つ飛んで、要保護・準要保護就学援助事業

の４３６６万４０００円は、経済的な理由によ

り、就学困難な生徒の保護者及び特別支援学級

に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減す

るためのもので、国の基準に基づき、学用品

費、医療費等について援助を行うものでござい

ます。３０年度は、要保護２４人、準要保護５

９１人、特別支援９１人の対象者を見込んでお

ります。 

 また１つ飛んで、パソコン教育推進事業８３

３１万４０００円は、主にパソコンのリース、

保守に要する経費と電子黒板購入経費でござい

ます。２８年度からＩＣＴを活用した協働型、

双方向型の事業展開するため、パソコンリース

の更新時に合わせて、デスクトップパソコンか

らタブレット併用型パソコンへ順次切りかえて

おり、今回は旧八代市の中学校１５校に導入い

たします。 

 また、電子黒板については、２８年度からふ

るさと八代元気づくり応援基金を活用して、段

階的に中学校普通教室に設置しており、３０年

度の１年生の教室に設置することで、全ての中

学校の普通教室に設置済みとなります。 

 次は、目３・学校建設費でございます。１億

５４６１万６０００円を計上いたしておりま

す。対前年度１億５２２８万６０００円の増

で、その主な理由は、冒頭に御説明したとお

り、新規事業の中学校空調設備設置事業３５６

６万１０００円及びプール耐震改修事業１億７

４万円に伴うものでございます。 

 特定財源の国県支出金の１１４３万５０００

円は、非構造部材耐震化事業及びプール耐震改

修事業に係る国補助の学校施設環境改善交付金

で、地方債１億２７２０万円は、非構造部材耐

震改修事業、プール耐震改修改修事業及び空調

設備設置事業に充てる過疎対策事業債、緊急防

災減災事業債及び合併特例債でございます。 

 主な事業でございますが、第五中学校プール

耐震改修事業の１億７４万円は、昭和５１年建

設のプールの老朽化が著しく、漏水等が発生

し、授業等に支障が生じていることや、災害時

の生活用水等を確保するために水槽のＦＲＰ化

や給排水管の免震処理などを行い、プールの耐
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震化及び長寿命化を図るものでございます。 

 次は、中学校空調設備設置事業３５６６万１

０００円ですが、これは市長の基本政策の重点

取り組みの１つでございます。気候の温暖化等

による夏場の教室の暑さ対策のために、平成３

０年度から３カ年計画で、小中学及び幼稚園の

普通教室等にエアコンを設置して、児童等の健

康維持と学習しやすい教育環境を確保します。

３０年は、設置工事のための設計を実施するも

ので、予算は、中学校１５校に設置するための

設計業務委託料でございます。 

 中学校分以外にも３１年度に設置を予定して

おります小中一貫校の泉小学校と幼稚園に係る

設計業務委託料をそれぞれの小学校費、幼稚園

費において計上いたしております。 

 次は、１０５ページの項４・特別支援学校

費、目１・学校管理費でございます。対前年度

７７７万２０００円増の４０５９万１０００円

を計上いたしております。その主な理由は、ス

クールバス運行路線が４路線から５路線への増

に伴う運行業務委託料の増加によるものでござ

います。 

 説明欄の３番目、特別支援学校通学関係事業

２４７１万１０００円は、スクールバス５台の

運行経費でございます。 

 次に、目２・教育振興費でございます。対前

年度７２万２０００円減の１１２０万４０００

円を計上いたします。学校支援職員配置事業５

５９万６０００円は、より個人に応じたきめ細

かな教育、医療的ケアを行うため、特別支援教

育支援員及び看護師を配置し、これに要する賃

金、社会保険料でございます。３０年度は、特

別支援教育支援員は４人、医療的ケアを行う看

護師２人を配置いたします。 

 次は、１０６ページ、項５・幼稚園費、目

１・幼稚園費でございます。対前年度５９４万

２０００円増の２億３２７２万円を計上いたし

ております。その主な理由は、幼稚園空調設備

設置事業の１１３５万２０００円の増と、幼稚

園施設整備事業の３９０万５０００円の減によ

るものでございます。 

 特定財源の国県支出金６０３万６０００円

は、幼稚園就園奨励費国補助金で、その他の主

なものは、幼稚園保育料の１０９７万３０００

円でございます。 

 主な事業について御説明いたします。上から

５番目の幼稚園就園奨励費補助金事業２４１４

万７０００円は、幼児教育の振興のため保護者

が負担する保育料を軽減することで幼稚園への

入園を促すもので、３０年度は私立幼稚園入園

者１８０人分の補助を見込んでおります。 

 ２つ飛びまして、学校支援職員配置事業の７

２３万７０００円は、園児の安全・安心な園生

活を支えるとともに、個人のニーズに応じた教

育活動を推進するため、幼稚園保育支援員７人

の賃金及び社会保険のほか、３０年度は医療的

ケアを必要とする園児の入園により配置する看

護師１人の賃金及び社会保険料を計上いたして

おります。 

 次に、ページ下段の項６・学校給食費、目

１・市学校給食費です。６億２８１５万３００

０円を計上いたしております。対前年度２６１

万９０００円の増で、その主な理由は、八代市

学校給食会の職員の給料改定などに伴う公益財

団法人八代市学校給食会運営補助金の増による

ものでございます。 

 特定財源のその他は、給食配送車の購入に係

るふるさと八代元気づくり応援基金繰入金の５

４０万円が主なものです。 

 主な事業について説明いたします。準要保護

就学援助事業７４５９万９０００円は、経済的

理由などにより学校給食費の支払いが困難な児

童生徒の保護者に対し給食費の全額を援助し、

経済的な支援を行うもので、小学校１０２０人

分の４４５２万６０００円、中学校を５７７人

分の３００７万４０００円を見込んでおりま
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す。 

 １０７ページの上から５つ目、公益財団法人

学校給食会運営補助金事業３億５８１万６００

０円は、麦島、南部、西部及び中部学校給食セ

ンターの４つのセンターと代陽小で、１日約８

６００食の給食の調理及び配送等を行う八代市

学校給食会への運営補助金で、正職員及び嘱

託・臨時職員１０１名分の給料等及び社会保険

料２億９４０７万８０００円が主な補助対象と

なっております。 

 次に、項７・社会教育費、目１・社会教育総

務費でございます。対前年度４６７万１０００

円増の１億３７２７万円を計上いたしておりま

す。 

 特定財源の国県支出金は、地域人権教育指導

員設置費県補助金８４万円及び学校・家庭・地

域の連携協力推進事業県補助金１６８万９００

０円で、その他の主なものは、さかもと青少年

センター使用料８０万円、八竜山自然公園使用

料２４０万円でございます。 

 主な事業について説明いたします。１０８ペ

ージの１番目になりますが、社会教育事業１１

５９万６０００円の主なものは、社会教育指導

員３人分の報酬及び社会保険料４６９万円のほ

か、成人式実行委員会の成人式企画運営委託１

１０万円、八代市地域婦人会連絡協議会など社

会教育団体、３団体への補助金２５８万３００

０円でございます。 

 次に、目２・公民館費です。２億６６３７万

５０００円を計上いたしております。対前年度

４７７４万８０００円の減で、その主な理由は

職員人件費の３８４６万８０００円の減と、自

治公民館整備補助金事業８３７万２０００円の

減によるものでございます。 

 特定財源のその他の主なものは、公民館施設

整備事業のための教育文化センター建設基金繰

入金１億６０００万円のほか、公民館使用料３

０８万２０００円でございます。 

 主な事業でございますが、公民館管理運営事

業３２４０万７０００円は八代市公民館の管理

運営に要する経費で、その内訳は光熱水費１２

６０万７０００円、ビル管理、空調及び衛生設

備保守点検委託料５９２万３０００円、音響照

明技術業務委託料３４４万５０００円が主なも

のでございます。 

 １つ飛んで、公民館施設整備事業１億６００

０万円は、公民館ホールの舞台照明をアナログ

式からデジタル式に変更するための施設取りか

え工事費でございます。 

 次は、１０９ページの下段の目４・図書館費

でございます。対前年度１７８万５０００円増

の１億３６９５万７０００円を計上いたしてお

ります。 

 主な事業でございますが、図書館管理運営事

業１億３０３６万９０００円は、本館及び２分

館の指定管理に伴う委託料１億２４７３万３０

００円が主なものでございます。指定管理者は

ＴＲＣグループ共同企業体、指定期間は平成２

７年４月１日から平成３２年３月３１日までの

５年間となっております。 

 次は、１１０ページの目５・博物館費でござ

います。１億７５４８万７０００円を計上いた

しております。対前年度２８７４万４０００円

の増で、これは博物館施設整備事業に伴う外壁

改修工事によるものでございます。 

 特定財源その他の主なものは、博物館施設使

用料４２１万７０００円、図録販売収入９３万

６０００円、市有施設整備基金繰入金４０００

万円でございます。 

 主な事業について御説明いたします。上から

６番目、博物館施設整備事業４０３４万２００

０円は、開館から２７年を経過し劣化が進行す

る鉄骨部材及びコンクリート壁の再塗装や防水

工事等を実施するものでございます。工期は、

平成３０年１２月中旬から３月下旬まで、翌年

の３月下旬まで予定いたしております。来館者
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の安全確保と円滑な工事のために、期間中、博

物館は休館させていただきます。 

 次の博物館特別展覧会事業でございます。３

０年度は春季、夏季及び秋季の３回の特別展覧

会を開催するための経費１１４４万７０００円

を計上いたしております。なお、冬季の展覧会

は外壁工事等による休館のため、３０年度は開

催をいたしません。 

 主なものとして、春季特別展覧会は、能面乱

舞―八代城主松井家伝来能楽コレクションと銘

打って、全国屈指の質・量を誇る松井家伝来の

能楽コレクションを八代で初めて一堂に公開す

るものでございます。秋季特別展覧会では、仮

称でございますが、忠臣の証明―松井康之と興

長を開催いたします。戦乱の続いた安土・桃山

時代から江戸時代初期にかけて主家細川家を支

え、同時に八代城主として本市繁栄の基盤を築

いた松井家の初代康之と２代興長の武将、政治

家としての生きざまを、永青文庫や松井文庫の

資料を通して紹介するものでございます。 

 以上が、平成３０年度教育部予算の概要でご

ざいます。御審議のほど、よろしくお願いしま

す。 

 済みません、１点だけ訂正をさせていただき

たいと思います。 

 １０１ページのところの特定財源の説明のと

ころで、地方債のところで、小学校施設整備費

に充てる合併特例債、過疎対策事業債及び緊急

防災・減災事業債のところで、９６１０万円と

いうところを誤りまして９６１万円と言ってし

まいましたので、正式には９６１０万円に訂正

をさせていただきたいと思います。申しわけご

ざいませんでした。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 最初、部長の説明の

中に、学校の中でＰＤＣＡサイクルを回して見

直していくということがあったんですけど、具

体的にどういうふうにされていくのかなという

のがちょっと疑問に思いましたので。 

 それとですね、予算のことで１０６ページの

――。済みません、ページがわかんない。 

○委員長（上村哲三君） 今んとから聞こう

か、じゃあ。思い出しなっせ。（委員橋本徳一

郎君「はい」と呼ぶ） 

○教育部長（釜 道治君） 説明の中でも申し

ましたとおり、３０年度から３３年度、４年間

の教育行政の指針を基本計画という形で取りま

とめさせていただきました。その中に、取り組

む方針、基本目標、そして主な取り組み事業と

いうものを掲げております。これを各課の共通

認識として取り組むということでございます

が、毎年、まず事務事業について評価をいたし

ます。そして、複数年度で施策という捉え方も

して、施策評価も行っていきたいということで

ございまして、要は、計画、実施、評価、改善

といいますか、事業を、例えば予算要求のとき

だけに振り返るという観点ではなくて、目標に

向かっての年度年度の節目に、計画の進捗、問

題点の洗い直し、そういうことをしながら次に

つなげていくという基本的な経営マネジメント

サイクルの意識を持って取り組んでいきたいと

いうことを、４年間の教育部の１つの考え方と

したいということから、先ほどそういう御説明

をしたところでございます。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） その時期、中間で見

直しっていう形になると思います。その定期的

に行う時期というのは決められていますか。 

○教育部長（釜 道治君） まず、事務事業評

価については、年度が終了するのに合わせて評

価をさせていただきます。基本的には４年間の

計画ですから、施策評価は４年たってというこ

とにはなりますけれども、その事務事業評価を

することのタイミングを見ながらですね、施策
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的な把握もしなければいけないというふうに思

っておりますので、施策的な考え方としても、

基本的に毎年、事業と事業を束ねた施策の固ま

りとしてやるべきかなというふうには思ってお

ります。最終的には４年経過した段階で施策評

価を行いたいと思ってます。（委員橋本徳一郎

君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（福嶋安徳君） １０６ページになりま

すが、学校施設と幼稚園、この計画で空調設備

が計画されておりますが、今回は、設計委託等

でそれぞれ出とるわけです。今年度に行う小学

校、幼稚園、これは中学校もですかね。(｢幼稚

園だけ」と呼ぶ者あり）ここは幼稚園だけです

けれども、全体的な小学校と幼稚園の施設整

備、この空調設備はどういった形になります

か。今は設計委託だけの予算だろうと思うんで

すけども。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） この空

調設備設置事業につきましては、先ほども説明

の中にありましたけども、３カ年事業というこ

とで、スケジュールを今考えております。来年

度につきましては、幼稚園と中学校とですね、

小学校の一部、泉小学校、これにつきましては

泉中と一体校になっているという関係で、この

幼稚園、中学校と泉小に関しましては、平成３

０年度に設計を行うこととしております。次の

３１年度に、設計しました幼稚園、中学校と泉

小学校の設置工事を行います。あわせてこの３

１年度に、泉小以外の小学校の設計を行いまし

て、平成３２年度に泉小以外の設置工事を行う

予定としております。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） ありがとうございま

す。 

 ３２年度が工事完了になるわけですかね。こ

れは全体的に設置になるわけですか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 一応、

全部の小・中・幼稚園に設置しますけども、学

校の中等の教室でですね、一応、普通教室を中

心に設置を考えておりますけども、普通教室、

特別支援教室、少人数教室と、あと図書室、音

楽室、理科室等に新規に設置する予定としてお

ります。 

 あと、既存の耐用年数を迎えたパソコン室と

か事務室等がございますけども、それの更新も

あわせて行う予定としておりまして、一応その

設置をしない教室も一部、家庭科室とか技術科

室あたりについては、今のところ設置しない方

向で考えております。 

 以上でございます。（委員福嶋安徳君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員（橋本徳一郎君） １０４ページのです

ね、学校教材充実事業ということで、先ほど同

和教育の教材等の充実を図るというふうなこと

を言われてたと思うんですが、その教材の中身

というか、どういったところを選ぶとかいうめ

どというのは立ってるんでしょうか。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

学校教育課、渡邊です。よろしくお願いいたし

ます。 

 学校教材充実事業の中身でございますけれど

も、主なものとしまして、知能検査、標準学力

検査を実施しております。さらには、中学校に

おきましては、英語のピクチャーカード、そう

いったものを主にしております。 

 一番大きなものとしましては、小中学校の教

師用の教科書、そして指導用の指導書といった

ものでございます。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 学力検査も含めての

ということでしたね。失礼しました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 全体的な話なんですけ
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ど、学校の支援員さんのほうが不足してるって

いうことをですね、今まで聞いてきとったんで

すけど、ことし何名かいろんなところでプラス

配置が少しあっていたと思うんですけれども、

募集はされとって思うとですけども、それに対

して、今回ふやされた部分で足りてないんじゃ

ないかなというふうな思いがあるんですけれど

も、募集して来られるのか来られないのか、来

られても基準に満たないからちょっと受け入れ

られないとか、そういった採用ができないと

か、そういったのがあったのかどうかちょっと

お聞きしたいんですけど。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

学校支援職員につきましては、毎年募集、そし

て選考、考査を行っておりますけども、どの職

種につきましても、毎年おおむね募集人員を上

回る応募があっておりますが、選考の結果、学

校の職員としては厳しいというところで、不合

格ということで出している方もございます。そ

ういった状況でございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 じゃあ、別のところを聞きます。 

 済みません、くま川教室の関係でちょっとお

聞きしたいんですけど、今回説明もあったかと

思うとですけども、配置をちょっと変えて、シ

フトを変えてっていう話だったですかね、って

いうことだったんですけれども、実際、くま川

教室のほうで現状のほうの話をちょっと聞きた

いんですよ。そことあわせて、今回勤務時間も

ふえるっていう話なんですけれども、それが、

賃金が引き上がるっていうところが多分あると

思うんですけれども、人をふやせたりとかって

いうところの考えはなかったのか、シフトで今

回はどうにか対応されたっていう話だったんで

すけど、そこの考えはなかったのかどうか、ち

ょっとお聞きしたいんですけど。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼いたします。 

 くま川教室の指導員の体制についてですけれ

ども、今回、基本的に大体、午前中、午後と分

かれて４名の勤務体制で当たっていただいてお

りました。それを５名にふやすと、５名で基本

の指導ができる体制をとるということでふやし

ております。全体で３８１時間をふやしまし

て、その体制を整えたところでございます。 

 人数等につきましては、今回はその時間増で

対応するということで検討いたしていなかった

ところです。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、くま川教

室の現状について、ちょっと前語りが欲しかっ

たんですけど。今何人ぐらいでどういった状況

かという。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼しました。 

 くま川教室の現状ですけれども、現在、中学

生２７名が通級をしておるところです。プラ

ス、今相談中という生徒が５名おりまして、そ

のような状況になっております。 

 あと、活動状況のほうはよろしいでしょう

か。月曜日、水曜日、金曜日ということで、教

科の授業を行っております。これは弁当を持っ

てきて午後までということで、３時まで行って

おるところです。火曜日と木曜日は体育活動と

いうことで、総合体育館で午前中、体育活動を

行っております。そのほかさまざまな、イチゴ

狩り、あるいは校区婦人会との交流等を行っ

て、体験をして、交流をしているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 ２７名っていうのはふえてる状況ですか。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

ふえている状況でございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 くま川教室のほうも最近見に行ってないって
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いうのもありまして、何年か前には行かせてい

ただいて、古い建物で狭いというような思いも

あったんで、今後ですね、２７名と大きくふえ

てきているという状況なので、少し心配はする

ところでございます。とりあえず、今回は勤務

体制、４名でっていうことですよね。対応して

いただきたいというふうに思います。 

 別の質問をよかですか。 

 プールの耐震化事業っていうのが２つあった

と思うとですけれども、スケジュール的なとこ

ろはわかりますか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 今回、

平成３０年度の当初予算に計上しております学

校プール関係の事業につきましては、五中のプ

ールを耐震改修工事ということで計画しており

ます。もう１件が、二中のプールにつきまして

は、工事に向けた設計を平成３０年度に取り組

む予定としております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 五中のほうは３０年度

で終わる、二中のほうは３１年度で終わるとい

うようなスケジュールでよかったですか。理解

で。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 二中に

つきましては、３０年度に設計をしまして、３

１年度に工事をするという、一応、現在の予定

でございます。 

 以上です。（委員野﨑伸也君「はい、わかり

ました。１回休憩します」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（福嶋安徳君） 何度も何度も私は質問

しておりますけれども、学校部活動の件で、社

会体育への移行に関する事項ですけども、何度

か話を聞いとりますが、まだまだ地域の保護者

にとってはですね、いろいろまだ要領がわから

んままにいろいろ決められていくというのがあ

るようでございますが、今のところどういった

状況になっておりますか。 

○学校教育課長補佐兼保健体育係長（田北佳一

郎君） 失礼いたします。 

 社会体育移行につきましては、現在、学校の

部活動が９１ございます。その中で、来年度４

月から社会体育へ移行を予定している部が３１

ございます。およそ３分の１が来年度から社会

体育移行というところでございます。 

 それから、学校全体として、全ての部活動が

社会体育として活動します校区につきまして

は、全部で７校区が予定をしております。それ

から、１校区につきましては、既に今年度から

社会体育としてスタートしておりますので、全

部で合わせまして９校区が、１つは統合して１

つということになりますけれども、全て合わせ

ますと９校区で社会体育が始まることになって

おります。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） 段階的にいろいろそう

いった取り組んでいかれるところが出てくるの

は当然だろうと思いますけれども、あくまでも

ですね、３０年度でつくり上げてしまわないか

んというような、拙速にいろいろと、これをあ

くまでも３０年度で片づけようとするその段階

ちゅうのが、保護者には本当に窮屈なように聞

こえております。 

 そういった関係でですね、学校と保護者とど

ういった関係でそれを取り組んでいっておられ

るのか、学校が全くその中に、話し合いの中に

入ってこないっていうのがあるらしいんですけ

れども、そういった面をですね、やはり、何と

言うか、どういった関係で中身をもって説明に

当たっておられるのか、そういったところをお

聞かせいただきたい。 

○学校教育課長補佐兼保健体育係長（田北佳一

郎君） 失礼します。 

 八代市では検討委員会を立ち上げまして、社

会体育移行の手立てをですね、考えて、各学校
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にアドバイスをしております。その中では、ま

ず各学校では校内の委員会を立ち上げて、その

校区で将来的には部活の数をどうしたらいいの

か、それから、指導者は十分足りるのかどうか

を総合的に考えて、まずは方向性を校内で検討

していただきます。その後、校区委員会という

ものを設置していただいて、それには保護者や

地域の方々も含めて、地域全体として将来どう

いうふうに移行を進めるかということを話し合

ってもらうような流れで必ず進めてくださいと

いうお願いをしております。 

 ですから、基本的には、学校と地域が一緒に

なって話し合いを進めるという流れになってお

ります。ただし、学校によって進捗状況がかな

り異なっておりまして、先ほど言いましたよう

に、来年の４月からスタートする学校もあれ

ば、まだ話し合いの途中である、これから保護

者や地域に説明をしていくっていう校区も残念

ながらまだ残っておりますので、議員が心配さ

れたような十分学校側からの話が聞こえてこな

いという校区もあるのではないかなと思います

ので、今後とも検討委員会、コーディネーター

派遣事業とかを通して、３０年度中に移行でき

るように進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 福嶋委員、この問題

については、当初予算の予算措置についての質

疑でお願いします。予算に関係する分について

の質疑でお願いします。 

○委員（福嶋安徳君） これで、終わります。

あんまり詳しくすると時間がたちますけん。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどの野﨑委員が学

校支援委員について関連ですが、１０２ページ

で、今後小学校の英語支援員ということで、２

名配置されるということですが、全学校を２名

というのはどうされるか。ＡＬＴ２名の増員で

すから、それについてはどうにか方策は考えて

おられるんですかね。どのような運用をされる

んですか。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

平成３０年度、英語支援員２名の配置をいただ

くことになりますれば、小学校を中心に配置、

派遣をして、先生方の授業準備、授業そのもの

について支援を行っていただくようにしていま

すが、２人で２４校というのはなかなか厳しゅ

うございますので、ＡＬＴとの併用ということ

で、特に先行実施します小学校において、うま

くスタートが切れるような派遣計画を考えたい

と思っております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） なかなか２４校のうち

ＡＬＴ２名、それから支援員２名、４名増の体

制で臨まれるということですが、非常にスター

トの段階で前倒しで八代市でされるということ

ですが、しっかりその辺はですね、今後どのよ

うな方法で行くのか、まずそれが本当に適正な

支援の人員の数で可能かということもしっかり

検証していただきたいと思います。これは要望

です。 

 それと、太田郷の小学校トイレ改修というこ

とで、説明の中で、今後計画的にということを

言われたんですが、どのようなスケジュールで

考えておられるのか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 市内の

小中学校、幼稚園のですね、トイレのほうが老

朽化をしているという現状と、あと洋式化率が

低いという現状を踏まえまして、私どものほう

でこの改修のですね、ことをいろいろ検討して

おります。 

 今回は、平成３０年度に太田郷小学校のトイ

レの改修を行いますけれども、一番老朽化等が

激しいというのとですね、洋式化率も低いとい

うあたりで、まず取り組むところでございま

す。あとの小中学校、幼稚園につきましては、

今後計画を立てまして、事業化していきたいと

いうふうに考えておりますけど、まだ具体的に
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はスケジュール等もまだ固まっておりませんの

で、また、この計画がある程度煮詰まり次第、

また御報告したいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） そういう何年度までっ

ていうような計画ができれば、早急にお知らせ

願いたいと思います。 

 それと、最後にもう１件、人権教育事業で

す。１０７ページ。これを見れば、地域人権教

育指導員とか地区内人権教育謝礼１０名分とか

ありますが、この地域人権教育指導員っていう

のはどのような位置づけっていいますか、どの

ような選考をされてるんですか。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 失礼します。

生涯学習課、廣兼でございます。 

 地域人権教育指導員というのはですね、県の

補助をいただきまして、半額の補助８４万円と

いうことで補助をいただいております。これ

で、市内全域をですね、講演等とか講習とかを

やっていただいておるところでございます。た

だ、本年度、２９年度は、不在というところで

ございまして、今、人選を急いでいるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） わかりました。以上で

終わります。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、学校・家

庭・地域の連携協力推進事業っていうのがある

みたいで、その中で地域未来塾事業っていうの

は、たしか何年か前からつけられとったと思う

とですよ。今回新規でですね、第三中学校、第

六中学校、日奈久中学校っていうのが対象とし

て上げられてきているというのがあります。済

みません、私の記憶違いだったらちょっと申し

わけないんですけれども、この地域未来塾事業

っていうのが、いわゆる家庭環境だったりと

か、社会環境というか、そこに住んでる環境に

よって教育を受ける、格差ができないようにと

いうことで、塾に行ったりするところ、そこで

開いてとか、そういったことを何かやろうとい

うことで始まったと思うんですけれども、今

回、新規で三中と六中、日奈久中学校という、

平野部ちゅうか、山間地域じゃないところに出

てきたっていう意図をですね、教えてほしいん

ですよ。最初の趣旨が私がうろ覚えでちょっと

申しわけないんですけども、間違ってるかもし

れないんですけど、その趣旨からすると、どう

いった状況なのかなというふうに思ったんで。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 失礼します。 

 この地域未来塾に関しましてはですね、平成

２７年度から事業を行っております。当初は、

山間部というところで、二見中と坂本中で始ま

りました。これが今、３年目を迎えましてです

ね、ことしから泉中も入った３校で行っており

ました。で、ことし新たに三中と切りかえたと

いうことでございますが、こちらのほうはです

ね、当初も県のほうの目的でございました、先

ほど議員おっしゃられたとおり、教育格差をな

くすというところで、塾に通えないとか、た

だ、塾に通いたくても通えない人というところ

がございましてですね、生活保護世帯とかです

ね、そういった、塾に通いたくても通えない生

徒もいるというところでですね、今回、全校に

要望をとりました。この中で手が挙がってきた

ところからの選択というところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 当時、これができたと

きに、私、ちょっと意見させていただいたこと

があったんですよ。山間地域だけじゃなくて、

今言われたように、受けたくても受けられない

ような、家庭の事情で行けない子もいるかもし

れんでしょうと。全校的に──八代全域でやっ

てほしいということを私は言ったことがあった

んですよ。今回、そういうふうにしていただい

たっていうのは非常にうれしいんですけれど
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も、何で――、アンケートをとられて、中学校

のほうですかね、とられて、上がってこなかっ

たところというのは、どういうふうな考えで手

を挙げられなかったんですかね。そこがちょっ

とわかんないんですけんど。理由ですよね。 

○委員長（上村哲三君） 把握してあればね。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 済みません。 

 理由まではですね、現状のところ把握はでき

ておりません。ただ、今、こういった事業があ

りますということでですね、校長・園長会等で

すね、に行って説明はいたしておりますので、

全校長のほうには周知はできてあるんだと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

今、予算の話なんで、深い話についてはまた後

ほどさせていただければというふうに思いま

す。 

 謝礼として予算を上げていただいているとい

うようなことなんですけれども、その謝礼が適

当な額なのかなというのもあってですね、それ

も額的にそれが適当じゃない、自分がしようと

思ったときにそれじゃできないよというような

思いもあられるんじゃないかというのがあった

んで、ちょっと質問させていただいてますん

で、ちょっとそこの金額とかのところもです

ね、もう少しちょっと研究していただければな

というふうに思います。 

 済みません、文化施設の自主事業というのが

ですね、そこは大丈夫ですか。それは違います

か。経済ですか。済みません、申しわけない。

それでは別で。 

 さっき福嶋委員が言われたんですけれども、

社会体育移行の件で、今回予算が幾らだったか

な、ついてましたよね。(｢６６万」と呼ぶ者あ

り）６６万だったですか。６６万なんですけ

ど、ちょっとお聞きしたところによるとです

ね、何か、移行されるところと移行されないと

ころがあるということでございました。今回の

６１万６０００円っていうのが、主なものがそ

の報償費というようなところであったかと思う

んですが、１つ思うのがですね、社会体育に移

行されたところの小学校のほうが、例えば、学

校施設を使ったときに、クラブのほうからです

ね、お金を払わんといかんというようなことが

あって、何か補助というか、せっかくこういっ

た移行していくのに、そこの施設を使うのに補

助がないという話で非常に悩まれているという

部分があったらしいんですけど、今回はそうい

ったところまでのところのお話がなかったの

か、施設を使うに当たって、社会体育に移行し

たところに対する補助とかっていうのはなかっ

たのかというのがあるんですけれども、そこら

辺のところはどうでしょうか。ありませんか。 

○学校教育課長補佐兼保健体育係長（田北佳一

郎君） 失礼いたします。 

 報償費につきましては、検討委員会のほうを

開催しておりますので、そういった分の報償費

であったり、コーディネーター派遣事業をして

おりますので、その派遣に対する報償費となっ

ております。で、補助についてですけれども、

実際、社会体育に移行したクラブ、八代っ子ク

ラブという命名で、今、移行を進めてるんです

けれども、そちらの活動につきましては、学校

の体育施設を使う分につきましては、夜間７時

までは減免措置で対応することになっておりま

すので、使用料は発生しないことになっており

ます。現在のところ、そういった補助金的な部

分については考えていないところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 もう１点あったです。済みません。多かもん

だけん、わからんごつなっとですよね。 

 各小学校、中学校のですよ、各校で使える、

いろいろ施設整備、学校で考えている、ここを
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何かしたいなとかというところで、施設整備と

かっていうのを各校にたしか、幾らぐらいだっ

たですかね、５万円だったですかね、っていう

のは、何か予算の説明はあったですかね、どっ

かの項目で。(｢いや、ないです」と呼ぶ者あ

り）それはないんですか。(｢はい」と呼ぶ者あ

り）それは今はないんですか、各校区で、校長

先生の裁量で使ってくれとかっていう。例え

ば、樹木を切ったりとか、そういったところに

使ってくださいねとかっていうのは、これは予

算的に措置されてるんですか。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） ３０年

度も予算措置しております中に、各学校の配分

予算という項目がございまして、それにつきま

しては、各学校に消耗品でありますとか修繕料

でありますとか、そういった学校の裁量で使え

るある程度の金額の予算を配分して、予算を措

置しているところでございます。（委員野﨑伸

也君「どこに。予算書か何かどっかに書いてあ

りますか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 小学校、中学校で全

部違うたいな。（｢前は５０万ばっかりやって

あった」と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） 各学校、幾らなんです

かね。ばらばらなんですか。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 予算書

でいえばですね、例えば、１０３ページの中学

校費につきましては、２番目の中学校運営事業

という、これが采配する予算でございます。こ

れは、学校の生徒数でありますとか学校規模に

応じて金額を決めて予算を分けているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 配分については、学校

規模によるもの、生徒数、そういったあれがあ

るんですね。ただ、いろんなところで話を聞く

んですけど、すごい各学校で使えるお金が少な

いと。こういったものに使いたいのに、こうい

ったことやりたいのにっていうことで、足りな

いんですと。だいけんが、ＰＴＡで出してくれ

んかいっていう話も結構あるんですよ。で、そ

れもですね、結構何年も前から聞いてるんで、

そこら辺のところをですよ、やっぱ、担当課と

かの、部として把握されて少し増額してきた経

緯とか、まさか減額はないと思うんですけど、

増額してきた経緯とかっていうのはあられます

か。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 確かに

限られた予算の中での配分なもんですから、そ

んなに高額な配分ではないんですけども、学校

で予算が足りない場合などはですね、教育委員

会のほうでもある程度持ってるもんですから、

学校のほうから教育委員会のほうに、こういっ

たことをしたいんですけどもちょっと足りない

ということで教育委員会に御相談いただいて、

その状況に応じて委員会のほうで対応している

という、そういった実情でございます。増額っ

ていうのは基本的に余りなくてですね、大体現

状維持でずっと近年きているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 多分ですね、私たちが

学校の方から聞く話と、そっちから流れている

話と、多分ちょっと違うニュアンスがあっとか

もしれんとですけれども、さっきも言ったよう

に、結構前からですね、そういった整備費とか

いろいろな部分で足りないっていう話はです

ね、聞いてますんで、どうにかですね、増額し

ていくようなところでも検討していただきたい

なというふうに思います。 

 とりあえず終わります。 

○委員長（上村哲三君） ただいまのは意見で

よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） あ、済みませんでし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑ありませ
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んか。 

○委員（橋本徳一郎君） １１０ページにです

ね、博物館費用の予算が出ておりますが。割と

特別展示なんかを見ると、展示物が中心かなと

いうふうな感じを、印象を受けるんですが、子

供たちが実際にさわって科学技術だとかそうい

ったものを体感するような展示物を、今年度は

もう予定が決まってると思うんですけど、そう

いうのをしてもらえるような考えとかあるかど

うかお聞きしたいと思いまして、質問します。 

○博物館未来の森ミュージアム副館長（福原 

透君） 子供はメカニックなものが好きだから

そういうものはできないかとか、昆虫の展覧会

はできないかとか、そういうことも時々御意見

をいただくことはございますが、私ども、平成

３年に開館いたします準備室の段階から、どの

ような博物館をつくっていくかという検討の中

で、地域の歴史文化を対象とした歴史系の博物

館をつくるということで職員等も整備してまい

りましたので、議員、今お尋ねの自然科学系に

つながるようなこと、あるいは工学系に関する

ようなことは、今のところ対象には上っており

ません。 

 それで、例えば熊本県内には熊本市の市立博

物館、今ちょっと改装で休館中でございます。

それから、松橋に県の施設がございますから、

そういうところで行われますイベントの情報等

を御提供するということで、博物館同士のすみ

分けみたいなことで御利用をお願いしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 橋本委員、ただいま

のは意見として捉えておきます。予算措置され

てませんので。（委員橋本徳一郎君「そうです

ね」と呼ぶ）お願いしますよ。（委員橋本徳一

郎君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） １つだけ。 

 １１１ページのですね、トップアスリート育

成事業ということですけど、２８０万組んであ

ります。これは、どういう――。 

○委員長（上村哲三君） 違います。それは、

うちの所管ではありませんので。（委員鈴木田

幸一君「あ、そうですか、失礼しました」と呼

ぶ） 

○委員（福嶋安徳君） １０８ページの社会教

育事業についての中で、説明の中でですね、地

域婦人部の活動の説明がなされておりました

が、この地域婦人部についての予算というの

は、どういった形でしてありますか。なかなか

活動に支障を来している場面があるというふう

に聞いておりますが、どういった形になります

か。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 失礼します。 

 地域婦人連合会ですね、こちらのほうは社会

教育団体ということで、うちのほうには今３団

体ございます。市ＰＴＡ連絡協議会、地域婦人

会連絡協議会、市子供会連絡会ということで、

この３団体に今補助を出しております。この補

助はですね、事業費の補助ということで、事業

の半額の補助をいたしているところでございま

す。ことしの２９年度が１４１万９０００円、

３０年度が１２７万７０００円というところで

ございます。 

○委員（福嶋安徳君） いろいろですね、婦人

部の皆さん方は、スリーデーマーチの応援体制

とか、防災訓練に対する応援体制とか、そうい

ったいろいろな事業にも相当応援していただい

いてるところでございまして、スリーデーマー

チなんかは、特に多くの方々が参加して地域を

回って、その地域で応援しておられるんですけ

れども、そういった活動に対してですね、なか

なか自分たちで手出しまでしてやらないかんと

だろうかというような、そういった声があって

おりましたもんですから、そういった流れに、

支援とすればどのくらいあっとって、それでい
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いのだろうかなと、活動に応じて今は援助が必

要なのかなというのも私は感じましたものです

から、そういったものがですね、あれば、それ

ぞれ助かるんじゃないかなと。そういった支援

体制、補助金の対象というとはどういったもの

になりますか。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 先ほど申しま

したとおり、こちらにつきましては、事業をど

れだけしたかということで、その事業に対して

の補助というところになっております。そうい

った毎年ですね、そういった団体のほうから、

こういった事業をしますということで上がって

きて、その中を精査して補助金ということで決

定をいたしております。 

 そういった、いろんな補助、事業がございま

すので、そういった事業を新規で行いたいとか

ですね、これをふやしたいということであれ

ば、その辺は事業費のほうで上げてこられると

ころだと思います。ただ、それに対して予算が

ですね、どれだけつくかというところになりま

すので、あとはですね、協議を行っているとこ

ろでございます。（委員福嶋安徳君「はい、わ

かりました。どうもありがとうございました」

と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見があったらお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） さっき質疑の中でも何

点か言いましたんで今回は申しませんので、し

っかり対応いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 全体的に事業が結構

ふえてるなという印象がありますけども、教員

の負担がかなりその分ふえてくるだろうなとい

うふうな印象を持ちました。ぜひ、いろんな面

でですね、教職員の負担軽減の措置なんかも、

今後予算措置なんかしてただきたいと思いま

す。 

○委員長（上村哲三君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で第

９款・教育費については終了します。 

 ここで小会いたします。 

（午後０時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０９分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 午前中の審議はここまでとし、休憩いたしま

します。午後は午後１時より再開いたします。 

（午後０時１０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（上村哲三君） それでは、休憩前に

引き続き、文教福祉委員会を再開いたします。 

 健康福祉部から、歳出の第３款・民生費及び

第４款・衛生費について説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 平成３０年度八代市一般会計関係予算、民生

費、衛生費の編成に当たりまして、健康福祉部

長としての思いを、２つの新規事業に絞って申

し上げたいと思います。座らせていただきま

す。 

 まず、障がい者等見守り推進事業ですが、こ

れは、身体障害者手帳、療育手帳または精神障

害者保健福祉手帳を所持する方や、難病や発達

特性などにより日常的に何らかの支援を必要と

する方が、住みなれた地域で安心・安全な暮ら

しを続けることができるよう、地域住民による

見守りなどの生活環境づくりを行う事業で、平

成３０年度から八代市障がい者サポーター、障

がい者サポート企業・団体の養成に取り組みま

す。この施策が看板倒れとならないよう、持続
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するためにも、創意工夫を図りながら制度設計

をし、ともに支えあい 自分らしく暮らせる 

心のかよいあうまち やつしろを目指していき

ます。 

 次に、健康づくり応援ポイント事業ですが、

これは、糖尿病等の生活習慣病予防対策とし

て、特定健診、がん検診等の受診を推進すると

ともに、市民が実践する健康運動など健康づく

りへの積極的な取り組みを支援する事業で、特

定健診等の受診、健康講演会への参加等でポイ

ントを付与し、抽せんにより報償品を贈るもの

です。お得に、楽しく、無理せずを掲げ、運

動、健康に無関心であった市民が無理なく参加

し、健康意識を高めることで、市民の健康的な

生活習慣の確立と医療費適正化を目指していき

ます。 

 これで、平成３０年度八代市一般会計関係予

算の部長総括といたします。 

 それでは、議案第５号・平成３０年度八代市

一般会計予算のうち、健康福祉部所管分につき

まして、丸山健康福祉部次長から説明いたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（丸山智子

君） 健康福祉部、丸山です。よろしくお願い

いたします。では、着座にて説明させていただ

きます。 

 別冊となっております、議案第５号・平成３

０年度八代市一般会計予算書をお願いいたしま

す。文教福祉委員会付託分のうち、健康福祉部

が所管します款３・民生費及び款４・衛生費の

項１・保健衛生費の一部につきまして説明いた

します。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出でございますが、

款３・民生費では、２２９億９２２３万６００

０円を計上しております。前年度と比較して４

億３８１１万８０００円の増額となっておりま

す。内訳としましては、項１・社会福祉費は、

前年度比２億２０７０万４０００円増の１０７

億８６２４万円、次の項２・児童福祉費は、前

年度比１億４４２３万１０００円増の９０億３

３４１万２０００円、次の項３・生活保護費は、

前年度比７１７９万５０００円増の３１億６７

３６万円、次の項４・災害救助費は、前年度比

１３８万８０００円増の５２２万４０００円で

ございます。 

 続きまして款４・衛生費では、前年度比１０

２億５３５４万４０００円減の３８億６３６４

万６０００円を計上し、そのうち健康福祉部が

所管いたしますのは、項１・保健衛生費１７億

９４４９万５０００円の大部分の１６億８８３

９万円で、前年度比２４７４万３０００円の減

額でございます。 

 それでは、歳出の内容を御説明します。６６

ページの上の段をお願いします。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費では、６１億９７３３万６０００

円を計上いたしております。前年度に比べ７８

１８万２０００円の増額となっております。こ

れは、被災者生活再建支援事業や繰出金の増加

などによるものです。 

 事業の主なものにつきまして御説明します。

説明欄の上から３つ目、地域福祉計画推進事業

２４１万９０００円は、現在の第３次地域福祉

計画の評価及び次期計画となる第４次地域福祉

計画の策定業務を予定しています。第４次地域

福祉計画の策定作業は、平成３０年度から３１

年度の２カ年で行うため、新規で債務負担行為

限度額４６０万円を設定し、そのうち平成３０

年度は、基礎調査として２３０万４０００円を

計上しております。次の民生委員・児童委員関

係事業２３４７万５０００円は、活動の経費と

して委員報償費１４０１万８０００円、民生委

員児童委員協議会への助成金８３４万４０００

円が主なものです。次の後期高齢者医療広域連

合負担金事業１７億９０２９万９０００円は、
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７５歳以上の後期高齢者等を対象とした医療保

険を運営する、熊本県内の全市町村で構成され

る広域連合に対する負担金で、内訳は、広域連

合の組織運営及び医療制度の事務経費である共

通経費に８６１８万６０００円、医療保険の療

養給付費に対する経費に１７億４１１万３００

０円です。１つ飛びまして、生活困窮者自立支

援事業３３１４万６０００円は、生活保護に至

る前の生活困窮者に対し包括的な支援を行うも

のです。必須事業の自立相談支援事業委託料１

８４１万１０００円、住宅確保給付金の８９万

１０００円、任意事業の一時生活支援事業、家

計相談支援事業、子供の学習援助事業の負担金

１０２０万３０００円、就労準備支援事業３６

１万６０００円などです。１つ飛びまして、被

災者生活再建支援事業９５８万円は、熊本地震

被災者の見守り、相談支援等を行う八代市地域

支え合いセンターを設置し、情報提供や個別支

援計画の作成により早期の生活再建を図るもの

です。１つ飛びまして、国民健康保険特別会計

への繰出金１３億９５３７万８０００円は、保

険基盤安定制度に係る国保税軽減分、保険者支

援分や、職員給与費等事務費、国保財政安定化

分などに対するものです。次の後期高齢者医療

特別会計への繰出金６億１７５万３０００円は、

保険料軽減分や職員給与費等事務費に対するも

のです。次の介護保険特別会計繰出金２１億９

２８０万８０００円は、介護給付費や職員給与

費等事務費などに対するものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金１１億３７２６万２０００円は、国民健康保

険特別会計及び後期高齢者医療特別会計、介護

保険特別会計への繰出金の一部に対する国県支

出金です。 

 続きまして、目２・老人福祉対策費で３億１

７７５万円を計上しております。 

 説明欄の４つ目、シルバー人材センター運営

費補助事業２２２９万３０００円は、八代市シ

ルバー人材センターに対する本部・活動拠点運

営費補助金７２３万６０００円、働く現役世代

を下支えする高齢者活用・現役世代雇用サポー

ト事業補助金１１５１万５０００円、地方公共

団体や経済団体と連携し新たな就業機会を創造

する地域就業機会創出・拡大事業３３５万２０

００円などです。次に３つ飛びまして、老人ク

ラブ助成事業５５３万９０００円は、老人福祉

法に基づき、老人福祉を増進するため助成を行

うもので、単位老人クラブ１３６クラブ分の活

動費補助金４４８万８０００円、市老人クラブ

連合会へ活動費補助金１０４万２０００円が主

なものです。 

 ６７ページをお願いします。 

 説明欄の２つ目、住宅改造助成事業１４３万

６０００円は、介護保険の要支援または要介護

認定を受けた高齢者がいる世帯に対し、浴室、

トイレなどの住宅改造費を助成することにより、

在宅での自立促進や寝たきり防止、介護者の負

担軽減を図るものです。１つ飛びまして、老人

福祉施設入所措置事業２億３４４４万６０００

円は、老人福祉法に基づき、保寿寮やすずらん

の杜など養護老人ホームへの入所者の措置委託

料などです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金４３９万１０００円は、老人クラブ活動に対

する県支出金などで、また、その他３１０３万

７０００円は、養護老人ホームの入所者負担金

などです。 

 続きまして、目３・社会福祉対策費では、２

億５０４万８０００円を計上いたしております。

前年度に比べ３２２５万９０００円の増額とな

っております。これは、主に熊本地震災害関連

の被災者転居費用等助成事業を行うことによる

ものです。 

 説明欄の４つ目からの坂本・鏡・泉地域福祉

センター及び柿迫生きがいセンターの管理運営

事業は、当該施設において福祉、介護等の各事
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業を行っており、今回議案として指定管理者の

指定を提案しておりますが、平成３０年度分の

指定管理委託料や修繕料等を計上しています。

１つ飛びまして、社会福祉団体育成事業１億１

３２０万７０００円は、地域福祉事業の推進を

図る八代市社会福祉協議会に対する１７名分の

人件費補助金でございます。６つ飛びまして、

地震災害関連・災害見舞金等支給事業２６３万

９０００円は、熊本地震の発生に伴う災害義援

金配分委員会や災害弔慰金等支給審査委員会の

開催に要する経費、及び関連死など地震により

人的被害があった者に対して災害弔慰金等を支

給するものです。次の一部損壊災害見舞金等支

給事業３００万円は、一部損壊世帯で住家の修

理に３０万以上１００万未満を要した世帯に対

して、市の見舞金３万円を支給するものです。

次の被災者転居費用等助成事業３１１６万７０

００円は、熊本地震の被災世帯が仮住まいの住

居から恒久的な住居として県内の自宅や民間賃

貸住宅等へ移転する際に要する転居費用や、賃

貸住宅への入居時にかかる初期費用などを定額

で助成するもので、転居費用助成に１７４件分

１７４０万円、民間賃貸住宅入居支援助成に５

３件分１０６０万円を計上しています。 

 財源内訳の特定財源のうち、その他７７５万

１０００円は、シルバーワークプラザ事務室実

費徴収金、及び災害見舞金等支給事業・一部損

壊に対する基金繰入金が主なものです。 

 続きまして、６８ページをお願いします。 

 目４・障害福祉対策費で、４０億２６５６万

７０００円を計上いたしております。前年度に

比べ１億１３９４万７０００円の増額となって

おりますが、主に障害福祉サービス給付事業費

や障がい児通所支援事業費の増加などによるも

のです。 

 説明欄の上から５つ目、更生医療給付事業１

億８０２５万円は、１８歳以上の身体障害者手

帳を持っている方の障害を軽くしたり回復させ

るために、人工透析や心臓手術などの医療の給

付を行うもので、扶助費１億７９９５万６００

０円などです。１つ飛びまして、重度心身障が

い者医療費助成事業２億７１９３万７０００円

は、身体障害者手帳の１、２級や療育手帳Ａ１、

Ａ２などを持つ重度の心身障害者・児に医療費

を助成するもので、扶助費２億７０００万円な

どです。次に１つ飛びまして、特別障害者手当

等給付事業５８９７万６０００円は、身体また

は知的、精神に著しく重度の障害があり、日常

生活に常に特別の介護を必要とする在宅の重度

障害者・障害児等に対して手当を支給するもの

で、全額扶助費です。次に３つ飛びまして、育

成医療給付事業３７４万７０００円は、１８歳

未満の身体に障害のある児童に対し、その障害

を除去、軽減する手術などの治療によって効果

が期待できるものに対して医療の給付を行うも

ので、扶助費３７３万１０００円などです。次

に２つ飛びまして、八代圏域地域療育センター

事業６０９万円は、在宅の障害児及びその疑い

のある子供や保護者等に対し、療育相談、訪問

及び外来療育指導や通所支援事業所などへの支

援を行い、発達障害児の早期療育を図るもので、

全額八代市社会福祉事業団に対する委託料です。

次に１つ飛びまして、地域生活支援事業１億２

９５９万１０００円は、地域性を考慮しながら

障害者の自立した日常生活や社会生活を営むた

めに必要な事業を行うもので、障害者や障害児

の保護者などからの相談に応じる事業、障害に

対する理解を深めるための研修や啓発事業、日

常生活用具の給付や貸与を行う事業、必要な外

出支援を行う事業などがあり、市内２カ所の相

談支援事業所への委託料１７１４万７０００円、

市内４カ所の地域活動支援センターへの委託料

３０２０万円、ストマ等日常生活用具給付費の

扶助費２９２１万５０００円などです。次の、

障害福祉サービス給付事業２６億６０６６万１

０００円は、障害福祉サービスの給付を通じ、



 

－30－ 

障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援す

るものです。生活介護や療養介護などの介護支

援を行う介護給付に１４億７４８５万９０００

円、就労継続支援やグループホームでの援助を

行う共同生活援助などの訓練等給付に１１億５

０１１万６０００円などです。次に１つ飛びま

して、障がい児通所支援事業４億５０６３万７

０００円は、障害児や障害の疑いのある子供た

ちを対象に、日常生活における基本動作の指導

や集団生活への適応訓練などを行うもので、就

学前の障害児を対象とした児童発達支援の１億

４９３６万３０００円、小中高校の障害児を対

象とした放課後等デイサービスの２億７３４６

万円などです。次に２つ飛びまして、障がい者

等見守り推進事業１００万円は、新規事業で、

市主催の研修会を受講して障害の特性と必要な

配慮について学んだ市民や企業等を障がい者サ

ポーターとして登録し、障害のある人への地域

の見守り体制の構築を図るものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２７

億７６４０万５０００円は、障害福祉サービス

給付事業に対する国県支出金などで、また、そ

の他５９３万１０００円は、地域生活支援事業

に対する氷川町の負担金や地域福祉基金からの

繰入金などです。 

 次に、目５・国民年金費で、３９５３万９０

００円を計上いたしております。 

 ６９ページ説明欄の年金事務事業１８０万３

０００円は、国民年金システムなどのシステム

改修委託料１０６万３０００円が主なものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金２９７０万９０００円は、年金事務に係る国

庫支出金です。 

 続きまして、下の段をお願いします。項２・

児童福祉費、目１・児童福祉総務費で、４億３

６１５万１０００円を計上いたしております。 

 説明欄の６つ目、ひとり親家庭等医療費助成

事業２７０８万円は、母子家庭の母及びその児

童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療

費の一部を助成するものです。１つ飛びまして、

こどもプラザ事業１３４４万８０００円は、主

に乳幼児を持つ子育て中の親子が気軽に集う常

設の場所として、マックスバリュ八代店２階に

すくすくを、また、イオン八代店２階にわくわ

くを開設し、子育て中の親子の交流を図り、子

育て等に関する相談、講習会等を実施しており

ます。 

 ７０ページをお願いします。 

 一番上の放課後児童健全育成事業１億９０４

３万５０００円は、昼間仕事等で保護者がいな

い家庭の小学生の安全・安心な居場所の確保と

健全育成活動を行うもので、全額放課後児童ク

ラブ２８クラブへの委託料です。１つ飛びまし

て、病児・病後児保育事業２５７０万２０００

円は、病中または病気の回復期にある児童の一

時預かりを行うキッズルーム、キッズケアホー

ム、病児・病後児ハウスひかりの３事業所に対

する委託料です。５つ飛びまして、子育て相談

事業２１１万６０００円は、こどもプラザ・わ

くわく内に併設した窓口において、子育て相談

専門員を配置し、子育て中の親子や妊娠中の方

が幼稚園や保育園、子育て支援事業などをスム

ーズに選択利用できるよう相談を受け、情報の

提供やアドバイスを行うもので、子育て相談事

業委託料２０８万１０００円などです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金１億

８８９５万９０００円は、主に放課後児童健全

育成事業に対するものなどです。 

 続きまして、目２・児童措置費で、２７億６

２１５万６０００円を計上いたしております。

前年度に比べ３５６０万４０００円の減です。 

 説明欄の１つ目、児童手当事業１９億７８７

７万円は、中学卒業までの児童を養育している

者に対し、児童の年齢等に応じた額を支給する

ものです。次の児童扶養手当事業７億８３３８

万６０００円は、父母の離婚などにより父また
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は母と生計を同じくしていない児童を監護また

は養育する者に対して支給されるものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金１９億３８６９万５０００円は、児童手当事

業及び児童扶養手当に対するものです。 

 続きまして、目３・保育所費で、５８億３５

１０万５０００円を計上いたしております。 

 説明欄の３つ目、私立特別保育事業３９６１

万９０００円は、私立の保育所で実施される延

長保育に対する補助金です。次に２つ飛びまし

て、公立保育所運営事業３億２９４万１０００

円は、職員給与費を除く公立保育園１１園の運

営経費で、嘱託医報酬２１４万５０００円、臨

時保育士等の賃金１億３４６０万５０００円、

給食材料費である賄材料費５５２１万６０００

円、７園の給食業務委託料２６６６万円、高田

あけぼの保育園のエアコン設置等に係る工事請

負費１１７７万２０００円などです。次の私立

保育所保育事業４４億８９８８万９０００円は、

市内の私立保育所４４園及び市外私立保育所へ

の保育負担金４４億８７８８万円と、私立保育

所に対する園児１人当たり年７２０円の保育料

収納事務委託料２００万９０００円です。次に

３つ飛びまして、障がい児保育事業７１７７万

円ですが、私立保育所において障害のある児童

を受け入れるに当たり、保育士の増員や、その

安全性が確保されるよう設備等を整備するため

に、保育所に対して補助を行うものです。次の

施設型給付事業３億２１４０万円は、幼稚園と

保育所の機能をあわせ持つ認定こども園の聖愛

幼稚園、平成３０年度から認定こども園となる

ひかり保育園及び私立松寿幼稚園の計３園に対

する給付費です。 

 ７１ページをお願いします。 

 説明欄１行目、地域型保育給付事業７９９９

万７０００円は、小規模保育事業所のありんこ

園、リス託児所、ひかわ保育園の３園と、事業

所内保育事業所のプチとまと、計４園への給付

費です。１つ飛びまして、実費徴収額補足給付

事業３３万円は、保育所や認定こども園におい

て市の定める保育料とは別に各施設事業者が実

費徴収できる費用について、生活保護世帯を対

象にその費用の一部を補助するものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金２８億７４９０万７０００円は、私立保育所

保育事業に対する国県支出金などで、また、そ

の他６億６１２６万８０００円は、保育所保育

料などです。 

 続きまして、項３・生活保護費、目１・生活

保護総務費で、２億７３６万円を計上いたして

おります。 

 説明欄の２つ目ですが、生活保護事業２４３

１万７０００円は、生活保護事業の適正実施の

ために必要な事務や調査、及び職員研修並びに

被保護者の就労準備支援等です。次の社会保障

生計調査事業７５万５０００円は、生活保護を

受給している世帯の生活を明らかにすることに

よって、生活保護基準の改定など生活保護制度

の企画運営に必要な資料を得ることを目的に実

施されるものです。 

 また、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金９３７万２０００円は、生活保護適正実施推

進事業や社会保障生活調査事業等に係る国庫支

出金です。 

 続きまして、目２・扶助費で、２９億６００

０万円を計上いたしております。前年度に比べ

６６３９万６０００円の増額となっております

が、生活保護受給世帯の増加によるものです。 

 生活保護費給付事業では、生活扶助や医療扶

助など８種類の扶助費を支給しており、内訳で

は、医療扶助費が最も多く１６億９０７０万９

０００円、生活扶助費が７億４６３４万３００

０円、住宅扶助費が３億２３６２万９０００円、

介護扶助費が８６１９万６０００円などです。

また、新規に、進学準備給付金１５０万円を計

上しています。これは、平成３０年４月からの
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制度改正により、生活保護世帯の子供の大学等

への進学を支援するため、自宅通学者には１０

万円、下宿通学者には３０万円の一時金を支給

するものです。 

 財源内訳の特定財源のうち、国県支出金２２

億７７０万円は、生活保護扶助費に係る国庫支

出金などで、また、その他２５７３万２０００

円は、生活保護費の返還金などです。 

 ７２ページ、上の段をお願いします。 

 項４・災害救助費、目１・災害救助費で、５

２２万４０００円を計上いたしております。 

 説明欄の職員手当と災害救助事業は、主に宮

城県石巻市への職員の長期派遣などに伴う職員

手当や、派遣のための旅費などです。地震災害

関連の住宅応急修理事業１９０万４０００円は、

３月補正にて同額を減額し平成３０年度当初予

算に組み替えを行った、応急修理業務の委託料

です。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、その他１

４４万６０００円は、石巻市からの災害派遣人

件費負担金です。 

 続きまして、款４・衛生費、項１・保健衛生

費、目１・保健衛生総務費で、１３億５９６８

万５０００円を計上いたしております。前年度

に比べ１４１６万９０００円の減となっており

ます。 

 説明欄の２つ目、不妊治療助成事業２００万

円は、体外受精または顕微受精による不妊治療

を受ける夫婦に対し、不妊治療費助成金を給付

することにより経済的負担の軽減を図り、安心

して子供を産み育てる環境づくりを推進するも

のです。次の妊産婦健康支援事業９３１３万１

０００円は、安心して出産、育児ができるよう、

母子健康手帳の交付や妊婦健康診査、保健指導

などを行うもので、１人当たり最大１４回の妊

婦健康診査の熊本県医師会への委託料９０４１

万３０００円が主なものです。次の養育医療給

付事業１０１６万６０００円は、母子保健法に

基づき、身体の発達が未熟なまま生まれた子供

が指定医療機関において入院治療を受ける場合

に、保険診療による入院医療費の自己負担分を

助成するものです。次の乳幼児健康支援事業２

１０６万２０００円は、母子の健康の保持増進

を目的に、生後４カ月までの全戸訪問事業、４

カ月児、７カ月児、１歳６カ月児、３歳児のそ

れぞれの健診、発達相談などを行っており、八

代市・郡医師会への委託料が主なものです。次

のこども医療費助成事業４億２９７６万９００

０円は、子供が安心して医療を受けることがで

きるように、０歳から中学３年生までの入院、

通院等にかかわる医療費を全額助成するもので

す。次に２つ飛びまして、千丁健康温泉センタ

ー管理運営事業３６８０万２０００円は、温泉

施設を活用した入浴、休憩及び健康づくりの場

の提供を行い、市民の健康増進と福祉の向上を

図るもので、燃料費９７５万３０００円、光熱

水費４８３万５０００円、温泉管理業務委託料

１６７３万７０００円などです。 

 ７３ページをお願いします。 

 説明欄の上から２つ目、健康増進事業１億６

２３万２０００円は、青壮年期からの健康づく

り及びがんなどの生活習慣病の早期発見、早期

治療を行うことにより、健康寿命を延ばし市民

の健康増進を図るもので、健康づくり講演会の

開催や、胃がん検診、肺がん・結核検診ほか各

種がん検診などを実施するもので、検診委託料

７９１６万３０００円が主なものです。次に１

つ飛びまして、フッ化物洗口事業３２５万５０

００円は、子供の虫歯の状態を改善し生活の質

の向上を図るため、県全体の取り組みとして保

育園、幼稚園、小中学校も対象に加え実施して

おり、フッ化物洗口液を用いてうがい等を行い、

歯のエナメル質を強化し虫歯の予防をするもの

です。次に健康づくり応援ポイント事業１３５

万８０００円は、新規事業で、市民の健康的な

生活習慣の確立を図り医療費適正化につなげる
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ため、特定健診やがん検診等の受診や健康講演

会などのイベントへの参加に対しポイントを付

与し、目標ポイント達成者に抽せんで地元特産

品などの報償品を贈呈するものです。次に１つ

飛びまして、簡易水道特別会計への繰出金１億

３１２８万５０００円は、八代、坂本、東陽、

泉地区の簡易水道施設の運営に係る不足分を繰

り出すものです。次の診療所特別会計への繰出

金３２９７万円は、椎原、下岳、泉歯科診療所

の運営に係る不足分を繰り出すものです。次の

水道事業会計への繰出金２６８万８０００円は、

企業債償還金の一部を繰り出すものです。次の

病院事業会計への繰出金１億８２０４万９００

０円は、事務従事医療職人件費や結核病床分の

補塡、外来診療棟リース料などに対し繰り出す

ものです。 

 なお、財源内訳の特定財源のうち、国県支出

金６５８７万８０００円は、こども医療費助成

事業や健康増進事業に対する県支出金などで、

また、その他２０４１万３０００円は、千丁健

康温泉センター入館料などです。 

 同項、目２・予防費では、３億２８７０万５

０００円を計上いたしております。 

 全額各種予防接種事業で、八代市・郡医師会

等への委託料３億２４１９万２０００円が主な

ものです。予防接種は、病気の発生及び集団で

の蔓延を防止するため、接種対象者等に接種の

努力義務が課される４種混合、麻疹風疹混合、

日本脳炎等のＡ類疾病予防接種と、個人の病気

の発病、重症化を防止する、６５歳以上の高齢

者に対するインフルエンザ及び高齢者肺炎球菌

などのＢ類疾病予防接種があります。 

 特定財源として、妊娠希望者への風疹予防接

種に対する県補助金４３万２０００円がありま

す。 

 以上で健康福祉部所管の民生費及び衛生費の

説明を終わります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（橋本徳一郎君） ７３ページ、健康づ

くり応援ポイント事業についてですけども、こ

ちらは台紙等の印刷っていうふうにされてるん

ですが、これはもうポイント付与ってのはその

台紙に基づいて、行われるっていうことになる

んでしょうか。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 健康推進課の

豊田でございます。 

 健康ポイントの台紙につきましては、紙の台

紙をつくりまして、それにポイントを押してい

ただくっていう形になります。申請と同時にポ

イント台紙をお配りしまして、それに約１年か

けてポイントを獲得していただくという事業に

なります。（委員橋本徳一郎君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（金子昌平君） ６９ページになりま

す。母子生活支援施設って、八代市に何施設ぐ

らいあるんで、――ある、あるんでしょうか。 

○こども未来課長補佐兼子育て支援係長（森田

克彦君） 母子生活支援施設につきましては、

八代市にはございませんが、県内には２カ所ご

ざいます。九州内には各県にございまして、九

州内には３６カ所設置してあるということにな

ります。（委員金子昌平君「わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） ６８ページ、障がい

者等見守り推進事業についてですけど、前回の

委員会で確認をとった事業だと思いますが、こ

ちらの分が、内容の説明でたしか講演会を聞い

てサポーターを認定登録するというものだった

と思うんですけど、実際に障害者と触れ合うよ
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うな機会を設けたりとかそういったものをす

る、実施するような予定はあるかどうか、ちょ

っと考えを聞かせていただけたらと思います。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（田中かおり君） 障がい者支援課、田

中です。よろしくお願いします。 

 サポーター登録していただいてサポーター活

動される際についてはですね、市のほうからボ

ランティア情報等を提供いたしまして、例え

ば、障がい者支援課で行っておりますいきいき

ふくしスポーツ大会等のボランティアに来てい

ただくとかですね、そういった福祉関係の情報

も出したいと思っておりますので、その中で障

害者の方と交流をお願いしたいと思います。

（委員橋本徳一郎君「はい、ありがとうござい

ます」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ありませんね。なけ

れば、これより採決いたします。 

 議案第５号・平成３０年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第６号・平成３０年度八代市国民健康保

険特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第６号・

平成３０年度八代市国民健康保険特別会計予算

を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 平成３０年度特別会計関係予算、国民健康保

険、後期高齢者医療、介護保険、診療所特別会

計予算の編成に当たりまして、健康福祉部長と

しての思いを、２つの特別会計に絞って申し上

げたいと思います。座らせていただきます。 

 まず１つ目が、国民健康保険特別会計です。

持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわた

り国民皆保険を堅持するため、国民健康保険法

の改正が行われ、平成３０年度からは、県と市

町村が共同して国民健康保険の運営を行うこと

となりました。大きな制度の転換期でありま

す。このような中、本市では、平成２７年度に

３.３億円の赤字に転落し、２９年度末では累

積赤字が８億円に達すると見込んでおります。

これらの対応としまして、１人当たり年額約７

１００円、７.５％の国保税率の改定を今議会

に提案しておりますが、提案せざるを得なくな

ったことを重く受けとめております。特定健診

等――特定健診、特定保健指導による生活習慣

病の発症や重症化予防等の医療費適正化の取り

組み、また、収入の安定的確保の取り組みとし

ては、税負担の公平性の面からも徴収の強化を

図りながら、国保財政の安定運営に向け地道に

粘り強く取り組んでいきます。 

 次に、介護保険特別会計です。今般、第７期

介護保険事業計画を策定いたしました。この計

画は平成３０年度から３２年度までの３年間の

計画ですが、この中で、介護保険給付費を見込

み、その額から公費や第２号被保険者の保険料

で賄う金額を差し引いた残りの部分を、６５歳

以上の第１号被保険者の保険料で負担すること

になりますが、保険料の基準額は年額７万８０

００円となり、第６期に比べ１２％の増となり

ました。今後とも、介護給付費の伸びの抑制や

保険料の徴収強化に努め、介護保険の健全な財
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政運営に努めていきます。 

 これで平成３０年度特別会計関係予算の部長

総括を終わります。 

 それでは、議案第６号・平成３０年度八代市

国民健康保険特別会計予算につきまして、岩瀬

国保ねんきん課長から説明いたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課の岩瀬でございます。よろしくお願いい

たします。それでは、座って説明させていただ

きます。 

 別冊となっております、平成３０年度八代市

特別会計予算書の５ページをお願いいたしま

す。議案第６号・平成３０年度八代市国民健康

保険特別会計予算でございます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳

出それぞれ１７８億１２８７万４０００円とい

たしております。 

 第２条で、債務負担行為の設定を行っており

ます。その内容は８ページになりますが、第２

表、債務負担行為でございます。平成３１年度

の納税通知書等の印刷、封入封緘等業務委託に

ついて、平成３０年度中に業者の選定、契約を

する必要がありますので、記載のとおりの期間

と限度額を設定しております。 

 １１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

歳入歳出合計の比較の欄に示しておりますよう

に、前年度比３０億４６８０万２０００円、約

１４.６％の減となっております。今回の予算

は、国保の都道府県化により大幅に予算項目が

変更となっており、また、予算規模自体縮小し

ているのが特徴でございます。 

 増減の主なものでございますが、右側の比較

の欄で、款１・国民健康保険税で１億２２８３

万２０００円の減、款３・県支出金で１１９億

４８５６万３０００円の増、２つ飛びまして、

国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者

交付金、共同事業交付金を廃止しております。 

 １２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、中ほどの比較の欄で、

款２・保険給付費で１億６７０９万円の増、款

３・国民健康保険事業費納付金で４８億７８０

５万２０００円が新設、款４・共同事業拠出金

で５１億６６０万１０００円の減、３つ飛びま

して、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、

老人保健拠出金、介護納付金を廃止しておりま

す。 

 それでは、内容につきまして、歳出から主な

ものについて説明いたします。２０ページをお

願いいたします。 

 まず、款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費では、２億７０１万４０００円

を計上しております。 

 説明欄の、職員１９人分の人件費１億４１５

９万８０００円や、国民健康保険事務事業とし

て、被保険者証及び納付書の発行、レセプト点

検などに要する費用６５４１万６０００円でご

ざいます。 

 次に、目２・連合会負担金の５８５万５００

０円は、国民健康保険団体連合会の共同事務に

対する負担金でございます。 

 次に、項２、目１・運営協議会費の３９万円

は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項

を御審議いただく、国民健康保険運営協議会の

委員報酬などでございます。 

 ２１ページの款２・保険給付費、項１・療養

諸費でございます。目１から目４までは、一般

被保険者及び退職被保険者それぞれの、医療機

関での受診に係る医療費に対して保険者が負担

するもので、目１・一般被保険者療養給付費１

０６億８３７８万３０００円と目２・退職被保

険者等療養給付費６６３２万３０００円は、医

療機関の窓口での自己負担額を医療費から差し

引いた額で、保険者が負担すべき費用でござい

ます。 
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 なお、退職被保険者とは、６５歳未満の国保

加入者で、主に加入期間が２０年以上の老齢厚

生年金等の受給権者及びその家族が対象となり

ます。平成２７年度から一部遡及適用分を除き

新規適用がなくなりましたため、対象者数は毎

年減少しております。 

 目３・一般被保険者療養費の９５６０万８０

００円と目４・退職被保険者等療養費７３万６

０００円は、医師の同意を受けた鍼灸施術やコ

ルセットなどの治療用装具を購入した際など、

一旦１０割を支払った後に被保険者へ現金給付

するものでございます。 

 目５・審査支払手数料の３４２１万５０００

円は、医療機関等からの診療報酬明細書、いわ

ゆるレセプトの審査と支払いに係る手数料で、

約６５万件を見込んでおります。 

 これらを合わせまして、計の欄、１０８億８

０６６万５０００円を計上しております。 

 項２・高額療養費、目１・一般被保険者高額

療養費１５億７２１７万９０００円と、目２・

退職被保険者等高額療養費１２６６万２０００

円は、自己負担額が高額となった場合、限度額

を超えた分を支給するものでございます。 

 目３・一般被保険者高額介護合算療養費６６

万３０００円と、２２ページをお願いいたしま

して、目４・退職被保険者等高額介護合算療養

費１万円は、医療保険と介護保険の自己負担の

１年間の合計額が基準額を超える場合、被保険

者の負担を軽減するために支給するものでござ

います。 

 項３・移送費、目１・一般被保険者移送費１

００万円と目２・退職被保険者等移送費１００

０円は、緊急その他やむを得なかったことによ

り病院に移送されたときなど、保険者が必要で

あると認める場合に限り支給するものでござい

ます。 

 項４・出産育児諸費、目１・出産育児一時金

では、６７２０万円を計上しております。国保

加入者が出産されたとき、子供１人につき４０

万４０００円、産科医療補償制度加入機関での

出産の場合は４２万円を支給するもので、１６

０件分を見込んでおります。 

 次の２３ページの項５・葬祭諸費は、葬祭費

の支給に関する費用として４３５万円を計上し

ております。国保加入者が亡くなられたとき、

その葬儀を行った方に対して１件当たり２万円

を支給するものでございまして、２１０件分を

見込んでおります。なお、支給額につきまして

は、現行の３万円から、国保の都道府県化によ

り、県下２万円に統一されるところでございま

す。 

 次に、款３・国民健康保険事業費納付金、項

１・医療給付費分、目１・一般被保険者医療給

付費分で３５億１４８万７０００円、目２・退

職被保険者等医療給付費分で１５７９万円を、

項２・後期高齢者支援金等分、目１・一般被保

険者後期高齢者支援金等分で９億５７９４万９

０００円、２４ページをお願いいたします、目

２・退職被保険者等後期高齢者支援金等分で４

３２万円を、項３、目１・介護納付金分で３億

９８５０万６０００円を計上しております。こ

れは、国保の都道府県化による新たな項目で、

県が県全体の保険給付費を推計し、各市町村の

医療費水準、所得水準などから決定した納付金

でございます。 

 次に、款４、項１・共同事業拠出金、目１・

その他の共同事業費拠出金８０万５０００円

は、国保連合会が事務局となって共同で行う、

テレビ・ラジオＣＭ、広報事業などへの拠出金

等でございます。 

 なお、下段の高額医療費共同事業医療費拠出

金と、２５ページ上段の保険財政共同安定化事

業拠出金は、これまで国保連合会が実施する事

業への拠出金でございましたが、これも今回の

国保の都道府県化により事業が廃止されたこと

によりまして、大幅な減となったものでござい
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ます。 

 続きまして、次の款５、項１・保健事業費、

目１・疾病予防費では、５９３５万２０００円

を計上しております。 

 内訳でございますが、右側の説明欄のとお

り、医療費適正化推進事業として、レセプト点

検の充実強化やジェネリック医薬品の使用促進

など、国保ねんきん課分で５７２万３０００

円、特定健診未受診者対策として管理栄養士２

名分の賃金のほか、糖尿病重症化予防教室にお

けるアルブミン尿検査や、専門医、連携医との

保健指導の連携会議等、健康推進課分で７７０

万円を計上しております。また、国保保健指導

事業としまして、重複・頻回受診解消のために

訪問指導を行う保健師１名に係る経費等で２２

９万１０００円を計上しております。次に疾病

予防事業では、人間ドック情報提供事業、国保

連合会共同電算委託料、はり・きゅう等助成事

業、新年度から新たに再編しました人間ドッ

ク・脳ドック助成事業など、４３６３万８００

０円を計上しております。 

 ２６ページをお願いします。 

 項２、目１・特定健康診査等事業費では、９

９３１万８０００円を計上しております。 

 事業の内訳は、右側の説明欄のとおり、特定

健診事業で８４０７万１０００円、特定保健指

導事業で１５２４万７０００円でございます。

この特定健診事業は、４０歳以上の国保加入者

を対象に、メタボリックシンドロームに着目し

た健康診査、特定保健指導事業は、特定健診の

結果生活習慣の改善が必要な対象者に、保健指

導を行う事業でございます。節の区分のうち主

なものとしまして、節１３・委託料９０２７万

７０００円は、特定健診事業における健診委託

料や、特定保健指導事業における動機づけ支

援、積極的支援業務委託などでございます。平

成３０年度の特定健診につきましては、受診者

９６００人、受診率４０％を目標としておりま

す。平成２８度から始めたワンコイン特定健診

について周知啓発を強化し、受診率向上を目指

してまいります。 

 次の、款６・諸支出金、項１・償還金及び還

付加算金のうち、目２・一般被保険者還付加算

金１３０９万３０００円及び目３・退職被保険

者等還付加算金２２万９０００円は、社会保険

加入や転出等により国保の資格が喪失した場合

など、納め過ぎの国保税をお返しする還付金と

加算金でございます。 

 次に２７ページ上段、款７、項１、目１・予

備費では、１０００万円を計上しております。 

 中段以降の、後期高齢者支援金、前期高齢者

納付金、２８ページに移りまして、老人保健拠

出金、介護納付金などの社会保険診療報酬支払

基金に支払う科目は、国保の都道府県化に伴い

県が直接支払うこととなったため、廃止となっ

たものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。恐れ入りま

すが、予算書の１３ページにお戻りください。 

 款１、項１・国民健康保険税でございます

が、目１・一般被保険者国民健康保険税３５億

２３６２万円、目２・退職被保険者等国民健康

保険税２０４９万３０００円を計上しておりま

す。それぞれ、節区分の１から３までは現年課

税分、４から６までは滞納繰越分でございま

す。 

 １４ページをお願いします。 

 国民健康保険税の合計としましては、計の

欄、３５億４４１１万３０００円としておりま

す。平成３０年度からは、国保の都道府県化に

より県への納付金の納付を賄う財源となるもの

でございます。平成２９年度当初予算と比較し

ますと、１億２２８３万２０００円の減少とな

っておりますが、これは、平成２９年度当初予

算の折、赤字対策のため、累積する滞納繰越分

のうち約４億３０００万円の調整によるもの

で、実際にはその分を差し引きますと約３億円
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の増額となります。 

 次の款２・使用料及び手数料、項１・手数

料、目１・督促手数料は、３００万円を予定し

ております。 

 １５ページの款３・県支出金、項１・県負担

金・補助金、目１・保険給付費等交付金では、

１２８億４００８万４０００円を計上しており

ます。これも、国保の都道府県化により新設さ

れた項目でございます。 

 内訳としましては、節１・普通交付金が１２

４億２２１４万９０００円、節２・特別交付金

が４億１７９３万５０００円でございます。普

通交付金は、主に保険給付費に係る全額交付

分、特別交付金は、これまでの国県特別調整交

付金と同様のものや、保険者努力支援などへの

交付金でございます。 

 次に、中段の、項や目の番号が丸印のもの

は、都道府県化により廃止となるものでござい

ます。 

 １６ページをお願いします。 

 款４・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

は、１３億９５３７万８０００円を計上してお

ります。 

 内訳は節のとおり、節１・職員給与費等繰入

金２億１４０６万４０００円は、人件費や、被

保険者証の発行、郵送等に要する費用として、

節２・出産育児繰入金４４８０万円は、出産育

児一時金の３分の２相当額として、節３・保険

基盤安定繰入金９億１０５５万７０００円は、

一般被保険者の低所得世帯における保険税軽減

分に係る財源補塡分として、節４・財政安定化

支援事業繰入金２億１５１４万１０００円は、

低所得世帯や病床数が多いなど、地域の特性に

よる国保財政負担の増加に対する支援分とし

て、それぞれ繰り入れるものでございます。ま

た、今回新規の節５・その他一般会計繰入金１

０８１万６０００円は、平成２９年度のこども

医療費助成事業に係る国庫支出金削減影響に伴

う補塡分として繰り入れるものでございます。 

 次に、款５・諸収入、項１・延滞金加算金及

び過料、目１・一般被保険者延滞金３００万円

及び目２・退職被保険者等延滞金１０００円

は、国保税の滞納に対する延滞金でございま

す。 

 １７ページ下段の項３・雑入、目１・一般被

保険者第三者納付金２７２８万７０００円、目

２・退職被保険者等第三者納付金６０００円

は、国保加入者が交通事故等で第三者行為の被

害者となられた場合、治療のため一時的に国保

を使用された分について、加害者からの徴収額

でございます。 

 なお、次の１８、１９ページの国庫支出金ほ

かは、都道府県化により廃止されるものでござ

います。 

 以上が歳入の主なものでございます。 

 平成３０年４月からの国保都道府県化により

まして、今回の予算のとおり、県が、市町村ご

とに保険給付費の見込みを立てて、医療費水準

や所得水準を考慮して納付金の額を決定し、そ

の納付金を納めるための標準保険料率を提示い

たします。各市町村は、標準保険料率を参考に

国保税率を決定して被保険者から国保税を徴収

し、納付金として県に納める一方で、保険給付

などに必要な費用は県から全市町村に全額交付

されます。 

 このように財政運営の仕組みが大きく変わる

ため、予算項目の新設、削除、また、予算額の

大幅な増加、減少がございますが、将来にわた

って持続可能な国保制度を維持するため、本市

にとりましては財政再建が喫緊の課題でござい

ますので、税収の確保を図りながら、医療費適

正化による医療費総額の抑制に取り組んでいく

ところでございます。 

 以上、議案第６号・平成３０年度八代市国民

健康保険特別会計予算の説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） まず、歳出の部分で

すが２６ページの特定健診の費用ですけども、

約１０００万円下がってるってのは、受診対象

者が減ってるということで理解してよろしいで

しょうか。 

○健康推進課副主幹兼第三保健予防係長（稲本

京子君） 第三保健予防係の稲本です。よろし

くお願いします。 

 ２８年度につきましては、受診率、その当時

の人口の４０％ということで、１万５００人を

予算化いたしましたけれども、実績からいたし

まして、２９年度は対象者数も減少したという

ことで、今回は先ほどの９６００人の予算分と

いうことで、減になった分予算のほうも減少し

ております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 橋本委員、よろしい

ですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、わかりまし

た。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 確認してよろしいです

か。今の特定健診の受診率と近年の動向という

のはどのようになってますか。 

○健康推進課副主幹兼第三保健予防係長（稲本

京子君） 受診率のほうは、近年、２６年度が

３２.８、２７年度が３３.５と、微増ですけれ

ども少しずつそういう傾向にありましたが、２

８年度、ワンコイン特定健診を始めまして、増

加を見込んでたところなんですけども、熊本地

震の影響もありまして、中止とか変更をした経

過もありまして、３２.１でとどまっておりま

す。２９年度におきましては、２８年度法定報

告時の受診者数より６００人程度ふえる見込み

となっております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにござい

ませんか。 

○委員（橋本幸一君） 今回、国保が値上げさ

れるということで、結局、運営協議会での方向

性っていうのが一番大きかったかと思いますが、

その運営協議会での、内容っていいますか、ど

のような指摘等も含めてあったのか、その辺を

お知らせ願いたいと思います。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 運営協議

会にこの件をですね、御説明いたしまして、お

おむねですね、――おおむねといいますか、大

きな観点から申しましてやむを得ないんではな

いかというふうな御認識があったかというふう

に受け取っております。まあ、一部御意見とし

ましては、もう少し早く手が打てなかったのだ

ろうかといったような御意見もございました。 

○委員（橋本幸一君） まあ皆さん、やむを得

ない状況の中で値上げは認めざるを得ないとい

う、そういうことでよろしいですか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） はい。お

おむねそういった御認識が、運営協議会の中で

はあったかというふうに存じております。 

○委員（橋本幸一君） わかりました。 

 もう一つよろしいですか。先ほど、保険者努

力か何か説明の中にあったですけど。説明の中

で、――ああ、特別交付金だったですね。特別

交付金の中では、保険者努力による交付金とい

うこと、具体的にどういうことを指してんです

か。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 保険者努

力支援制度と申しますのは、本格的には平成３

０年度から開始されるものでございます。実際

はですね、前倒しされておりまして、２９年度

でも一部運用されてはおります。保険者が努力

することを促すような、保険者へのインセンテ

ィブを図るような制度でございまして、また、
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例えますと、収納率が向上したときにはポイン

トを上げることができて、そのポイントに応じ

て交付金が配分されるといったようなポイント

制度でございまして、その中には、ただいま申

しました収納率でありますとか、特定健診の受

診率、こういったものが、さまざまな、かなり

たくさんの項目が設けられておりまして、それ

ぞれのポイントをとっていってそのポイントに

応じて交付金が配分されるというふうな仕組み

でございます。（委員橋本幸一君「はい、結構

です、はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 関連して。運営協議

会での説明の際にですね、国の意向、できるだ

け負担金が激変しないような形で抑えるような

っていう指導も出てましたので、そういった部

分を説明された上での決定だったということで

すか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） この後、

保険税の税率改定の条例改正案件を上程してお

りますので、その中で詳しく御説明できるかと

思いますが、都道府県化に際しての制度、激変

緩和等々ですね、そういったことも説明の中に

は含めて、御理解いただいたというところでご

ざいます。（委員橋本徳一郎君「はい、ありが

とうございます」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本幸一君） 結局、特定健診の率に、

今回４０％目標ということですが、まだまだ非

常にハードルが高いなって今思いがしておりま

す。それと、先ほどございましたが、今度、保

険者努力という、そういうことで交付金も影響

してくるというようなことでございますんで、

その辺も含めて、ぜひ収納率、特定健診率も向

上、上げていただくように、お願いいたしたい

と思います。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 一般質問でもちょっ

と要望も述べさしてもらいましたけども、今回

の分、私、個人的にはまあいたし方ないとは思

えないところがあってですね、どういう形にし

てもその負担金をできるだけ下げていただくと

いうような努力を今後引き続きしていただきた

いと思います。あわせて、収納率の部分をです

ね、上げるっていうことも含めて、お願いした

いと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第６号・平成３０年度八代市国民健康保

険特別会計予算については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手多数と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後２時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１９分 本会） 

◎議案第７号・平成３０年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７号・平成３０年度八代市後期

高齢者医療特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第７号につきましては、国保ねんきん課
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の岩瀬課長から説明いたします。よろしくお願

いします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 引き続

き、よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 

 それでは、平成３０年度八代市特別会計予算

書の３９ページをお願いいたします。議案第７

号・平成３０年度八代市後期高齢者医療特別会

計予算でございます。 

 予算の説明の前に、後期高齢者医療制度につ

いて簡単に触れたいと思います。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方と６

５歳から７４歳までの一定の障害を持つ方を対

象とした医療保険制度で、県内全ての市町村が

加入します熊本県後期高齢者医療広域連合が運

営主体となり、被保険者の認定や保険料の決

定、医療の給付など、制度の運営を行います。

一方市町村におきましては、住所変更や給付申

請など各種受付窓口となり、被保険者証の引き

渡しや保険料の徴収などの業務を行います。 

 なお、後期高齢者医療制度の財政運営は、原

則として国や県、市町村が負担する公費、これ

が約５割、国民健康保険や被用者保険など現役

世代からの支援金、これが約４割、被保険者の

方から納めていただく保険料が約１割で運営さ

れております。 

 それでは、予算書３９ページに戻りまして、

第１条でございますが、歳入歳出予算総額を、

それぞれ１７億６１６３万５０００円といたし

ております。 

 ４５ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でございますが、

歳入歳出合計の比較の欄に示しておりますよう

に、４７０９万９０００円、率にして２.７％

の増額となっております。 

 増減の主な内容でございますが、上段の歳

入、一番右の列、比較欄をごらんください。款

１・後期高齢者医療保険料で３２００万円の増

額、これは、被保険者数の増加及び保険料の軽

減特例の見直し等によるものでございます。な

お、平成２９年１２月末現在の被保険者数は２

万２６２０人となっており、後期高齢者医療制

度が開始された平成２０年度と比較しまして、

約２９００人ほど増加しております。次に２つ

飛ばしまして、款４・広域連合支出金ですが、

新規事業分で２３１万５０００円の増、款５・

繰入金で５３１万５０００円の増、１つ飛ばし

まして、款７・諸収入で６８２万１０００円の

増額となっております。 

 次に、下段の歳出につきましては、表の中ほ

どにあります比較の欄で、款２・後期高齢者医

療広域連合納付金で３６４３万６０００円の

増、款３・保健事業費は７１９万６０００円の

増、款４・諸支出金は２７７万８０００円の増

でございます。 

 それでは、内容につきまして、主なものを歳

出のほうから御説明いたします。５０ペ－ジを

お願いいたします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費６１５５万３０００円でございます

が、主に広域連合への派遣職員２名を含む職員

８名分の人件費のほか、被保険者の資格に関す

る届け出の受付や被保険者証送付に係る郵便料

など、被保険者証の交付に要する費用でござい

ます。 

 次に下の表、項２、目１・徴収費８９８万６

０００円でございますが、こちらは保険料の収

納事務に要する費用で、主に臨時職員の賃金

や、納付書、封筒などの印刷製本費及び郵便料

でございます。 

 次の５１ページ、款２、項１・後期高齢者医

療広域連合納付金、目１・被保険者保険料納付

金１１億２８７０万１０００円は、被保険者か

らお預かりした保険料を広域連合へ納付するも

のでございます。 

 次に、目２・保険基盤安定分担金５億２５３
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５万６０００円は、保険料軽減分を補塡するも

ので、県が４分の３、市が４分の１をそれぞれ

負担し、広域連合へ納付いたします。 

 次に、款３・保健事業費、項１、目１・健康

保持増進事業費３０９６万１０００円ですが、

説明欄の国保ねんきん課分は１１４１万１００

０円で、はり・きゅう等助成事業及び新規事業

であります保健指導事業でございます。また、

健康推進課分は１９５５万円で、広域連合から

の受託事業として実施します高齢者健診及び歯

科口腔健診に係る委託料等でございます。 

 ５２ページをお願いします。 

 款４・諸支出金、項１・償還金及び還付加算

金は、保険料の過誤納に伴います還付金及び還

付加算金でございまして、合わせて５０７万８

０００円でございます。 

 以上が歳出の説明でございます。 

 続きまして、歳入でございます。恐れ入りま

すが、４６ページをお願いします。 

 まず、款１、項１・後期高齢者医療保険料で

ございますが、年金からの差し引きにより保険

料を納めていただく特別徴収保険料が７億６８

２０万円、納付書または口座振替により保険料

を納めていただく普通徴収保険料が３億６０５

０万円、合計で１１億２８７０万円でございま

す。 

 １つ飛ばしまして、款３・国庫支出金、項

１・国庫補助金６４万８０００円でございま

す。これは、国の法改正に伴い、本市の総合行

政システムの改修に係る費用の全額を補助金と

して受け入れるもので、平成３０年度のみの事

業でございます。 

 次に４７ページの、款４・広域連合支出金２

３１万５０００円は、新規事業としまして、被

保険者の適正受診や生活習慣病の重症化予防等

を図るための訪問指導事業に係る経費の全額

を、広域連合から受け入れるものでございま

す。 

 次に、款５・繰入金、項１・一般会計繰入金

でございますが、まず目１・事務費繰入金７６

３９万７０００円は、職員の人件費や保険料の

徴収などに要する費用を一般会計から繰り入れ

るもの、目２・保険基盤安定繰入金５億２５３

５万６０００円は、広域連合へ支出する保険基

盤安定負担金について一般会計から繰り入れる

もので、負担金の増により４４３万６０００円

の増額となっております。 

 ４８ページをお願いします。 

 中ほどの款７・諸収入、項２・償還金及び還

付加算金で、目１・保険料還付金４９４万９０

００円と目２・還付加算金１２万９０００円

は、保険料の過誤納付に伴う還付金と還付加算

金の全額を広域連合から受け入れるものでござ

います。 

 飛びまして、４９ページの項４・受託事業収

入、目１・後期高齢者医療広域連合受託事業収

入２１９０万９０００円は、高齢者健診や歯科

口腔健診に対する広域連合からの委託料でござ

います。 

 以上で議案第７号・平成３０年度八代市後期

高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、新規事業

のほうで、今言われたところがあったんです

が、生活習慣予防と重症化予防訪問指導事業っ

ていうことなんですけれども、こちらの内容に

ついてちょっとお話聞きたいんですけど。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 事業の内

容といたしましては、国保のほうで今重複・頻

回受診をやっておりますが、それと同様のこと

を後期高齢者に対しても行うというふうなこと

でございます。同じ症状でいろんな病院をたく

さん受診しておられる重複受診者でありますと

か、月に何回も受診される頻回受診者、こうい
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った方に対しまして、家庭に訪問しまして、適

正な医療受診を行っていただくというふうな指

導を行う内容でございます。これまで後期高齢

者にはこういった事業ございませんでしたの

で、後期高齢者に対しても行うと。予算につき

ましても、全額１０分の１０補助していただく

ということで、予算に盛り込んだところでござ

います。 

○委員（野﨑伸也君） ちょっと、事業名と今

の内容が余りちょっと、ギャップがあるかなっ

ていうのを思ってですね、はい、わかりまし

た、はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７号・平成３０年度八代市後期高齢者

医療特別会計予算については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手多数と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第８号・平成３０年度八代市介護保険特

別会計予算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第８号・

平成３０年度八代市介護保険特別会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第８号につきまして、長寿支援課の秋田

課長から説明いたします。よろしくお願いしま

す。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 長寿支

援課、秋田でございます。よろしくお願いしま

す。では、座りまして説明をさせていただきま

す。 

 平成３０年度八代市特別会計予算書の６３ペ

ージをお願いいたします。議案第８号・平成３

０年度八代市介護保険特別会計予算でございま

す。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額は、それぞれ

１４５億８８１４万３０００円と定めておりま

す。 

 次に第２条で、地方自治法第２１４条の規定

により、債務負担行為を定めております。その

内容は６５ページをお願いします。６５ページ

の第２表、債務負担行為におきまして、現在再

リース中の介護認定支援システムについて、サ

ーバー等機器の保守期間が終了することから入

れかえる必要が生じましたので、介護認定支援

システムリース経費について、平成３１年度か

ら３５年度までの５年間の限度額を２６４６万

６０００円といたしております。 

 それでは戻りまして、６４ページをお願いし

ます。 

 第１表、歳入歳出予算について、まず歳入か

ら、その主なものを御説明いたします。款１・

保険料は、６５歳以上の第１号被保険者の保険

料として、２７億６７１５万４０００円です。

２つ飛びまして、款４・支払基金交付金は、４

０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の保険料

に相当するもので、３７億８３４２万円です。

款５・国庫支出金の３８億３７１７万６０００

円と、款６・県支出金の２０億５８７万４００

０円は、介護給付費などに対する国、県の負担

分です。１つ飛びまして、款８・一般会計繰入

金は、介護給付費などに対する市の負担分及び

職員の人件費や一般的な事務費など２１億９２

８０万８０００円です。以上、歳入合計は１４

５億８８１４万３０００円です。 



 

－44－ 

 ６５ページをお願いします。 

 歳出の主なものを御説明いたします。款１・

総務費は、項１・総務管理費の２億１０２５万

円や、項３・介護認定費の１億５３６１万７０

００円で、款１の合計は、３つ上になります

が、３億７２０３万円です。次の款２・保険給

付費は、介護給付費１３６億５３００万円で

す。次の款３・地域支援事業費は、項１・介護

予防・日常生活支援総合事業費の３億５９６６

万７０００円と、項２・包括的支援事業・任意

事業費の２億１５１万円で、款３の合計は、２

つ上の５億６１１７万７０００円です。以上、

歳出合計１４５億８８１４万３０００円となっ

ております。 

 それでは、歳入歳出の内容につきまして、介

護保険特別会計予算に関する説明書で御説明い

たします。 

 先に歳出から御説明させていただきます。７

７ページをお願いします。 

 この表の本年度予算額の財源内訳にございま

す繰入金とは、一般会計繰入金のことです。ま

た事業収入は、一般会計でいいます一般財源に

相当するもので、具体的には、第１号被保険者

保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数

料、支払基金交付金、財産収入、繰越金、諸収

入に当たります。 

 それでは、主なものについて御説明させてい

ただきます。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費の２億１０２５万円の主なものは、一

般職２９人分の人件費１億９９１２万１０００

円のほか、窓あき封筒などの印刷や事務機器等

に係る経費を計上する各種の一般事務事業、あ

るいは介護保険事業所等指導事業があります。 

 項２・徴収費、目１・賦課徴収費の８１６万

３０００円は、保険料の賦課及び徴収に要する

経費で、主なものは、納付書の郵送などに要し

ます、節１２・役務費の５１７万７０００円で

す。 

 ７８ページをお願いします。 

 項３・介護認定費、目１・介護認定審査会費

２６０７万３０００円は、要介護認定申請１万

５９４件について、介護認定審査会３１２回開

催する経費になります。 

 次に、目２・認定調査費１億２７５４万４０

００円は、認定調査員の賃金や主治医意見書作

成手数料、介護認定審査会の資料作成及び郵送

等の経費です。前年度と比べますと１５２５万

円の増となっておりますが、その理由は、先ほ

ど債務負担行為で御説明いたしました、介護認

定支援システムの更新に係る導入経費１５８５

万５０００円が主なものです。 

 款１・総務費の財源内訳の多くは、一般会計

からルール分としていただく、繰り入れる繰入

金になっております。 

 ７９ページをお願いします。 

 款２・保険給付費、項１・保険給付費、目

１・介護サービス給付費の１２４億５９００万

円は、要介護１から５までの認定を受けた方の

給付費で、主なものは、居宅介護サービス給付

事業５７億４６００万円、施設介護サービス給

付事業３７億９０００万円、地域密着型サービ

ス給付事業２２億６３００万円でございます。

前年度と比べますと、目の計は６３００万円の

増となっております。その主な理由は、地域密

着型サービス給付事業で６５００万円の増を見

込んでいることが主なものです。 

 次に、目２・介護予防サービス給付費は、要

支援１、２の認定のある方への給付で、３億２

３１０万円です。主な事業には、介護予防サー

ビス給付事業２億５７２０万円があります。 

 次に、目の３・高額介護サービス費の３億１

０００万円は、要介護認定のある方の介護サー

ビス利用月の自己負担が一定の金額を超えた場

合、申請により超過分をお返しするものです。

前年度に比べ２０００万円の増となっておりま
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すのは、制度改正に伴い、平成３０年８月から

一定所得以上ある方の負担が３割になる影響分

です。 

 ４つ飛びまして一番下の段、目８・特定入所

者介護サービス費の５億５００万円は、低所得

で一定要件を満たす方の施設利用負担について

限度額を設け、これを超える部分を介護保険か

ら補足的に施設へ給付するものです。 

 ８０ページをお願いします。 

 項１・保険給付費の財源内訳、国県支出金の

５５億８９００万円余りは、国庫支出金で施設

系１５％、その他２０％、調整交付金８.４

４％と、県支出金で施設系１７.５％、その他

１２.５％の合計でございます。繰入金の１７

億４０００万円余りは、ルール分としての一般

会計繰入金１２.５％分、事業収入の６３億２

０００万円余りは、第２号被保険者保険料に当

たる支払基金交付金の２７％分と第１号被保険

者保険料の合計となります。 

 次に、款３・地域支援事業費、項１・介護予

防・日常生活支援総合事業費、目１・介護予

防・生活支援サービス事業費の３億２８７５万

４０００円は、現行サービス相当及び新しい総

合事業のサービスの給付です。主なものとし

て、通所型サービス事業２億２６３３万４００

０円や介護予防支援事業３０８３万４０００円

があります。 

 次に、目の２・一般介護予防事業費の３０９

１万３０００円は、全ての高齢者に対しできる

だけ健康な状態を維持できるよう予防的事業を

行うもので、主なものとして、地域介護予防活

動支援事業２７０６万４０００円があります。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 項１・介護予防・日常生活支援総合事業費の

財源内訳、国県支出金の１億３４００万円余り

は、国２５％と県１２.５％の合計です。繰入

金の４４００万円余りは、ルール分としての一

般会計繰入金１２.５％、事業収入の１億７９

００万円余りは、支払基金交付金２７％と第１

号被保険者保険料の合計となります。 

 次に下の表、項２・包括的支援事業・任意事

業費、目１・包括的支援事業費の１億６０４８

万１０００円の主なものは、地域包括支援セン

ター運営委託事業１億３５２１万９０００円

や、生活支援サービス体制整備事業１３０７万

１０００円があります。 

 ８２ページをお願いします。 

 目２・任意事業費の４１０２万９０００円の

主なものは、生活支援事業３２３６万５０００

円で、食の自立支援や安心相談確保などを行っ

ております。 

 項２・包括的支援事業・任意事業費の財源内

訳、国県支出金の１億１６００万円余りは、国

３８.５％と県１９.２５％の合計です。繰入金

の３８００万円余りは、ルール分としての一般

会計繰入金１９.２５％です。事業収入の４６

００万円余りは、第１号被保険者保険料２３％

になります。 

 次の表、款４・基金積立金の１２万２０００

円は、平成３０年１２月までの基金運用益を基

金に積み立てるものです。 

 次に下の表、款５・諸支出金、項１・償還金

及び還付加算金の１８１万４０００円は、介護

保険料の過年度分の還付を行うものです。 

 歳出の御説明は以上になります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしま

す。前後いたしますが、７０ページをお願いい

たします。 

 なお、少額なもの及び重複する部分につきま

しては、説明を省略させていただきます。 

 款１・保険料、項１・介護保険料、目１・第

１号被保険者保険料は、２７億６７１５万４０

００円あります。 

 内訳としまして、節１・現年度分特別徴収保

険料２５億３７３９万４０００円は、年金から

源泉徴収されるものです。節の２・現年度分普
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通徴収保険料２億２０６４万４０００円は、納

付書や口座振替にて納付いただくものです。節

３・滞納繰越分保険料９１１万６０００円は、

主に過去２年間の滞納分です。 

 ７１ページをお願いします。 

 真ん中の表、款４・支払基金交付金、項１・

支払基金交付金、目１・介護給付費交付金３６

億８６３１万円は、４０歳以上６５歳未満の第

２号被保険者保険料に相当するもので、歳出の

款２・保険給付費の２７％です。前年度と比べ

１億１６０９万円減少した理由は、制度改正に

伴い負担割合が２８％から２７％へ１％下がっ

たことが主なものです。 

 目２・地域支援事業支援交付金の９７１１万

円は、歳出の款３の項１・介護予防・日常生活

支援総合事業費の２７％になります。 

 下の表、款５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給付費負担金の２５億１５１０

万円は、歳出の款２・保険給付費の施設系１

５％、その他２０％を、国がルール分として負

担するものです。 

 ７２ページをお願いします。 

 項の２・国庫補助金、目１・調整交付金の１

１億７０２９万４０００円は、歳出の款２・保

険給付費及び款３・地域支援事業費の８.４

４％を計上しております。このうち３.４４％

が上乗せ分となります。 

 この上乗せ分とは、７５歳以上の比率が高い

ことによる給付の増や、被保険者の所得水準が

低いことによる保険料収入の減について、国が

財政調整を行い、市町村間の財政力の差の解消

を図るものでございます。 

 ２つ飛びまして、目４・介護保険特別補助金

２２６万８０００円は、制度改正に伴う電算シ

ステム改修に要する経費の２分の１です。 

 次に下の表、款６・県支出金、項１・県負担

金、目１・介護給付費負担金の１９億２２１２

万４０００円は、歳出の款２・保険給付費のう

ち施設系１７.５％、その他１２.５％を、県が

ルール分として負担するものでございます。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 一番下の表になります。款８・繰入金、項

１・一般会計繰入金、目１・一般会計繰入金の

２１億９２８０万８０００円は、全て市が負担

すべきルール分を計上したものです。 

 節１・介護給付費繰入金１７億６６２万４０

００円は、歳出の款２・保険給付費の１２.

５％です。 

 ７４ページをお願いします。 

 節２・地域支援事業繰入金（介護予防・日常

生活支援総合事業）４４９５万９０００円は、

歳出の款３の項１・介護予防・日常生活支援総

合事業費の１２.５％です。節３・地域支援事

業繰入金（包括的支援事業・任意事業）３８７

９万１０００円は、歳出の款３の項２・包括的

支援事業・任意事業費の１９.２５％です。節

４・低所得者保険料軽減繰入金３３５２万円

は、国が介護保険料軽減強化のため第１号被保

険者の第１段階の保険料を引き下げたことに伴

い、軽減分全額を一般会計から繰り入れるもの

です。一般会計に対しては国、県の負担金があ

ります。節５・その他一般会計繰入金３億６８

９１万４０００円は、款１・総務費の繰入金の

合計で、主なものとして、人件費１億９９１２

万１０００円、認定調査費１億２７３６万３０

００円があります。 

 以上、歳入の説明とさせていただきます。 

 以上、これをもちまして、議案第８号・平成

３０年度八代市介護保険特別会計予算の説明と

させていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑お願いしま

す。 

○委員（福嶋安徳君） ７８ページの介護認定

審査会で、ちょっと私が聞きそびれた面がござ
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いまして、もう１回教えていただきたいのです

が、この認定審査会で毎年この審査を受けられ

る方、何人、何名程度おられましたかね。私が

聞きそびれたもんで。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 今回計

上しております予算の根拠となっておりますの

は、要介護認定申請の件数１万５９４件分を計

上しております。１万５９４件分です。 

○委員（福嶋安徳君） ありがとうございま

す。 

 それなら、そういう、毎年そのくらいの方が

認定受けていかれるわけですかね。それとも、

まあ今の、何ちゅうか重病になって、そういっ

た、あるいは認定の番号が変わるとか、そうい

った面はどうなんでしょうか。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） ７５歳

以上の人口がふえてまいりますと、どうしても

申請件数自体は増加してまいります。ただいま

申し上げました１万５９４件のうち、約８００

０人程度は更新申請に当たる方々になりまし

て、新規の申請あるいは、認定期間が１２カ月

未満の方もおられますので年に２回申請される

方もおられます。申請の過年度の状況につきま

しては……。 

○長寿支援課副主幹兼審査認定係長（宮地美恵

君） 済みません、審査認定係です。 

 申請数はですね、平成２３年度は９６４４件

だったのが、どんどんふえていきまして、平成

２７年には１万６２５件になっております。た

だ、平成２８年度から少し減って、これは多分

総合事業とかの影響もあるかと思うんですけ

ど、減ってきまして、平成２８年が９６００件

ぐらい、平成２９年が１万件ぐらいの予定とし

ております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい、もういいです、

はい。結構多くなりますね。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質問ありませ

んか。 

○委員（野﨑伸也君） 今の項目でちょっと関

連なんですけど、介護の認定審査会のほうなん

ですが、３１２回ほど年間というような説明が

あったような気がしたんですけど、委員会の回

数。（｢３１２回」と呼ぶ者あり）３１２回と

いうのがあったと思うとですけど、かなりの数

というふうに受けとめてます。 

 あと、前の議会のほうで、委員のほうふやし

たっていうのがたしかあったと思ったんですけ

ど、それが追いついているのかどうかなってい

うのがあるんですが、あと、予算的にもです

ね、報酬の分が予算計上されとったですけれど

も、そこら辺のところがまず、整合性っちゅう

かですよ。まあその認定審査のその会議自体が

どれくらいの頻度であって、どれぐらいの密度

であってっていうのはちょっとわかりかねるん

ですけれども、単純に３１２回っていうのを聞

くとちょっとですね、どんなもんかなっていう

ふうに思うんで、そこら辺ところどうです。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） ありが

とうございます。毎週火曜と木曜日が認定審査

会の日としておりますが、申請の状況によりま

してその回数も異なってまいります。１週間に

何回開催するかといいますと、少ない週で６

回、つまり、２回――２日間しか開催してない

んですが１日に４回と２回とかですね。多い週

だと、合計して７回、８回開催する週もござい

ます。１回の開催については１つの合議体で対

応していただきますので、１週間では、ローテ

ーションのうち８個の合議体が当たってくると

いうときもあるということです。 

 現在委員の方の総数が、定員は１２０人以下

ということにしておりますが、委嘱状を実際に

交付しておりますのはですね、その後増減が起

きておりまして、１１５人だったと記憶してお

ります。１つの合議体４人で構成しております
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ので、その、２５合議体だったと思うんですが

……。 

○委員長（上村哲三君） 補足お願いします。 

○長寿支援課副主幹兼審査認定係長（宮地美恵

君） 済みません、現在は１１５名の審査員が

おりまして、合議体数は２８、１合議体が４人

の定員となっております。４掛ける２８だとち

ょっと１１５より少ないんですが、その残りの

方というのは、もしあきが、出れないときがあ

ったときのかわりの方ということで、無任所と

して任用させていただいております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

大変な（聴取不能）、はい。ありがとうござい

ます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ７９ページの介護予

防サービス給付費が、前年度予算から４５０万

減ってるということで、もう一つ、比べて８１

ページの包括支援事業費が６９８万９０００円

ふえてるってことで、この分が予防介護費、地

域包括のサービスのほうに移行してるっていう

ふうな理解でもよろしいんでしょうか。まあこ

の費用でいくと、もうちょっと利用者のほうが

ふえてるっていうふうな解釈もできるんですけ

ども、実際の利用状況なんか教えていただけた

らと思いまして。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） 介護給付係の久保です。よろしくお願い

します。 

 平成２９年度から、介護予防支援のほうので

すね、介護予防給付のほうの通所の給付、介護

予防通所と介護予防訪問介護のサービスが、全

て総合事業のほうに移行しまして、要支援の方

の予防支援の通所と訪問は全て３０年からはあ

りませんので、その分が減っております。 

 以上です。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） ちょっ

と補足します。介護予防のほうに、総合事業に

移行しましたので、款２のほうでの支出はない

んですが、款３のほうに支出がそのまま移って

るというところで、総合事業の位置づけが、一

般の介護給付のほうは款２のほうで支出するん

ですけども、総合事業のほうの位置づけは款３

のほうになっておりますので、支出の場所が変

わったという感じです。（委員橋本徳一郎君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにござい

ませんか。 

○委員（橋本幸一君） 地域支援事業の中で、

新規で一般介護予防事業評価事業の、事業評価

委託ってこれ、具体的にどういう意味なんです

か。 

○長寿支援課地域支援係長（元村純子君） 地

域支援係の元村です。 

 本事業は、先ほど総合事業の話がありました

が、総合事業が、平成２６年の介護保険法の改

正によりまして、全国一律で行われていたサー

ビスが、市町村が実施する事業に移行されまし

たことから、国のほうがですね、市町村が行う

この総合事業の費用対効果を検証するための事

業として、新たに導入された事業となります。

具体的には、一般介護予防事業を初めとした総

合事業の利用実績データをもとに、事業に参加

した方がですね、悪化したのか、反対に維持・

改善したのか、そういったのを分析すること

で、総合事業における多様なサービスの効果を

評価し、事業全体の改善を図るというものとな

っております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） ということは、これを

それぞれの市町村で評価して、それを国に上げ

て、国が事業について、よかったのか悪かった

のか再評価して、またいろんな制度を変更して
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いくという、そういう捉え方でよろしいんです

か。 

○長寿支援課地域支援係長（元村純子君） 今

のところですね、国のほうに報告するという通

知は来ていないんですけれども、今考えている

のは、２年ほどこの事業を分析していただきま

して、３年後の介護保険の事業計画のほうに反

映させていくということで考えております。恐

らく、市町村が地域の実情に応じて行う事業と

いうふうに今国が方針を示しておりますので、

そういう取り組みになるのかなというところで

今進めております。 

 以上です。（委員橋本幸一君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

ね。 

○委員（福嶋安徳君） もう初歩的な問題です

が、この居宅介護サービスと施設介護サービ

ス、これはもう５７億、３７億という金額が示

されておりますけれども、これについては、今

のこの事業についての受けられる方の人数と、

そのどういったところで違った面が、サービス

があっとですかね。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） 居宅サービスと施設サービスについて説

明させていただきます。居宅サービスというの

は、施設等に通って行うサービスだったり、自

宅のほうに来てもらって行うようなサービスを

いいます。通所サービス、よく言われるデイサ

ービスとか、ヘルパーさんが自宅のほうに来る

訪問サービスとかを、居宅サービスといいま

す。で、施設サービスっていいますのは、３施

設をいいます。介護老人福祉施設――特養です

ね。と、あと、介護老人保健施設――老健と言

われる施設、リハビリを中心とした施設になり

ます。と、療養型施設――介護療養型医療施

設、３カ所を、施設サービスといいます。 

 この施設サービスの３つのうちに、今回ちょ

っと施設のサービスのほうが減っておりますの

が、療養型施設のほうが今まで４施設ありまし

たものが２つの施設に変わっておりますので、

施設サービスのほうがちょっと少なくなってお

ります。なぜ施設サービスが少なくなりました

かといいますと、６年後には療養型施設のほう

がなくなるように法改正で決まりましたので、

随時今から少なくなってくるものと思います。

ただしかし、今度新しく医療院っていう施設が

できるような形になっておりますので、ちょっ

とふえるかどうかっていうのはまだ今の時点で

はわからない現状です。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） 今新しい言葉、今、出

ましたけれども、なぜその医療院という形に変

わっていくんですか。（｢国の制度改正です

ね」「はい、そうです」と呼ぶ者あり）いやい

や、説明、説明お願いします。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） 済みません、３０年度の法改正で、新施

設ができましたので、３０年、はい、３０年度

の今回の法改正のほうで、新施設、介護保険の

新施設が新設されましたので、介護医療院とい

う施設ができております。その施設につきまし

ては、まだ詳しいところは、今の時点でどこが

できるっていうのはわかっておりません。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい、わかりました、

はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第８号・平成３０年度八代市介護保険特
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別会計予算については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手多数と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 それでは、しばらく休憩いたします。再開は

１５時２０分から再開いたします。 

（午後３時０８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２０分 開議） 

◎議案第１３号・平成３０年度八代市診療所特

別会計予算 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会へ戻

します。 

 次に、議案第１３号・平成３０年度八代市診

療所特別会計予算を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第１３号につきまして、健康福祉政策課

の早木課長から説明いたします。よろしくお願

いします。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 健康福祉

政策課の早木です。よろしくお願いいたしま

す。それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

 議案第１３号・平成３０年度八代市診療所特

別会計予算についてでございますが、これは泉

町にあります３つの診療所の予算ということに

なります。御説明をさせていただきます。予算

書の１７７ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額

を、それぞれ８４８７万５０００円といたして

おります。 

 では、内容につきまして、歳出から御説明を

させていただきます。１８７ページをお願いい

たします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費でございますが、５７１５万５０００

円を計上いたしております。 

 その内訳でございますが、右側の説明欄をご

らんください。椎原診療所医師１名分の人件費

で１７７６万４０００円を計上いたしておりま

す。続きまして、説明欄の左側、節の欄をごら

んください。主なものを申し上げますと、節

７・賃金７６９万９０００円は、椎原診療所の

看護師２名、医療事務員１名、患者送迎車運転

手１名に係る賃金でございます。その下、節１

３・委託料２０９０万４０００円は、八代郡医

師会の下岳診療所医師等派遣委託１６１５万

円、八代歯科医師会の歯科診療所医師派遣委託

２３４万６０００円、椎原診療所医療事務業務

委託１００万５０００円、椎原・下岳両診療所

の医療事務システム保守委託料５３万２０００

円が主なものでございます。２つ下、節１８・

備品購入費３４３万５０００円は、椎原診療所

の自動血球計数装置、また、自動ＣＲＰ測定装

置２３７万６０００円と、下岳診療所の往診用

心電図７０万２０００円が主なものでございま

す。 

 目２・研究研修費８１万９０００円は、椎原

診療所の医師の研究、研修に係る旅費でござい

ます。 

 これは、へき地診療所に勤務する医師の研修

機会を確保し医療技術の向上を図るために、毎

週火曜日、人吉医療センター等で開催されます

研修会への参加に伴う宿泊費、旅費、日当、及

び学会参加時の旅費でございます。 

 目３・医療費でございますが、２５８８万３

０００円を計上いたしております。 

 節の欄をごらんください。節１１・需用費２

４７５万３０００円は、椎原診療所、下岳診療

所及び歯科診療所で使用いたします医薬品２３

５２万円、医薬材料費１２３万３０００円でご

ざいます。節１３・委託料１１３万円は、血液

検査委託料１０３万円と、歯科技工委託料１０
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万円でございます。 

 次をおめくりいただきまして、１８８ページ

をお願いいたします。 

 款２・公債費、項１・公債費、目１・元金９

６万８０００円及び目２・利子５万円は、医療

機器購入時の財源確保として国から借入し計画

的に返済をしております、長期債に係る償還元

金及び償還利子でございます。 

 続きまして、歳入について御説明をいたしま

す。恐れ入りますが、予算書のほうですが、お

戻りいただきまして１８４ページをお願いいた

します。 

 款１・診療所事業収入、項１・診療収入、目

１・保険収入で３４４２万５０００円を見込ん

でおります。 

 これは、節１・保険診療報酬で、個人負担分

を除いた後期高齢者医療や国民健康保険などの

保険者からの支払いで、その内訳は、椎原診療

所２０５０万円、下岳診療所１３８０万円、歯

科診療所１２万５０００円を、それぞれ見込ん

でおります。 

 目２・一部負担金収入６１２万円は、個人負

担分でございます。 

 続きまして、１８５ページをお願いをいたし

ます。 

 款３・県支出金、項１・県補助金、目１・へ

き地診療所県補助金８３１万６０００円を計上

いたしております。 

 これは、椎原へき地診療所運営費補助金６７

７万７０００円と、先ほど歳出で御説明をいた

しました、椎原診療所の自動血球計数装置と自

動ＣＲＰ測定装置及び下岳診療所の往診用心電

図に係る、設備整備事業補助金１５３万９００

０円でございます。 

 続きまして、款４・繰入金、項１・一般会計

繰入金、目１・一般会計繰入金３２９７万円の

内訳でございますが、椎原診療所２０８１万７

０００円、下岳診療所９７１万円、歯科診療所

２４４万３０００円で、これらは各診療所運営

に係る不足分を一般会計から繰り入れるもので

ございます。 

 次に、１８６ページをお願いいたします。 

 下段の款７・市債、項１・市債、目１・診療

所事業債１４０万円は、椎原診療所の自動血球

計数装置と自動ＣＲＰ測定装置及び下岳診療所

の往診用心電図の整備に伴うものでございまし

て、備品購入費３０７万８０００円から県補助

金１５３万９０００円を除いた額の１００％充

当の額でございます。 

 以上で平成３０年度八代市診療所特別会計予

算の説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） １８７ページ、一般管

理費で、医師の給与ということで説明ありまし

たけれど、医師の方１名の方は、年齢と、もう

何年ぐらい勤めておられるのかを、ちょっと教

えてもらってよかですか。 

○泉健康福祉地域事務所長（鬼塚孝一君） こ

んにちは。泉健康福祉地域事務所の鬼塚です。 

 椎原診療所の先生は、今年度いらっしゃいま

して、３５歳でございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、本年度か

らだということですが、大概１年か２年ぐらい

ですか、交代。 

○泉健康福祉地域事務所長（鬼塚孝一君） ２

８年度も一年度でございました。２９年度も一

年度。３０年度は、新しい先生になりまして、

――が予定されておりまして、この方は何年い

らっしゃるかよくはわかりませんが、はい。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 これ、郡医師会からの派遣っていうような説

明だったですかね。そういうふうに記憶しとっ

たですけれども、まあ、この金額、１７００
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万、６００万だったかな、ぐらいのところの中

で、その郡医師会のほうにも、――全てがその

先生に払われるわけじゃなかっだろうけんとい

うふうに思うんですけれども、そこら辺のとこ

ろは。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 今、委員

がおっしゃったのはですね、下岳診療所のほう

にはですね、八代郡医師会のほうから毎週火曜

日と金曜日に医師を派遣していただいておりま

す。恐らくその分をおっしゃったのかと思いま

すが、今、医師が派遣されると言いましたとこ

ろは椎原診療所でございまして、これはです

ね、熊本県のほうと、――各都道府県で本来は

ですね、へき地医療支援機構というのを設置す

ることとなっておりますが、そこからですね、

僻地拠点病院、それから、そういったいろんな

種類の支援する病院があるんですけれども、そ

こから派遣をされておるということになりま

す。 

 椎原診療所につきましてはですね、昭和３２

年に開設をいたしまして、昭和５７年以降は毎

年県からですね、自治医科大学の医師を勤務医

として派遣をしていただいております。しかし

ながら、僻地医療での勤務を希望する医師の数

が極めて少ない状況でありますので、県内の医

療機関での医師ですね、はもう不足をしており

まして、椎原診療所に今後常勤の医師が派遣さ

れるかどうかというのは、今のところ流動的な

状況でございます。ただ、幸いにも、２８年、

２９年、今度２９年に来られた先生も１年で帰

られますけれども、３０年度はまた新しい先生

が来られるという形になります。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、よくわかりまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） その上の１８６ペー

ジの医療機器整備で、血球とＣＲＰの機器を整

備されるということなんですけど、これは今ま

であった機器なんでしょう。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 今までで

すね、自動血球計数装置はございませんでし

た。で、この自動血球計数装置というのは、機

械を使いましてですね、白血球数の５種類の分

類、それから、赤血球数ですね、そういったも

のを素早く分析するというものでございまし

て、これまで血液のその分析というのは、業者

に委託をしまして１日ぐらいかかってですね、

その結果が出てくるというようなことでござい

ましたけども、素早くですね、急病などの際

に、素早くその場で血液の異常値をはかること

ができるということで、迅速な治療ができると

いうことで、このたび導入するものでございま

す。 

○委員（橋本徳一郎君） ＣＲＰはもともとあ

ったっていうことですね。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） このＣＰ

Ｒのほうもございませんでしたので、このたび

導入をしたいということで、導入いたします。 

○委員（橋本徳一郎君） 診断で大変役に立つ

と思いますので、感染症とかですね。そういっ

たもので非常にいいかなと思いました、はい。

わかりました。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第１３号・平成３０年度八代市診療所特

別会計予算については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午後３時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３５分 本会） 

◎議案第５５号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 本会へ戻します。 

 次に、議案第５５号・平成３０年度八代市一

般会計補正予算・第１号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。歳出の第９款・教

育費について、説明願います。 

○教育部長（釜 道治君） 議案第５５号、桑

田教育部次長が説明いたします。よろしくお願

いいたします。 

○教育部次長（桑田謙治君） こんにちは。午

後もお世話になります。よろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、議案第５５号・平成３０年度八代

市一般会計補正予算・第１号中、教育部所管分

について、着座にて御説明させていただきま

す。 

 今回の教育部所管の補正予算は、条例の規定

に基づき、特別職の給料及び議員の報酬につい

て、八代市特別職報酬等審議会に諮問を行い、

その答申結果に基づき、教育長の給料月額を３

万５０００円、率にしまして５.４８％引き上

げるもので、これに伴う給与等の改定によるも

のでございます。 

 まず、予算書２ページをお願いいたします。 

 歳出の款９・教育費に４６０５万７０００円

を減額し、補正後の額を４７億８７０８万円と

するものでございます。なお、補正額のうち、

項１・教育総務費の５９万３０００円の追加は

教育部所管で、項７・社会教育費の４６６５万

円の減額は経済文化交流部の所管となります。 

 それでは、歳出の内容につきまして御説明い

たします。９ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費でございます。補正額としまして５９万

３０００円を追加するもので、これは、教育長

の給料、期末手当及び共済費分について増額を

お願いするものでございます。 

 これで平成３０年度八代市一般会計補正予

算・第１号中、教育部所管分の説明を終わりま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第５５号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました。お世話になりました」と呼

ぶ者あり） 

                              

◎議案第２６号・氷川町及び八代市中学校組合

規約の全部変更について 

○委員長（上村哲三君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第２６号・氷川町及び八代市中学校組合

規約の全部変更についてを議題とし、説明を求

めます。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 教育政

策課、宮田です。よろしくお願いいたします。
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恐れ入りますが、座って説明をさせていただき

ます。 

 議案第２６号・氷川町及び八代市中学校組合

規約の全部変更について御説明をしたいと思い

ます。 

 まず議案書の４９ページからでございますけ

ども、その内容につきまして、御説明のために

別にお配りしております、氷川町及び八代市中

学校組合規約の全部変更についてというＡ４判

の資料、こちらですね、Ａ４判の資料、それと

新旧対照表、お配りしてるかと思いますが、こ

ちらのほうで説明をさせていただきます。ござ

いますですか。ございますか。（｢はい」と呼

ぶ者あり） 

 まず、１枚目のＡ４判１枚のほうですけど

も、今回の同組合規約の全部変更につきまして

は、１点目に会計管理者の選任方法、それと、

２点目に補助機関である職員の任免、それと、

３点目に議長、副議長の選任方法等におきまし

て、規約変更の必要が生じたことから、氷川町

及び八代市中学校組合の管理者でございます藤

本氷川町長より、同組合の構成自治体である八

代市議会での同文議決について依頼があったも

のでございます。 

 まず、１点目の会計管理者の選任方法につき

ましては、新旧対照表の２ページ、改正案の規

約第９条のところをごらんいただきたいと思い

ます。現行では、新旧対照表右側の１つ上の

段、第８条の第４項におきまして、この組合に

管理者１名を置き、中学校の所在する市町の会

計管理者をもって充てるとなっております。氷

川町の会計管理者が組合の会計管理者となると

いう、いわゆる充て職の規定でございました。

しかし、この規定によれば会計管理者の選定が

限定されるため、場合によっては、地方自治法

第１６９条により禁止されております、管理

者、副管理者、監査委員、それと会計管理者が

２親等以内の親族となる事態が発生するおそれ

があるため、今回、管理者の補助機関である職

員のうちから、管理者が任命すると改められた

ものでございます。以上が１点目でございま

す。 

 次に２点目、補助機関である職員の任免につ

きましては、現行の規約に何ら規定がなかった

ため、改正案の第１１条におきまして、関係市

町の職員の派遣及び併任をもって充てることが

できると、事務に従事されます氷川町の課長、

課長補佐、係長等の任免につきまして、明文化

がなされたものでございます。 

 そして３点目、議長、副議長の選任方法等に

つきましては、こちらも現行の規約に規定がな

かったため、これは新旧対照表の１ページに戻

りますけども、改正案の第７条、第７条におき

まして、選挙によること及び任期につきまし

て、規定の追加が行われております。 

 以上３点が主要な変更内容でございますけど

も、現行の規約は、昭和３６年にですね、制定

されて以来、ほぼ手つかずの状態であったとい

うことで、県からの指導もあって、今回の見直

しにあわせまして、全体の字句、文言の修正や

条項の整理等が行われております。順に幾つか

の例を御紹介いたしますと、まず第２条では、

構成市町の表記方法を、現行では並列で八代市

と八代郡氷川町と表記してありましたけども、

これを１文中で表記するように、構成市町が少

ないということでですね、１文中で表記するよ

うに変更になっております。また第３条では、

「組合の」及び「この」といった字句の削除が

行われておりまして、第４条のほうでは、組合

事務所の位置について、住所と役場名が明示さ

れる形になっております。それと、全般で、こ

の規約の全般でですね、「中学校の所在する市

町」という表現が明確に「氷川町」といった表

現に改められているという、そういった文言や

字句の整理、修正が行われているところでござ

います。 



 

－55－ 

 今回の規約変更は、このような全体の字句、

文言の修正や条項の整理等もあわせて行われて

いるため、全部変更という形になったというこ

とでございますので、御審議方よろしくお願い

いたします。 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。なお、採決は挙手により行い

ますが、挙手しない者は反対とみなします。 

 議案第２６号・氷川町及び八代市中学校組合

規約の全部変更について、可決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午後３時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４８分 本会） 

◎議案第２３号・指定管理者の指定について

（八代市坂本地区地域福祉センター、八代市鏡

地域福祉センター、八代市鏡老人デイ・サービ

スセンター、八代市東陽地域福祉保健センタ

ー、八代市泉地域福祉センター、八代市泉憩い

の家、八代市五家荘デイサービスセンター、八

代市柿迫生きがいセンター） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２３号・八代市坂本地域福祉セ

ンター、八代市鏡地域福祉センター、八代市鏡

老人デイ・サービスセンター、八代市東陽地域

福祉保健センター、八代市泉地域福祉センタ

ー、八代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサー

ビスセンター、八代市柿迫生きがいセンターに

係る指定管理者の指定についてを議題とし、説

明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 議案第２３号につきましては、健康福祉政策

課の早木課長から説明いたします。よろしくお

願いします。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 健康福祉

政策課の早木です。よろしくお願いいたしま

す。失礼して座って説明させていただきます。 

 それでは、３月定例会議案書の４３ページに

なりますが、議案第２３号、指定管理者の指定

について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、記載されておりま

すように、本市が設置をいたします公の施設の

指定管理者を指定するには、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により議会の議決を経る

必要があるためでございます。 

 内容を御説明申し上げます。 

 まず、指定管理をいたします公の施設の名称

でございますが、八代市坂本地域福祉センタ

ー、八代市鏡地域福祉センター、八代市鏡老人

デイ・サービスセンター、八代市東陽地域福祉

保健センター、八代市泉地域福祉センター、八

代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサービスセ

ンター、八代市柿迫生きがいセンターの８つの

施設でございます。 

 次に、指定管理者となります団体の名称でご

ざいますが、社会福祉法人八代市社会福祉協議

会でございます。 

 指定管理者となります団体の所在でございま

すが、八代市本町一丁目９番１４号でございま

す。 

 指定の期間は、平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までの１年間でございます。 

 これまでの経緯でございますが、今回の指定
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管理更新につきましては、昨年６月と１０月、

１２月の文教福祉委員会の所管事務調査におい

て、指定管理の概要について既に御報告をさせ

ていただいております。 

 今回の指定管理は、８つの施設について一括

で指定の期間を３年間として公募により８月に

募集を行いましたけれども、応募者がなかった

ために指定の期間を１年に変更して１０月に再

公募をいたしました。 

 現在、当該施設の指定管理を受託をしており

ます団体より応募がありましたので、１０名の

委員による指定管理者候補者選定委員会を１月

２２日に開催し、委員による審査評定を行って

いただきました。 

 その結果、２００点満点中、評価の平均点が

１５５.９点であり、選定基準である配点合計

の６割以上でございましたので、候補者として

選定いたしたものでございます。 

 なお、本件に関連し、平成２９年度八代市一

般会計補正予算第８号におきまして、４９１０

万４０００円の限度額で債務負担行為の追加を

お願いをしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） ただいまの分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。よろ

しいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 今、課長から説明があ

ったとおり、委員会の中で何回も説明をいただ

いていた案件で、今回このようにやっと上程し

ていただけたという、私も安心した、ほっとし

ているとこなんですよ。 

 やはりここでサービスを受けられている方々

にとってですね、迷惑にならないようにという

ことでスムーズなですね指定管理の移行という

のをしていただきたいなというような思いでお

ったもんですから、今回この件が長引いたとい

うところについては、説明もあっておりました

んで割愛しますけれども、いろいろな受ける側

ですよね、指定管理を受ける側の人たちの困っ

ている点というか、こういうところを改善して

ほしいと、受けるに当たってというようなとこ

ろがあったから、こういうふうにどんどんどん

どん指定管理の募集のときも応募者がいなかっ

たというようなゆえんとかもあったかというふ

うに思いますので、いろいろと法改正であった

りとか、いろんな部分のところ、そして、ここ

の働かれる方々のところのですねいろんな意見

が多分あるかと思いますので、そういったとこ

ろを早めに意見聴取しながらですね、今回１年

に変更されていますので、またすぐこういった

状況、指定管理のあれが来ますので、来年スム

ーズにいけるように頑張っていただければと思

います。よろしくお願いします。 

○委員（橋本幸一君） 私も関連でですね、や

っぱりこういう事態になったというのは、社会

福祉協議会の弱体化が原因かと思っています。

それについては以前の財産の取得等も影響して

いるかと思うんですが、これから大きなやっぱ

り社会福祉協議会というのは変革の時期を迎え

るということは説明は受けとるわけですが、地

域によって社会福祉協議会の位置づけというも

のをですねしっかり行政の皆さんの一緒に向か

い合ってですね、これからの方向性をしっかり

つくっていただきたい、見定めていただきた

い。ぜひともよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ほかに意見はござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 なお、採決は挙手により行いますが、挙手し
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ない者は反対とみなします。 

 議案第２３号・八代市坂本地域福祉センタ

ー、八代市鏡地域福祉センター、八代市鏡老人

デイ・サービスセンター、八代市東陽地域福祉

保健センター、八代市泉地域福祉センター、八

代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサービスセ

ンター、八代市柿迫生きがいセンターに係る指

定管理者の指定について、可決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。(｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３８号・八代市介護保険条例の一部改

正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第３８号・八代市介護保険条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第３８号につきましては、長寿支援課の

秋田課長から説明いたします。よろしくお願い

します。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 長寿支

援課、秋田でございます。よろしくお願いいた

します。座って説明をさせていただきます。 

 議案第３８号・八代市介護保険条例の一部改

正につきましては、議案書の７９ページからと

事前に配付しております資料、議案第３８号関

係資料、八代市介護保険条例の一部改正につい

て、この資料を用いて説明をさせていただきま

す。 

 それでは、まず、議案書の７９ページをお願

いいたします。 

 議案第３８号・八代市介護保険条例の一部改

正についてでございます。 

 提案の理由といたしましては、第７期介護保

険事業計画期間における介護保険料を定めるた

め、条例を改正する必要があるものでございま

す。 

 内容につきましては８０ページになります

が、事前に配付しております資料を用いて御説

明させていただきます。 

 まず、資料の１、改正の趣旨といたしまして

は、第７期介護保険事業計画の３年間を単位と

した事業計画期間における第１号被保険者の保

険料を定めるものでございます。 

 次に、２の概要の（１）第３条第１項の第１

号被保険者保険料の料率と年額につきまして

は、表に掲げておりますとおり、第１号から第

９号までの所得段階の区分により定めておりま

す。その基準額は条例第３条第１項第５号に定

める第５段階において年額７万８０００円と定

めた上で、介護保険法施行令第３８条第１項の

第１号から第９号の料率に従い、各段階の保険

料を設定いたしております。 

 次に、（２）第３条第２項の公費による低所

得者保険料率の軽減では、軽減後の第１号被保

険者保険料を年額３万５１００円に改めるもの

でございます。 

 次の（３）経過措置としまして、平成２９年

度以前の保険料は、なお従前の例によるといた

しております。 

 次の、３、施行日につきましては、平成３０

年４月１日からといたしております。 

 次に、１枚めくっていただいて裏面のほうを

お願いいたします。 

 参考まででございますが、まず、１におい

て、所得段階別の保険料と平成２９年４月１日

現在の人数を記載しております。 

 次に、２の表は、各所得段階の要件を記載し

ております。内容は、介護保険法施行令第３８

条第１項の第１号から第９号に準じたものでご

ざいます。 
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 次に、右側のページになりますが、３では、

第７期保険料と第６期の保険料を比較した表を

掲載しております。基準額となります第５段階

を比較しますと、第６期よりも年額８４００円

高くなっています。 

 最後の４でございます。 

 平成２９年６月の本委員会におきまして御要

望いただいておりました、第９段階をさらに分

けることで低所得者の保険料を引き下げること

につきましては、八代市介護保険事業計画等策

定・評価審議会において審議した内容及び結論

について、まとめて記載しております。 

 基準額を年額で１２００円引き下げようとい

たしますと、例えば、最高の第１３段階では、

料率を３.０、保険料年額２３万４００円にす

る必要が生じます。これは、弾力化前の保険料

年額１３万２６００円から７割以上高く負担に

なります。 

 弾力化を実施している他の市におきまして

も、最高の段階の料率を２.０から２.３以下に

設定していますので、本市のこの弾力化の試算

では、高所得者に負担が偏り過ぎていて、著し

く公平性を欠くものとなりましたので、審議会

での審議の結果、保険料の弾力化は見送ったと

いうところでございます。 

 以上で議案第３８号の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 別紙の資料の今の弾

力化の資料のところですけども、基準額を１２

００円下げるという試算での計算上ですけど

も、その弾力の分でそれぞれ負担を計算したと

なると、その１世帯当たりの下がる金額ってど

のくらいになったのかなと思いまして、もし計

算していたら教えてください。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） この、

まず保険料についてでございますが、国保の場

合は世帯単位ですけども、介護保険料は一人一

人になっております。そのため、世帯単位の試

算というのはいたしておりません。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 済みません、ちょっ

と今質問が悪かったみたいなので、その１人分

についても計算があったら教えていただきたか

ったんですが。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） お一人

お一人の分を試算した結果が、この４の弾力化

の検討結果ということで、表の弾力化後の右側

のほうにあります年額の額となってまいりま

す。 

○委員（橋本徳一郎君） 今ちょっと質問がう

まく伝わらなかったみたいなので、この弾力の

運用の単位で計算した場合の基準額の引き下げ

額がどのくらいになるかというところだったん

ですが、こちら年間１２００円下げるというこ

とを前提にしてあったんですが、逆にその弾力

運用した、で、計算した場合の引き下げ幅がど

のくらいになるのかなという、わかりませんか

ね。この１３段階までの分をですね……。 

○委員長（上村哲三君） しばらく小会しま

す。 

（午後４時０４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０６分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 失礼し

ました。保険料で徴収すべき額というものは、

３年間の介護給付総額に対して一定割合が決め

られておりまして、その金額の試算が９１億

円、３年間で９１億円というふうに算出してお

ります。この９１億円はどうしても確保する必

要がありますので、弾力化いたしましても、そ

の９１億円より減らすというわけにはいきませ

ん。そういう条件がついた中での試算というこ
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とでございます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 橋本委員、よろしい

ですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、別紙の資

料で説明いただいたとこなんですが、低所得者

保険料率の軽減というところで、４９００円分

が公費で賄って……、３９００円ですかね、が

賄ってるというような話がありましたよね、多

分。３万９０００のところが３万５１００円に

改正しますよというくだりだったですけれど

も、この３９００円というのは、それは、済み

ません、どっかで決めてある金額なんですか。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 先ほど

少しお話しいたしましたが、介護保険法の施行

令の３８条第１項第１号から９号の規定がまず

ありまして、その中に料率の規定が入っており

ます。 

 まず、第１号につきましては０.５という料

率がまずこの中で決められております。国は、

この公費による低所得者の保険料率の軽減によ

りまして、０.５を０.０５下げて０.４５にす

るということをまず国のほうで定めておりま

す。したがいまして、この０.４５にしたとき

の額が３万５１００円と、その引き下げられ

た、国が制度的に引き下げた０.０５分につい

ては、国、県、市で負担するというルールにな

っております。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

ありがとうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 別紙の２枚目の部分

の先ほどの弾力化の話ですね、ありましたけど

も、もう低所得者の方は日々の生活切り詰めて

１００円をどう捻出するかみたいな形で生活さ

れてますので、ほかの部分と比較して、確かに

大きくはなってるとは思うんですけども、その

辺の生活に必要な金額を確保するという意味で

ですね、そういう考え方でその弾力化の部分の

運用をどうにか検討してもらえないかなと思い

ます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３８号・八代市介護保険条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手多数と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第３９号・八代市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例及び八代市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第３９

号・八代市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

及び八代市指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
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の一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 議案第３９号につきまして、引き続き、長寿

支援課の秋田課長から説明いたします。よろし

くお願いします。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 引き続

きよろしくお願いいたします。では、座りまし

て説明させていただきます。 

 議案第３９号・指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正につきまして、議案書の８１ページ

からと事前に配付しております資料、議案第３

９号関係資料、こちらを用いて説明させていた

だきます。 

 では、まず、議案書の８１ページをお願いい

たします。 

 提案の理由といたしましては、厚生労働省が

定めます、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準などの改正に伴いまし

て、条例の改正が必要となったものでございま

す。 

 改正の内容は８２ページからになりますが、

事前に配付しております資料を用いて説明させ

ていただきます。 

 まず、１、改正の趣旨といたしましては、厚

生労働省令の改正に伴い、所要の改正を行うも

のでございます。 

 ２の概要でございます。まず、第１条関係に

ついて御説明いたします。 

 （１）新たな施設といたしまして、①の介護

医療院と②共生型地域密着型サービスが新設さ

れます。①の介護医療院は、既存の療養型病床

や老人保健施設、特別養護老人ホームからの転

換を想定する施設でございます。②共生型地域

密着型サービスは、障害福祉制度の生活介護、

自立支援等の指定事業所が対象となるものでご

ざいます。 

 次に（２）身体的拘束等適正化の措置では、

地域密着型特定施設入居者生活介護、これは小

規模の介護専用型の有料老人ホームなどでござ

いますが、これや、認知症対応型共同生活介

護、いわゆるグループホームと呼ばれるもので

す。また、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、こちらは小規模の特養になります。

これらを対象として、以下の３項目について実

施するものでございます。 

 身体的拘束等適正化対策検討委員会を設置す

ることや３カ月に１回以上検討委員会を開催す

ること、また、検討委員会の結果を施設職員へ

周知することが求められております。そして、

身体的拘束等適正化のための指針を整備するこ

とや身体的拘束等適正化のための研修を定期的

に開催し、職員の資質向上を図ることを求めて

おります。 

 次の（３）基準緩和では、①定期巡回・随時

対応型訪問介護看護におきましては、オペレー

ターの資格基準や地域連携会議の開催頻度につ

いて緩和を図っております。 

 裏面をお願いいたします。 

 ②の療養通所介護では、利用定員の見直しを

行っております。 

 １つ飛びまして、④看護小規模多機能型居宅

介護では、サテライト型の設置を認めていま

す。このサテライト型と申しますのは、本体施

設からおおむね２０分以内の圏内にあって、本

体施設に通常ございます事務室などの設備を省

略したサービス提供だけの拠点となる出先の機

関といった意味合いでございます。 

 次の⑤地域密着型介護老人福祉施設では、療

養病床等からの転換期限が平成３６年３月３１

日まで延長となっております。 
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 次に、第２条におきましては、地域密着型介

護予防サービスについて記載しております。 

 まず、①の共用型地域密着型介護老人福祉施

設（ユニット型）については、入居者と共用型

介護予防認知症対応型通所介護の利用者の合計

人数を１日当たり１２人以下といたしておりま

す。 

 次の②身体拘束の禁止につきましては、対象

施設を介護予防認知症対応型共同生活介護と

し、内容は、先ほど（２）身体的拘束等適正化

の措置で御説明した事項を規定しているもので

ございます。 

 最後に、３、施行日を平成３０年４月１日と

いたしております。 

 以上、議案第３９号の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 別紙の身体拘束の関

係のですけども、済みません、私が勉強不足の

部分もあるんですけど、介護においての身体拘

束って特に定めはなかったものなんでしょう

か。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝

子君） 給付係の久保です。よろしくお願いし

ます。 

 身体拘束の減算規定とかありますのは、今ま

で施設系サービスだけでした。施設系というの

が３施設、先ほどもお話ししましたように、介

護老人保健施設──特養、介護特別養護老人ホ

ームと、あと介護老人保健施設と介護医療型施

設の３施設のみだったのが、今回は居住系施設

と申します介護つき有料老人ホームといいます

特定施設等グループホーム、認知症対応型共同

生活介護の２カ所が追加されたという形になっ

ております。その部分が、今までされた場合、

５％減算が１０％減算という形で減算規定が厳

しくなったという形になっております。 

 今回地域密着の事業所の対象になるのが、グ

ループホームと介護老人保健施設の地域密着型

と介護老人福祉特定施設の地域密着型の３施設

が対象になってるという形になっています。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３９号・八代市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例及び八代市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部改正については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４０号・八代市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４０

号・八代市指定介護予防支援等の事業の人員及
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び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部改正についてを議題とし、

説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 議案第４０号につきまして、引き続き、長寿

支援課の秋田課長から説明いたします。よろし

くお願いします。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 秋田で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。では、座って説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 議案第

４０号・指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部改正につきましては、議案書

の９３ページからと事前にお配りしております

資料、議案第４０号関係資料、こちらを用いて

説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず、議案書の９３ページをお願いします。 

 提案の理由といたしましては、厚生労働省が

定めます指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営等に関する基準などの改正に伴いまして、

条例の改正が必要となったためでございます。 

 改正の内容は９４ページからになりますが、

事前に配付しております資料を用いて御説明さ

せていただきます。 

 まず、資料の１、改正の趣旨でございます

が、厚生労働省令の改正に伴い、所要の改正を

行うものでございます。 

 次に、２、概要です。在宅医療・介護連携に

関することや共生社会に関すること、事前説明

に関すること及びサービス担当者会議に関する

ことを追加する内容となっております。 

 主なものといたしましては、１点目の在宅医

療・介護連携に関する事項では、入院の際、自

身が利用している指定居宅介護支援事業者の情

報を入院先へ伝達するように促すことや指定介

護予防支援事業所の担当職員は必要に応じて利

用者の同意を得た上で服薬状況等の情報を主治

医などに提供することなどを規定いたしており

ます。 

 ２点目の共生社会に関する事項では、指定介

護予防支援事業者が連携に努める対象に、障害

者総合支援法の指定特定支援事業者を追加いた

しております。 

 ３点目の事前説明に関する事項では、利用者

が複数のサービス事業者等を紹介するように要

求できることを説明し、理解を得なければなら

ないと定めております。 

 ４点目のサービス担当者会議に関する事項で

は、利用者及びその家族の参加を基本とするこ

となどとしております。 

 最後に、施行日は、平成３０年４月１日とい

たしております。 

 以上で議案第４０号の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４０号・八代市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例の一部改正について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４１号・八代市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４１

号・八代市指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定める条例の制定につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君） 

 議案第４１号につきまして、引き続き、長寿

支援課の秋田課長から説明いたします。よろし

くお願いします。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 引き続

きよろしくお願いいたします。では、座って説

明させていただきます。 

 議案第４１号・八代市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

の制定につきましては、議案書の９７ページか

らと事前に配付しております資料、議案第４１

号関係資料、こちらを用いて説明させていただ

きます。 

 まず、議案書の９７ページをお願いします。 

 提案理由といたしましては、指定居宅介護支

援事業者の指定等の事務を実施することに伴

い、事業の人員及び運営に関する基準について

条例を制定する必要があるためでございます。 

 内容は９８ページからになりますが、事前に

配付しております資料を用いて御説明させてい

ただきます。 

 資料の１、制定の趣旨といたしましては、改

正介護保険法の平成３０年度施行により、居宅

介護支援事業所の指定等に関する権限が都道府

県から市町村へ移譲されることに伴いまして、

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基

準について所要の条例を制定するものでござい

ます。 

 次に、２、概要になります。 

 制定いたします条例は、総則及び基本方針か

ら指定申請者の要件までの６章構成となってい

ます。基本方針以降の各章について主なものを

御説明させていただきます。 

 （１）基本方針では、丸の３つ目になります

が、特定の種類や特定のサービス事業者に偏る

ことのないよう公平中立に行うこと、また、そ

の次で、障害者総合支援法に規定する指定特定

相談支援事業者等との連携に努めることなどを

規定いたしております。（２）人員基準では、

常勤の介護支援専門員１人以上を置くことや利

用者が３５人を超えるごとに介護支援専門員の

人数を１人ふやすことなどを規定しておりま

す。（３）運営基準では、裏面のほうになりま

すが、正当な理由なく拒んではならないこと

や、その次の、地理的に提供が困難な場合は、

他の事業者を紹介するなど必要な処置を講じる

ことなどを規定しております。 

 また、２つ飛びますが、具体的取扱方針とし

て３０項目を規定いたしております。特に、新

たな項目といたしましては、中ほどにあります

第２０号において、居宅サービス計画に厚生労

働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけ

る場合は、必要な理由を記載し、市町村に届け

出なければならないと規定してあります。その

ほか、秘密保持義務や利益収受の禁止などの規

定があります。（４）基準該当居宅介護支援の

事業の基準では、各規定の準用について定めて

おります。（５）指定申請者の要件としては、

法人であることといたしております。 

 最後に、３、施行日は、平成３０年４月１日

といたしておりますが、第１４条第２０号につ

きましてのみ平成３０年１０月１日からの施行

といたしています。 

 以上、議案第４１号の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま
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す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４１号・八代市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

の制定については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 賛成全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４２号・八代市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４２

号・八代市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第４２号につきましては、こども未来課

の松川課長から説明いたします。よろしくお願

いいたします。 

○こども未来課長（松川由美君） こども未来

課、松川でございます。 

 それでは、議案第４２号・八代市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、着座

にて御説明させていただきます。 

 議案書は１１３ページになります。また、先

日、事前に新旧対照表を説明資料として配付さ

せていただいております。右上のほうに本日の

日付、平成３０年３月１４日、あと議案第４２

号ということで１枚ものでございます。そちら

のほうもお手元に御準備をお願いいたします。 

 それでは、まず議案書１１３ページをお開き

いただけますでしょうか。 

 八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を次のように改正するものとする。 

 提案理由でございますが、就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の改正に伴い、条例の改正が必要であ

る。いわゆる認定こども園法の改正がなされ、

３０年４月から施行されます。それに伴い、本

市条例について所要の改正を行うというもので

ございます。 

 それでは、事前に配付いたしました新旧対照

表をごらんいただけますでしょうか。 

 関係条文第１５条を抜粋しております。 

 第１項第２号、表の真ん中あたりになりま

す、（２）の条文、下線を引いている部分が改

正箇所でございます。右側のほうが現行の条文

になっております。読みます。（２）認定こど

も園（認定こども園法第３条第１項又は第３項

の認定を受けた施設及び同条第９項の規定によ

る公示がされた施設に限る云々）、この第９項

を左側改正案にありますように同条第１１項に

改正をいたします。 

 認定こども園法の一部改正により、本条例に

引用しておりました第９項が第１１項にずれが

生じたものでございます。内容の変更はござい

ません。 

 また、本条例の施行日は、平成３０年４月１

日といたしております。 

 ちなみに、認定こども園法の改正内容でござ

いますけれども、これまで認定こども園の認定

等の事務、権限は、その種類によりまして都道

府県、あるいは指定都市、中核市に持たせてあ
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ったんですけれども、それが今回の法改正によ

りまして、指定都市にあっては全てのこども園

について認定等の事務、権限を有するよう改正

がなされたものでございます。それに伴いまし

て、指定都市の長が行うべき事務処理等につい

て項目の追加ですとか文言修正がなされまし

て、結果、第９項が第１１項に繰り下がったと

いうものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上で説明が終わり

ました。以上の部分について、質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４２号・八代市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４３号・八代市国民健康保険条例の一

部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４３

号・八代市国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第４３号につきましては、国保ねんきん

課の岩瀬課長から説明いたします。よろしくお

願いします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課の岩瀬でございます。よろしくお願いい

たします。それでは、座って説明させていただ

きます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） お手元の

議案書１１５ぺージをお願いいたします。 

 議案第４３号・八代市国民健康保険条例の一

部改正についてでございます。 

 改正の内容につきましては、事前にお配りし

ておりました、右肩に議案第４３号資料と書い

た資料に沿って御説明いたします。 

 まず、１つ目、改正理由でございますが、平

成３０年度国民健康保険の制度改正に伴い、熊

本県が策定します熊本県国民健康保険運営方針

の中の市町村事務の標準化により、条例規定の

統一を図るため、八代市国民健康保険条例の一

部を改正するものでございます。 

 次に、２つ目の改正内容でございます。 

 （１）第４条関係、被保険者資格の適用除外

の規定でございますが、このうちの①の第１号

では、老人福祉法関連の規定が設けてございま

す。②の第２号では、児童福祉法関連の規定を

設けておりますが、このうち第１号の規定につ

いては、既になされておりました国からの通知

により廃止するもので、これにより第２号を繰

り上げて、被保険者としないことができるから

被保険者としない規定へ改めるものでございま

す。 

 次に（２）第７条関係、葬祭費の規定でござ

いますが、これまで県内各市町村で２万円から

３万円など葬祭費にばらつきがございました

が、都道府県化に伴い、後期高齢者医療保険を

参考に県内全市町村２万円で統一することとな

ったものでございます。 

 なお、次の２ページは、条例改正案の新旧対

照表でございまして、下線部分が改正箇所とな

っております。こちらは説明を省略させていた
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だきまして、以上で、議案第４３号・八代市国

民健康保険条例の一部改正について説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４３号・八代市国民健康保険条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

 続けていいですか。(｢はい」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４４号・八代市国民健康保険税条例の

一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４４

号・八代市国民健康保険税条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第４４号につきまして、引き続き、国保

ねんきん課の岩瀬課長から説明いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 引き続

き、よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 

 お手元の議案書１１７ぺージをお願いいたし

ます。 

 議案第４４号・八代市国民健康保険税条例の

一部改正についてでございます。 

 改正の内容につきましては、事前にお配りし

ておりました、右肩に議案第４４号資料と書き

ました資料に沿って御説明いたします。 

 まず、１つ目の改正概要ついて、（１）の改

正理由でございますが、平成３０年度国民健康

保険の制度改正に伴い、熊本県に納付すること

となる国民健康保険事業費納付金の財源となる

税収を確保するとともに、累積赤字を削減し、

本市国民健康保険財政の健全化を図るための改

定案でございます。 

 改正のポイントは、このただいま申し上げま

した２つ、一つは都道府県化の制度改正に伴う

もの、もう一つは本市の累積赤字の解消を目的

としたものでございます。 

 次に（２）の改正内容でございますが、中ほ

どの表のとおり、国保税は医療分、後期高齢者

支援金分、介護納付金分に分けて、それぞれに

所得割、被保険者ごとの均等割、世帯ごとの平

等割、この３方式で賦課しておりまして、中ほ

どの列、現行税率から右側の列、改定案税率に

改定するものでございます。 

 １つずつ申し上げますと、医療分の所得割率

を９.６％から１０.６％へ、プラス１ポイン

ト、均等割額を２万４８００円から２万９６０

０円へ、プラス４８００円、平等割額を１万９

２００円から２万２０００円へ、プラス２８０

０円、後期高齢者支援金分の所得割率を３.

９％から３.３％へ、マイナス０.６ポイント、

均等割額を６２００円から９３００円へ、プラ

ス３１００円、平等割額を４８００円から６９

００円へ、プラス２１００円、介護納付金分

は、現行の賦課方式、３方式から県が示す標準

保険料率の賦課方式と同じ２方式としまして、

所得割率を２.９％から２.７％へ、マイナス

０.２ポイント、均等割額８０００円から１万

４９００円へ、プラス６９００円とそれぞれ改

定するものでございます。 

 なお、これに基づき変更となります、低所得
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世帯等の７割、５割、２割軽減等の減額分につ

きましても、あわせて改定するものでございま

す。 

 （３）の期日でございますが、平成３０年４

月１日施行予定でございます。 

 なお、本市は仮算定課税方式をとっておりま

すので、実際に改定が反映しますのは７月以降

の本算定からとなります。 

 次に、２つ目の改正による影響等でございま

すが、この改定による被保険者への影響としま

して、１人当たり年額で平成２９年度比、約７

１４９円、率にして約７.５％、月額にします

と約５９６円の増額となる見込みでございま

す。 

 なお、国民健康保険税は世帯単位で計算しま

すので、前年の所得や世帯構成等に影響します

ことから、全世帯一律の増加とはならないもの

でございますので、参考のため個別ケースの計

算例をお示しいたしました。 

 （１）のケースでは、月額１人当たり約１０

６０円の増、（２）のケースでは、月額１人当

たり約３１０円の負担増でございます。 

 なお、２枚目以降の資料は、国保税条例の改

正案と現行の新旧対照表でございまして、下線

部分が改正箇所でございます。こちらは説明を

省略させていただきます。 

 次に、ただいま御説明しました税率改定案に

至りました経緯としまして、参考として添付し

ておりますカラー刷りの資料、国保都道府県化

に伴う八代市国保財政状況と国保税率等の改定

案をごらんください。 

 紙面の左側、水色の点線より左側をごらんい

ただきまして、本市国保財政の状況からお話し

させていただきます。 

 国保年税額は、健全な財政状況にございまし

た平成２４年度は、１人当たり８万５５４１円

でございましたので、平成２５年度から低所得

者対策といたしまして、所得や世帯の被保険者

数に応じて均等割、平等割を７割、５割、２割

軽減する制度に０.５割を独自に加算して、７.

５割、５.５割、２.５割を軽減する対策を平成

２７年度まで実施しておりました。これによる

財政的な負担は、おおむね年間５０００万円で

ございました。 

 しかしながら、折りしも、この対策を実施し

た平成２５年度から医療費の伸びが著しくなり

まして、財政状況が悪化し、平成２７年度から

赤字となりましたため、平成２８年度からは税

率改定による増税をお願いし、現行税率表に示

しております税率で賦課しておりまして、平成

２９年度１月現在の国保税は、１人当たり９万

４８１３円でございます。 

 一番下の表とグラフは、財政状況を端的にあ

らわします歳入と歳出の差し引きである収支に

ついて、平成２４年度から現状平成２９年度ま

での見込み、そして平成３９年度までの推計を

見通したものでございます。単位は億円で表示

しております。 

 平成２９年度見込みまで、水色の点線より左

側の現状としましては、平成２５年度から基金

により財源を補っておりましたが、それ以降、

財政状況は好転することなく、平成２７年度に

は基金が枯渇し、３.３億円の赤字に転落した

ところでございます。 

 現在、この赤字分は翌年度の歳入から繰り上

げ充用しておりますので、歳入引く歳出の額は

累積赤字をあらわすことになります。平成２８

年度決算では、単年度１.６億円、累積で約５

億円の赤字でございましたが、平成２９年度

は、単年度３億円、累積赤字は約８億円になる

ものと見込んでおります。 

 このような中、水色の点線の右側、上のほう

に目を転じていただきますと、中ほどの紫色の

文字、国保都道府県化でございます。平成３０

年４月からいよいよ国保が都道府県化されま

す。これとともに、右側のただいま申し上げま
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した赤文字の８億円の累積赤字解消、平成３０

年度の改定は、この２つの課題をクリアしなけ

ればなりません。 

 まずは、国保都道府県化でございますが、１

月下旬に県から提示されました本市の標準保険

料率表をお示ししております。 

 特徴としましては、所得割の応能分は現行よ

り下がり、均等割、平等割の応益分が現行より

上がっております。これは、本来、応能分と応

益分の賦課割合は５対５が基本とされておりま

すので、提示された標準保険料率は、これに沿

った率や額になっておりますが、本市の現行の

応能分と応益分の割合は、独自の低所得者対策

を廃止し税率を改定する際、低所得者への影響

を抑えるため所得割のみを上げたことから、応

能分と応益分の割合がおおむね６対４となって

いるためでございます。 

 この提示された標準保険料率で現在の加入者

に当てはめて独自試算してみますと、国保税は

１人当たり年額約１６００円、率で約２％の増

でございました。 

 しかし、県に納付します国保事業費納付金に

９０００万円ほど財源不足であることがわかり

ましたので、不足が出ないよう再度試算してみ

ましたところ、国保税は１人当たり年額４１０

０円、率にして約４.３％の増でございまし

た。 

 一方、８億円の累積赤字解消でございます。 

 これまでの国や県によりますと、原則５年以

内で赤字を解消することとされておりますの

で、まずは５年以内の解消を目指しまして、単

純に８億円を５年で割って、単年度収支がおお

むねプラス２億円出るように試算してみます

と、国保税は１人当たり年額約５６００円、率

にして約６％の増となりますので、都道府県化

による増分と合わせますと約１０％の増税とな

ってしまいます。 

 そこで、１０年以内の解消に伸ばしますと、

国保税は１人当たり年額約３０００円、率にし

て約３.２％の増で、５年のときの約半分とな

ります。 

 これら、都道府県化と累積赤字解消のそれぞ

れを合わせて試算したものが、中ほどにある平

成３０年度改定案でございまして、１人当たり

年税額は１０万１９６２円、平成２９年度見込

との比較で平均７１４９円、率にして７.５％

の増をもって改定案とするものでございます。 

 なお、改定案の税率は黄色で示した改定案税

率表のとおりでございますが、内容としまして

は、応益分は県から提示されました標準保険料

率を１００円単位で調整した額に固定した上

で、応能分の所得割により調整を図ったところ

でございます。 

 しかしながら、このような増税はできる限り

抑制すべきところではございます。増税を抑制

するためには医療費総額を抑制することが必要

となってまいりますが、これには被保険者お一

人お一人の健康維持以外にはございません。 

 このため、本市としましては特定健診はもと

より、全市民対象に健康づくり応援ポイント事

業や国保被保険者向け人間ドック・脳ドック助

成事業など新たに実施しまして、引き続き、医

療費適正化対策をさらに強化するところでござ

います。 

 いずれにしましても、被保険者お一人お一人

の健康が保持されますよう、そして１日も早く

本市国保財政が健全化できますよう、引き続

き、本市国保事業について検討を重ねてまいる

ところでございます。 

 以上で議案第４４号・八代市国民健康保険税

条例の一部改正についての説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 本件について一般質問

でもいろいろと質疑された内容だったと思いま
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すけど、改めてなんですが、低所得者に対する

対応という部分についてもう一度説明いただけ

ますかね。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） ただいま

の御質問は、平成２５年度から２７年度まで実

施した対策ということ……。（委員野﨑伸也君

「いや、今も、――何もなかっちゅうことです

かね、なかったですかね」と呼ぶ） 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 現在独自

の低所得者対策はございません。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。それじ

ゃ別のほうでいきますけど、今参考資料でいた

だいたやつ、資料、すごい見やすくていいなと

いうふうに思ったんですけど、これで８億円の

累積赤字の解消について、国、県の指針で５年

以内に解消しなさいというような指針がある中

で、八代市がその１０年を選んだというのは、

やはり非常に高額になってしまうというところ

を抑制したいというのが多分あらわれていると

思うんですよ。であれば２０年でもよかったっ

じゃなかですかというようなことも考えらるっ

とですけど、そこはどうなんですか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） ５年以内

では、かなり１年当たりの負担額がふえてまい

りますのはただいま御説明したとおりでござい

ますので、１０年以内の倍に伸ばしたところで

ございます。 

 しかし、これを２０年に伸ばしますと、被保

険者の数等々、非常に不確定要素が多くなり過

ぎまして見込みが立てづらいと。まあ基本的に

は１人当たりの上げ幅は当然小さくなるのは目

に見えてはおりますが、医療費がこのまま現状

のとおり１人当たりの医療費が伸びてまいりま

すと、どうしても算入以外の部分がふえてくる

ということになってまいりますので、余り２０

年に伸ばすと見込みが立てづらいというところ

もございます。ということで、まあ１０年以内

ということで算定したところでございます。 

 なお、参考までに、本年１月末に国から示さ

れました赤字解消に関する指針につきまして

は、これまでは５年間ということで定めてあっ

たんですが、原則６年というふうに伸ばされた

ところでございます。ただし、その６年といい

ましても、必ず６年ではございませんで、目安

として６年ということで国のほうから示されて

おります。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

国、――まあ、これを１０年にしようが２０年

にしようが、ペナルティーはないということで

よかったですか。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 特にペナ

ルティーはございません。 

○委員（野﨑伸也君） あとですね、表の下の

ほうに歳入、歳出のやつですよ、累積赤字の部

分を示してあっとですけれども、これが結局は

なくならんというところにいっとっとですよ

ね。まあ３８年でなくなるということになっと

っとかもしれんとですけれども、何ていいます

か、多分改定がこの３４年にまた控えとるじゃ

なかですか。そこら辺のところで、さっき言い

なったごて、スパンが長くなってくるといろん

な不確定要素が多くあるもんだから立てづらい

んだというのをさっき言われたのがここに反映

しとるのかなというふうにちょっと思ったとこ

なんですけれども、あと基金についてですよ、

もうなくなってしまってっていう話なんです

が、もう当然累積赤字がある中で、この基金を

積み立てるとかというのはできないんですけ

ど、基金を持つべきものなんですかね、これ

は、この健康保険というのは、今の状況の中

で。以前は多分持っとかないかんというような

話があったかもしれんとですけど、今現状で持

ってるところなんてないですし、それを持っと

くべきようなあれなんですかね、基金ていうの

は、ここの部分は。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） これまで
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は厚労省の指針では５％以上、かかる医療費の

３年平均の５％以上、２５％程度まで持つのが

理想だということで厚労省のほうからは示され

ておりました。 

 今後、都道府県化された以降につきまして

は、特段そういった面での通知はございませ

ん。しかし、ある程度財政的な面を考えます

と、少しなりとも基金はあったほうがいいでは

なかろうかというふうに考えられます。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 一般質問でもさせて

いただいたんですが、この国保財政で何とか解

消しようという考えは、まあ理解できなくはな

いんですが、やはりほかの自治体としては、ほ

か、もう人吉なんかは逆に下がってる状態なん

ですよね。まあ芦北はもう現状維持ということ

なんですけども、そういったのも自治体の努力

でということもされてますので、法定外繰り入

れなんかもですね、まあ１つのやり方として、

３０年度に関してはもう国もそれを算入を認め

るというふうなことを言ってますので、そうい

う部分も検討していただけたらなとは思ってい

ますが、その分の検討はされたんでしょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 法定外の繰り入れにつきましては、今まで八

代市の場合、今まで法定外の繰り入れやってい

ませんでした。 

 今回初めてですね１０００万ほどの子供医療

費関係での国庫支出金がですね、減額分を補塡

があるということなんですが、今私どものほう

も、１つの選択肢としてはですね、法定外繰り

入れとかですね、そういうのも検討はしたんで

すが、結果としてはですね、国保だけじゃな

い、要するに八代市民は国保は４割程度ですか

ら、大方６割、７割のそのほかのですね健康保

険の市民がいらっしゃるもんですから、その財

源を国保に投入するだけではですね、いわゆる

不公平感というのがまた新たなところでまた出

てくるというようなことも考えて、今回に至っ

てはですね、単純に国保の中での単独での財政

健全化ということを図ってはいるんですが、今

後ともですね、要は市の財政の部局とですね、

そこらあたりについては検討していくというこ

とでですね話といいますかきてるんで、すぐに

ですねそういうような解決、――法定外という

ことではないんですが、課題としてはですね、

財政部局には認識を初めてしてもらったという

ような状況でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 不公平感というふう

なことを言われましたが、社会保険の部分はで

すね企業のほうが半額保険料を負担してるとい

う部分もあります。 

 金額面でいくと、やはり国保のほうが交付金

も下がっているという部分は今までありました

ので、金額面でいくとどうしても国保のほうが

高くなるというのは構造的にありますよね。 

 そういったものをきちんと説明していただい

た上での検討をしていただけたらなと思いまし

た。済みません、要望です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 今回ですね、非常に加

入者の方に対してちょっと厳しい値上げの状況

になるということなんですけれども、医療費の

適正化に向けていろいろとまた新しい事業もで

すね今回用意されているというか、やっていこ

うというようなことでございます。しっかりと

ですね取り組んでいただいて、医療費の適正化
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に向けてですね努力していただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 今まで言われましたよ

うに、やはりこれだけの値上げするという段階

になれば、本当にものすごく厳しい状況が生ま

れてくるだろうと思います。 

 滞納なんかがまた心配されますけれども、そ

ういった面もですね含めて、そういったことが

あれば、また余計きつくなるという、そういう

のを含めて、慎重に進めてほしいなというふう

に思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。先ほども

質疑の中で言いましたけれども、まあ２０年ス

パンで借金を返していくというのはちょっと難

しいという、試算が難しいというところでの判

断で１０年にされたということですけれども、

ここを下げることで、がくんと支払う額を下げ

られるような気がしますんで、今後ともです

ね、これちょっと研究していただければという

ふうに思っていますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（上村哲三君） 野﨑委員、５年じゃ

なくて１０年でしょ。 

○委員（野﨑伸也君） １０年で借金を返して

いくというところをやっぱ研究していっていた

だきたいなというところです。少しでもやっぱ

支払う方のですね負担を下げるという意味で取

り組んでほしいと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４４号・八代市国民健康保険税条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４５号・八代市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４５

号・八代市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第４５号につきまして、引き続き、国保

ねんきん課の岩瀬課長から説明します。よろし

くお願いします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 引き続き

よろしくお願いいたします。座って説明させて

いただきます。 

 それでは、議案書の１２１ページをお願いい

たします。 

 議案第４５号・八代市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正についてでございます。 

 改正の内容につきましては、事前にお配りし

ました、右肩に議案第４５号資料とありますも

ので御説明したいと思います。 

 それでは、まず、１つ目の改正理由でござい

ますが、高齢者の医療の確保に関する法律の改

正に伴いまして、八代市後期高齢者医療に関す

る条例の住所地特例に係る規定等を改正するも

のでございます。 

 次に、２つ目の改正内容でございますが、こ

れまで国保から後期高齢者医療に移行する場合

の住所地特例の規定がなかったことから、法律

の改正に伴い、条例に追加するものでございま

す。 

 次に、３つ目、施行期日でございますが、こ

ちらは平成３０年４月１日でございます。 

 そもそも、この住所地特例といいますのは、



 

－72－ 

中段の囲みに書いておりますところですが、後

期高齢者医療保険及び国民健康保険は住所地で

の加入が原則となりますが、特別養護老人ホー

ムや障害者施設等への入所、または病院への長

期入院などにより転出する場合、例外的に引き

続き転出前の住所地の保険へ加入いただく制度

が住所地特例制度でございます。 

 これは、施設や病院がある市町村に被保険者

が集中することによる財政負担の不均衡を是正

することを目的とするものでございます。 

 一例としまして下にあります例のように、国

保の方がＢ市の対象施設へ転出された場合は、

住所地特例の適用を受けて八代市国保の被保険

者となります。この方が７５歳になりまして、

後期高齢者医療保険へ加入する場合、これまで

はＢ県広域連合の被保険者でございましたが、

この改正により、熊本県広域連合の被保険者と

するものでございます。 

 なお、２ページ以降は条例改正案の新旧対照

表でございまして、下線部分が改正箇所となっ

ております。こちらは説明を省略させていただ

きます。 

 以上で議案第４５号・八代市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について、説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、質疑を行

います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４５号・八代市後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午後５時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時０９分 本会） 

◎議案第４６号・八代市学校・子ども教育応援

基金条例の制定について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４６号・八代市学校・子ども教

育応援基金条例の制定についてを議題とし、説

明を求めます。 

○教育部長（釜 道治君） 議案第４６号につ

きまして、宮田教育政策課長が御説明をいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 教育政

策課、宮田です。よろしくお願いいたします。

恐れ入りますが、座って説明をさせていただき

ます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） それで

は、八代市学校・子ども教育応援基金条例の制

定につきまして御説明をいたします。 

 まず、説明に入ります前に、今回の条例案に

つきまして、大変申しわけございませんけど

も、正誤表を出させていただいておりますの

で、訂正箇所の御説明からさせていただきたい

と思います。 

 議案書の１２４ページでございます。 

 正誤表にございますように、上から８行目、

第２条にございます、一般会計からの繰入金を

もって充てという箇所を、その他の収入をもっ

て充てという文言に訂正をいたしております。 

 これは、繰入金という用語が一般会計と特別

会計の間のやり取りを示す用語であるというこ

とで、当基金も一般会計の一部であることか
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ら、用語の使い方が適当ではないということが

明らかになりましたため、この部分を本市の各

種の基金条例でも一般的に使用されておりま

す、その他の収入をもってという用語に変更す

るものでございます。なお、当条例の趣旨には

変更はございませんので、御了承いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、今回の条例案の説明に入らせてい

ただきますけども、今回の条例制定の理由でご

ざいますが、市では本年より、市長の基本政策

の一環といたしまして、教育を支援する新たな

基金を創設することとしており、本年度策定中

の市総合計画にもうたわれております。 

 まず、基金創設の概要、経緯等につきまして

御説明させていただきたいと思います。 

 別にお配りしております、八代市学校・子ど

も教育応援基金についてというＡ４判の資料を

ごらんいただきたいと思います。こちらの１枚

ものでございます。 

 初めに、基金の名称は、八代市学校・子ども

教育応援基金。 

 事業内容といたしましては、グローバル化や

情報通信技術の進展など、社会の目まぐるしい

変化が進む昨今、学校教育においても地域の未

来を担う児童生徒の学びをなお一層支援してい

かなければならないということで、基金を創設

し、市民や企業、ひいては広く市外からも八代

市の教育を応援したいという御寄附を募りなが

ら、学校教育の振興に資する事業に活用を図っ

ていくものでございます。 

 経緯につきましては記載のとおりでございま

して、基金の当初の原資といたしましては、昨

年７月に教育の振興のためにと頂戴いたしまし

た寄附金１０００万円をまず充てる予定でござ

います。 

 今後のスケジュールといたしましては、この

３月議会に条例案と補正予算案を諮っておりま

す。そして、３月末にはですね、基金を創設、

立ち上げを行なう予定でございます。 

 また、基金を活用して実施する事業につきま

しては、この右側にちょっとスケジュールを書

いておりますが、これから学校現場のニーズ、

それと対応すべき課題などを検討いたしまし

て、子供たちの学力向上、それと生きる力を育

むための事業について、事業内容、予算等を検

討、決定していきたいと考えておりまして、６

月議会にですね、補正予算案として提案の予定

でございます。 

 以上がこの基金の概要でございます。 

 それでは、議案の１２４ページをお願いいた

します。 

 条例自体は大変基本的な事項を定めたシンプ

ルなものでございますけども、まず、第１条で

は、子どもたちの学びを地域とともに支援する

という設置目的をうたっておりまして、第２条

では、基金は寄附金及びその他の収入をもって

充てることを定めております。 

 第３条以降の、管理、それから運用益の処

理、繰替運用などは、各種の基金条例に共通し

た基本的な取り決めでございます。 

 続く第６条では、第１条に規定する基金設置

の目的を達成するために必要な事業の財源に充

てる場合に限っては、基金を処分することがで

きるといたしております。 

 以上、御審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） いや、まずはお礼を言

いたくて、意見を言います。 

○委員長（上村哲三君） 質疑。（委員福嶋安

徳君「いや、もう意見でよかですか」と呼ぶ）

いや、意見は待ってください。 

○委員（橋本幸一君） 学校教育関係はいろん

な国、県の補助事業等があっとですが、結局こ

れについては補助事業対象外ということで理解
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してよろしいんですか。 

○教育部長（釜 道治君） いろいろ補助事業

があるというお話もございましたが、ソフト事

業についてはですね、なかなか手の届くよう

な、子供たちのためにいろいろする事業につい

てはなかなか補助事業がないという側面もござ

います。 

 そういう意味からですね、今回はこういう大

口の基金もいただきましたし、これまでも継続

して寄附をいただいておることもございます。

そういう意味で、やります事業は当然八代市の

事業でやりますので、この事業はもう基金だけ

の事業とかということではないんですけれど

も、ぜひこの基金の、例えば大きなものは、こ

れは一般会計でしかできません。 

 例えば、今回で言うなら電子黒板の導入、１

つでうん千万というのは当然できません。た

だ、いろいろ現場、子供に寄り添う、学校に寄

り添うという中で、いろんな事業をするとき

に、この基金を活用して、全部その事業でする

場合もあれば、一部財源の１つとしてこれを充

てるというようなこともございますので、要は

予算審議のときにも御説明を担当がいたしまし

たけれども、例えば、研究指定というのは、そ

こで指定したものを全校区に広げるというとこ

ろがございますが、国、県の指定の場合は、例

えば１０万とか２０万とか補助があるんですけ

ど、市の指定の場合はないもんですから、そう

いうようなところにこういう基金を充てれれ

ば、いろんな配慮ができるかなていう思いがご

ざいますので、いわゆる特に学力向上を中心と

した事業あたりに充てれればなと思ってこの基

金を提案させていただいたというところでござ

います。 

○委員（橋本幸一君） 今説明の中で、ソフト

事業って、ソフト事業に限定されるんですか。 

○教育部長（釜 道治君） 限定というような

発想よりも、今、まずはこれ１０００万でスタ

ートさせていただく中で、やっぱハード事業は

結構多額な金になりますもんですから、多額の

ものは本来市が準備すべきものですので、通常

の私たちの予算措置の中でも当然対応していか

なければいかないちゅうところがございますの

で、まあ主にはやっぱりソフト事業が中心にな

るんであろうというふうに考えております。

（委員橋本幸一君「はい。理解しました」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかに質疑はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終わり

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 予算のときにもお話を

しましたけれども、今の橋本さんの中でどうい

った事業をということで、全く見えないわけな

んです、説明の中ではですね。ただ、釜部長が

言われたように、ソフト事業的なとこにという

ふうに、またちょっとうっすらは見えてきたん

です。 

 基金ていうのは、やはりその目的、使う目的

というのをはっきりしとかんと、ややもすれ

ば、その時々の状況によって、またその権限が

ある方によって、使い道が変わってくるという

ところが心配するわけなんですよ。 

 さっきソフト事業て言いなったけんが、安心

はちょっとしちょっちゅうか、例えば、こんな

もんば買ってみようかとか、ただそういったと

ころに使われたらですね、あんまり意味がなか

っかなというふうな思いもありましたんで、予

算のときも言うたっですけれど、あらかたので

すね細則的なところはですね、やっぱり準備す

るべきだと思うんですよ、こういったものに使

うんですっていう具体的なところばですね。と
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いうのをちょっとお願いをしておきたいと思い

ます。 

 さっきの説明の中じゃ、また６月ぐらいには

もう補正でですねお願いをしたいというような

とこがあっておりますので、そこら辺のところ

では、もうそういった具体的なやつが少しでも

ですね言っていただけるように進めていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 福嶋委員どうぞ、さ

っきの。 

○委員（福嶋安徳君） いや、もうありませ

ん。いいです。（笑声） 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほど説明の中で、

学力向上を目的とかに使いたいという云々言わ

れましたけど、テストの点数とか、そういう点

数を追求するという形ではなくてですね、学ぶ

楽しみとか、そういったものを感じられるよう

な形で活用していただきたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４６号・八代市学校・子ども教育応援

基金条例の制定については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４７号・八代市八竜山自然公園条例の

一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４７

号・八代市八竜山自然公園条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○教育部長（釜 道治君） 議案第４７号につ

きまして、廣兼生涯学習課長が御説明いたしま

す。よろしくお願いします。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 生涯学習課の

廣兼でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 議案第４７号・八代市八竜山自然公園条例の

一部改正について御説明いたします。座って説

明をさせていただきたいと思います。 

 議案書の１２５ページをごらんいただきたい

と思います。それと、事前に別紙にてお配りを

いたしております新旧対照表がございます。議

案第４７号て書いてあると思うんですが、１枚

ものでございます。よろしいでしょうか。(｢１

枚だけ」と呼ぶ者あり）はい。 

 よろしいでしょうか。(｢よか」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、八竜山自然公園条例においてです

ね、小学生未満の利用者に関する規定を新たに

定めるとともに、利用料をわかりやすく提示す

ことと、一部文言の削除をするための条例の一

部改正でございます。 

 主なものといたしまして、まず、第１６条の

３号中の第１１条から第１３条までの規定中の

市長とあるのは、指定管理者と読み替えるとい

う部分をこれを削除いたしております。 

 この第１１条は使用料、第１２条が使用料の

減免、第１３条が使用料の不還付ということで

ございます。これを指定管理者にさせることは

不適ということからの判断で削除ということに

なっております。 

 次に、別表第２のほうになりますが、旧条例

の備考の１を新条例の備考の３に、旧条例の備

考の２を新条例の備考の６といたしておりま

す。 

 備考の２のほうにはですね、宿泊施設の利用

人数は、小学生未満の者を０.５人として計算

する。ただし、人数に１人未満の端数が生じる

ときは、これを切り捨てるを新たに加えており
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ます。 

 また、新条例の備考の１、４、５につきまし

ては、旧条例の表内の備考欄を設けておりまし

たが、そちらのほうから全てその表内を削除い

たしまして全て備考欄に記載するものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたしたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） これ、見にくかったっ

ば見やすく書きかえたちゅうだけでよかです

か、理解は。何か利用料とか変わってないんで

すよね。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 利用料等は全

て変わっておりません。ただ、今まで子供の利

用の明記がなかったというところで、これを

０.５人というとこで明記をしたというところ

でございます。（委員野﨑伸也君「はい、わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４７号・八代市八竜山自然公園条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第４８号・八代市さかもと青少年センタ

ー条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４８

号・八代市さかもと青少年センター条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○教育部長（釜 道治君） 議案第４８号につ

きまして、引き続き廣兼生涯学習課長が御説明

いたします。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長（廣兼和久君） 引き続きまし

て、議案第４８号・八代市さかもと青少年セン

ター条例の一部改正について御説明いたしま

す。着座にて説明いたします。 

 議案書の１２７ページをごらんいただきたい

と思います。こちらのほうも事前に別紙にてお

配りいたしております新旧対照表、２枚もので

ございます。こちらのほうで御説明を差し上げ

たいと思います。 

 こちらのほうは、今回休館日に関する設定を

設けるということと施設の使用料をわかりやす

くすること、利用範囲、使用料の減免等につい

て文言の修正を行うための一部条例改正でござ

います。 

 主なものといたしまして、まず、第５条の次

に１条加えまして、第６条を休館日といたして

おります。１２月２９日から１月３日までを休

館日とする。ただし、教育委員会が特に必要と

認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館

日を定めることができるとしております。 

 次に、利用の許可等ということで第８条とい

たしまして、利用者をセンターを利用しようと

する者と改めております。２項を整理いたしま

して、センターの管理上必要な条件を付すこと

ができるというふうにいたしております。 

 次に、第１０条、利用の許可の取り消し等と

いうところでございますが、センターの利用の

許可を受けた者（以下「利用者」という）が次

の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上

支障があると認めるときは、センターの利用を

停止し、又は利用の許可を取り消すことができ
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るといたしまして、第３号に、虚偽その他不正

の手段により利用の許可を受けたときというの

を追加いたしております。 

 次に、第１２条です。利用の減免のところで

ございます。市長は必要があると認めるときと

いたしまして、１号、２号を削除いたしており

ます。こちらのほうは新たに規定のほうでうた

う予定になっております。 

 最後に、別表のほうですが、第１１条の使用

料を別表にしたものでございます。全室の部屋

を明確にしたことと、宿泊施設は和室のみとな

っていることから、和室のみの項目を追加いた

しまして、ここに宿泊時間、宿泊料金を記載

し、小学生未満を新たに加え無料というふうに

いたしております。 

 また、室内運動場、体育館のほうですが、こ

の欄を削除いたしまして、シーツの使用料金を

新たに加え、備考に宿泊時間内の調理実習室の

使用料と洗濯機の使用料及びシーツの利用日数

と交換する場合の使用料の加算を記載しており

ます。こちらのほうも料金のほうは全く変わっ

てない状況でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。ないで

すね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） じゃあ、以上で質疑

を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４８号・八代市さかもと青少年センタ

ー条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。(｢ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

（午後５時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４５分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっておりますの

は、継続審査の陳情１件です。 

 それでは、平成２９年、陳情第９号・熊本地

震被害者の住宅再建についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 しばらく小会します。 

（午後５時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時４７分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 本陳情について、質疑、御意見等はありませ

んか。 

○委員（野﨑伸也君） 継続で審査してきた分

の陳情ということでございます。 

 これまでもずっと早く採択するべきというよ

うな私の意見を申し上げてきましたんで、ま

た、１日も早く復旧を望む声が多いということ

でございますので、採決のほうをですねしてい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかに御意見はござ

いませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 私も採択のほうでず

っとお願いしております。実際困ってる被災者

の方もたくさんおられますので、ぜひ採択のほ

うでお願いしたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） この件につきまして

は、熊本県の発表がですね、災害に遭った仮設
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におられる世帯とみなしにおられるみなし仮設

ですよね、そういったところにおられる仮設を

発表されておりました。 

 熊本県が発表した中でいくと、みなし仮設に

住まわれておられる方が１万３０００世帯、そ

れと普通の仮設でおられるのが１万５０００世

帯ということで、それぞれやはり大変な計画の

中で、自分たちも我慢をしながらですね仮設で

やはり住んでおられる方々が大変おられます。 

 そういう中にありまして、この陳情について

はですね、自分の住まいは持っておられる状況

にございます。まあそういうことでですね、そ

ういった流れを考えてみますならば、もう少し

その状況を考えていく必要性もあるという思い

が私自身がありましてですね、他市の状況もい

ろいろと考えてみましたけれども、これをいつ

までもですね後に残していくということについ

てもちょっと無理があるんではないかなという

ふうに思います。 

 また、この財源について、どこが出すのか。

市にしろ、国にしろ、この財源を持っていくと

いうのは、やはりあくまでも市民負担、国民負

担になるというのが実情ではないかというふう

に思います。 

 そういうことでですね、この件につきまして

は審議未了でお願いできればというふうに思い

ます。 

○委員（橋本幸一君） この被災者の生活再建

支援というのは、要は結局これは意味合いから

言えば見舞金的なものて思うんですね。被災し

たから補償をという、そういうものではないと

思うわけですよ。 

 見てみますと、結局災害弔慰金が５００万、

そして災害の障害見舞金が上限として２５０万

という、その中からすれば、３００万というの

はそんな少ないとは私は言えないと思うしです

ね、それと、結局その拠出金というのは、都道

府県、国、半分半分て思うんですが、これは増

額てなれば、逆に言えば、かえってまた税の見

返りということで、そこに負担が要るわけで、

ひいてはまたそれが、つけが回ってくるんじゃ

ないかなという、そういう思いもするわけで、

これについてはまだまだやっぱり簡単にはいか

ないな。だから、今の段階では私も審議未了が

妥当かなと思っております。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） 私、できるだけ早く

採択してほしいていう気持ちがあったんです

よ。ただな、八代市は今度いろんな意味で、庁

舎問題とか、あるいはユネスコ登録のあれで文

化遺産等ば守らんばならんちゅうこともある

し、そしてまた武道館なんかもつくらんばらん

という目白押しになっている状態でありますの

で、今、――早く採択してほしかったという気

持ちがあったんですけれども、それを考えたと

きですね、私たちは八代市全体のやっぱしこと

ば要するにしていかんば。これにまた個人的

な、――私、見舞て思っとったもんだから、こ

れを個人的なものをどんどんしていきよんな

ら、恐らくいろんな公共的なものの、いわゆる

施設がおくれる可能性があるなというような感

じがしとるんですよ。 

 だから、もう一応審議未了ちゅう形のほうが

今回はもういいんじゃなかろうかなちゅう気持

ちになっております。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようですので、

それでは、審議未了を求める意見と採決を求め

る意見がありますので、まず、審議未了につい

てお諮りいたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 本陳情については、閉会中継続審査の申し出
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をしないこと並びに結論を得るに至らなかった

こと、すなわち審議未了とするに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手多数と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書及び委員長

報告の作成については、委員長に御一任願いた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午後５時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時５５分 本会） 

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

 このうち、まず、教育に関する諸問題の調査

に関連して１件、執行部から発言の申し出があ

っておりますので、これを許します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査（学校施設空調設

備設置事業について） 

○教育部長（釜 道治君） 大変お疲れの中で

ございますが、学校施設空調設備設置事業につ

いて、資料をもって御説明をさせていただきた

いと思います。 

 なお、本定例会での一般質問、また本日の審

議でも一部お答えしたところがございますけれ

ども、その点御了承よろしくお願いいたしま

す。 

 説明については有馬教育施設課長がいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 教育施

設課長の有馬です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 学校施設空調設備設置事業について御説明い

たします。恐れ入りますが着座にて御説明申し

上げます。 

 今、釜部長のほうからお話ありましたけれど

も、この事業につきましては一般質問でも部長

のほうから答弁があっておりますし、本日の平

成３０年度当初予算審議の中でもですね教育部

次長のほうから少し内容について説明があって

おります。 

 私から、現在での事業案について、資料をも

とに説明をさせていただきます。別紙の資料、

ございますでしょうか、学校施設空調設備。 

 それでは、資料の１ページをごらんくださ

い。 

 まず、１項目め、事業の目的につきまして

は、学校、幼稚園の普通教室等に空調設備を設

置し、夏季における児童生徒等の健康維持と学

習しやすい教育環境を確保すること、また、学

校施設は大規模災害時に避難所となることか

ら、避難所としての防災機能の強化、充実を図

るものでございます。 

 ２項目めに、文部科学省が行った公立学校施

設の空調設備設置状況調査についてでございま

すけども、これは平成２９年４月１日付の調査

結果でございますけども、ごらんのとおり八代

市の普通教室への設置率が、小中学校で７.

１％、特別支援学校で１００％、幼稚園が０％

という数値でございまして、国平均、県平均と

比較し、小中学校と幼稚園の数値が低いことが

わかります。 
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 ３項目め、設置場所については、八代市立の

施設で小学校２４施設、中学校１５施設、幼稚

園６園で合計が４５校と園を予定しておりま

す。部屋数につきましては８０５室となってま

いります。 

 設置する教室については、小中学校における

新規に設置する部屋が、普通教室、特別支援教

室、少人数教室、図書室等がございまして、新

規のほかに、現在設置済みのエアコンで耐用年

数を迎えたエアコンについてもあわせて更新す

る予定としておりまして、パソコン室や管理諸

室がございます。 

 幼稚園では、新規設置が、保育室、遊戯室、

会議室で、耐用年数を迎えた更新分が職員室と

なります。 

 また、設置しない教室につきましては、下に

書いておりますけども、図工室や家庭科室等が

ございます。 

 次の２ページをごらんください。 

 ４項目めの導入方式についてでございます。 

 まず、①の整備手法については市の直接施工

方式といたします。②の室内機の形式について

は天井吊形を基本といたします。③の空調動力

は、電気方式を主とし、一部の部屋にガス方式

を検討いたします。このガス方式については、

燃料が都市ガスやＬＰガスを使用するものでご

ざいます。④の事業スケジュールにつきまして

は３カ年計画を予定しております。 

 平成３０年度、２０１８年度は、中学校と幼

稚園の設計、泉小学校は泉中学校と一体型の学

校であることから設計を行います。平成３１年

度、２０１９年度は、中学校、幼稚園と泉小学

校の工事を行い、泉小学校以外の小学校の設計

を行います。２０２０年度は小学校の工事を行

うこととしております。 

 エアコンの稼動時期につきましては、工事を

実施した年度の１２月ごろを予定しておりま

す。 

 幼稚園と中学校を先行して設置する理由につ

きましては、一般質問でも答弁しております

が、幼稚園は体力のない園児の体力面を考慮し

たことと、中学校は高校進学に向けた学習環境

の改善や、小中学校９年間を通してより多くの

児童生徒がエアコンを利用できるように考慮し

たためでございます。 

 ５項目めの総事業費は約２５億５０００万を

見込んでおります。年度ごとの内訳は資料のと

おりとなっております。 

 財源には、国庫補助金、文部科学省の学校環

境改善交付金、補助率３分の１と、市債が過疎

対策事業債、合併特例債、緊急防災減災事業債

を予定しております。 

 ６項目め、設置後の運用につきましては、エ

アコン設置後の電気料等の維持管理費は年間約

４２００万円の増加を見込んでおります。ま

た、稼動の時期や温度設定、維持管理方法な

ど、適性かつ効率的にエアコンを使用するた

め、運用ルール等を記載した運用ガイドライン

等を整備する予定でございます。 

 教育部といたしましては、子供たちの快適な

教育環境の確保と防災機能の強化充実という観

点から、学校施設整備の最優先課題として本事

業を推進してまいります。 

 以上、学校施設空調設備設置事業について説

明を終わります。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、２０１９

年度、２０年度で設置していかれるということ

でございました。２０１９年度は何台なんです

かね、全体で８０５室ということでしたけれ

ど。わかりますかね。 

○教育施設課副主幹兼設備係長（塩塚将朗君） 

失礼します。教育施設課の塩塚でございます。

よろしくお願いいたします。 

 最初の年度に取り組みます幼稚園と中学校、
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それから泉小学校の台数という御質問でござい

ますが、部屋に応じてですね台数が少し異なり

ますことから、部屋数でのお答えとさせていた

だいてよろしいでしょうか。（委員野﨑伸也君

「よかです」と呼ぶ）予定では３１０室を予定

いたしております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） じゃあ２０年度は、そ

のあと残りということでよかですか。８０５か

ら引けばということですね。（教育施設課副主

幹兼設備係長塩塚将朗君「はい」と呼ぶ） 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 工事の時期はいつぐらいて言いなったですか

ね、年間のうちの。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 大体夏

休みにですね着工できるかというところですけ

ど、ちょっとそこにつきましては、８月か９月

ぐらいに大体着工になるかと予想しておりま

す。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 あとですね、結構な台数を設置していかない

かん、２年間でということで、また期間も短い

中でということなので、以前から質問してきた

ときにですよ、業者をどぎゃんふうにすっかと

いうところと、当然のごとく八代の市内の業者

を使ってほしいというようなお願いはずっとし

てきたんですけど、それは大丈夫そうですか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 私ども

といたしまして、まあそこについてはですね、

業者のほうもある程度確保は、設備関係につき

ましてはですね、確保はできるかなというふう

に考えております。 

 発注についてもですね、契約検査課のほうと

も協議しまして、地元企業ということになるだ

ろうとは思いますけども、一応その件につきま

しては十分請負のほうも可能かと考えてはおり

ます。 

○委員（野﨑伸也君） 最後ですけど、空調の

動力ですね、電気方式を主とすると、一部にガ

ス方式というのがあります。 

 災害時の避難所ということの観点も事業の目

的の中に入っているということで、電気方式が

本当にいいのかどうかというのがやっぱりちょ

っと心配するんですよね。 

 前回の熊本地震のときに、八代市はそういっ

たライフラインの切断はなかったというような

ことはあったんですけれども、電気のほうが来

なくなってと、使えないということであれば、

本末転倒かなというような思いもあって、で、

以前からガスのほうですよね、都市ガスじゃな

いほう、ガスのほうのやつば導入したらどぎゃ

んですかというような御提案もですねさせてい

ただいてきとったですけれども、そこら辺のこ

の動力の方式の決定に当たって、どういった検

討をされたのか、ちょっとお話を聞きたいと思

います。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） このガ

ス方式と電気方式ですね、これのいろいろコス

ト比較とかランニングコストですね、これあた

りについていろいろ検討をしまして、この機器

につきましては電気方式のほうが安くなってま

す。で、全てをこのガス方式にしますと、イニ

シャルコスト、設置費がかなり高額になってま

いります。 

 ということで、一部にこのガス方式を検討し

てるんですけども、このガス方式の機器の中に

ですね、自立運転ができる機種がございます。

もし停電になっても、ガスさえあればエアコ

ン、またはその外部電源を引き出せるような機

種がございまして、実はそれを一部の部屋に設

置して、もし停電のときも一部の部屋は介護が

必要な避難者をそこに避難させることが可能と

なるということで、停電になった場合も考慮し

てですね、一部にこのガス方式を導入するとい

うことでの今検討を進めているところでござい

ます。 
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○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 言われたとおりだと思うんです。やっぱコス

トの面からいけばですね、本当にガスというの

ばかり導入してもどうもならんというふうなこ

とはあると思うんですけど、言われたとおり、

一部でもですねそういったところ、各小学校と

か中学校にそういったものが１カ所でもあるよ

うに、１つでもつけられるようにですねやって

いただきたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 関連してですね、この

動力形式で電気とガスとありますけれども、や

はり電気の中にもですね３種類の使い道がある

わけですね。低圧電気と今の普通の家庭用と、

それと２００ワット式という形で、それぞれ電

気を利用する価値があるところがあっとです

よ。 

 低圧になればですね、もう相当金額が、使っ

た料金が相当安くなるという、そういうメリッ

トがあるわけですね。それで、大量にやる場合

に、そういった面をですねいろいろ検討してみ

る必要があるんじゃないかなというふうに思っ

ております。 

 電気が一番今は便利は便利です。それと、今

の空調施設がですね、１日つけとったっても何

も電気料が上がらぬような今機械になっとるら

しかです。そういった面考えればですね、やっ

ぱ電気でいけば、考えてみればどうかなという

ふうに思っております。 

 ３段階の電気の使用がでくる電気の設置があ

りますけど、そういったところも検討してみて

はいかがでしょうかな。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、学校施設

空調設備設置事業についてを終了します。お疲

れでした。(｢ありがとうございました」と呼ぶ

者あり） 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午後６時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後６時１２分 本会） 

・保健・福祉に関する諸問題の調査（八代市国

民健康保険第２期保健事業実施計画（データヘ

ルス計画）及び第３期特定健診等実施計画の策

定について） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、保健・福祉に関する諸問題の調査に関

連して１件、執行部から発言の申し出があって

おりますので、これを許します。 

 それでは、八代市国民健康保険第２期保健事

業実施計画（データヘルス計画）及び第３期特

定健診等実施計画の策定について、説明願いま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 八代市国民健康保険関係での計画の策定につ

きまして、健康推進課の豊田課長から説明いた

します。よろしくお願いいたします。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 健康推進課の

豊田でございます。 

 八代市国民健康保険第２期保健事業実施計画

（データヘルス計画）及び第３期特定健診等実

施計画の策定について御説明いたします。座っ

て説明させていただきます。 

 現在、本市国保では、効果的、効率的な保健

事業を実施するために、八代市国民健康保険保

健事業実施計画（データヘルス計画）、平成２

７年から２９年度及び第２期特定健診等実施計

画、平成２５から２９年度を別々に策定し、国

保加入者の健康増進に取り組んでまいりました

が、両計画が今年度をもって終了しますことか

ら、平成３０年度から３５年度までを共通の計

画期間とし、第２期保健事業実施計画（データ
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ヘルス計画）及び第３期特定健診等実施計画を

一体的に策定しているところでございます。 

 ２月９日に国保運営協議会に諮り、意見を聴

取、今回所管事務調査で委員の皆様方に御説明

し、３月末までに完了する予定でございます。 

 本日は、お配りしております概要版の案のほ

うを用いまして概略を説明させていただきま

す。 

 国保都道府県化に伴い、財政運営の主体が都

道府県となりますが、実施主体はこれまでどお

り市町村となっております。また、国民健康保

険制度改革の中で公費による財政支援の拡充を

行う一環として、平成３０年度から新たなイン

センティブ制度である保険者努力支援制度が創

設されることを踏まえ、保険者等は健康、医療

情報を活用して効果的かつ効率的な保健事業の

実施を図るための保健事業実施計画を定めるこ

ととされました。 

 これらのことから、本計画の目的としまし

て、ＫＤＢ――国保データベースシステムのデ

ータを活用し、医療費の増大につながる健康課

題を明確にした上で、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

た効果的、効率的な保健事業による生活習慣病

の発症及び重症化予防を推進し、ひいては健康

寿命の延伸や医療費の適正化を目指していくも

のでございます。 

 次に、２ページ、お開きください。 

 これまでの評価及び現状でございますが、本

市の１人当たりの医療費は、同規模市平均、国

よりも高く、３.３％の入院件数で、医療費全

体の４４.５％を占めており、疾病の重症化が

医療費の増大につながっています。 

 特に人工透析患者は増加傾向にあり、虚血性

心疾患や脳血管疾患を重ね持つ者も見られ、少

ない件数で高額な医療費となっております。 

 さらに、高額医療となる人工透析患者の半数

が糖尿病を原因としており、重症化の背景に

は、糖尿病及び高血圧の基礎疾患の重なりが見

られます。 

 また、健診未受診者の生活習慣病の治療にか

かる費用は、健診受診者の約６倍と高い状況で

す。 

 特定健診結果では、メタボリックシンドロー

ムの該当割合が微増傾向にありますが、さらに

血糖、血圧、脂質異常の３項目重なった方が増

加しています。 

 残念ながら、特定健診の受診率は依然として

低い状況で、特に４０歳、５０歳代の受診者が

少ない状況です。 

 このようなことから、本市の健康課題としま

しては、治療費が高額となる人工透析や虚血性

心疾患、脳血管疾患の重症化予防への取り組

み、中でも新規人工透析患者の原因である糖尿

病性腎症の減少への取り組みが必要です。ま

た、高血圧と高血糖の重なりが糖尿病性腎症を

重症化させるため、糖尿病及び高血圧対策が必

要です。 

 生活習慣病は自覚症状がないため、まずは特

定健診の受診率を向上し、健康状態に応じた保

健指導を実施することにより、生活習慣病の発

症予防、重症化予防につなげることが必要で

す。 

 そこで、本計画の目標でございますが、中長

期的な目標として、糖尿病性腎症、虚血性心疾

患、脳血管疾患を減少し、医療費の増加を抑え

る。入院費用及び人工透析の割合を減少する。

短期的な目標として、糖尿病、高血圧、脂質異

常症、メタボリックシンドローム等の減少、血

糖、血圧、脂質、慢性腎臓病の検査結果の改善

を設定しております。 

 次に、特定健診、特定保健指導の実施。これ

は、法定義務でございますが、目標値を国が定

める基本指針の目標値と同じく、最終年度の平

成３５年度までに、特定健診実施率６０％を目

標に特定保健指導実施率も６０％を目標に設定

しております。 
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 次に、３ページをお開きください。 

 保健事業の内容でございますが、特定健診、

特定保健指導実施率の向上に努めるとともに、

重症化予防への取り組みとポピュレーションア

プローチを組み合わせて実施していきます。 

 項目ごとに申し上げますと、特定健診、特定

保健指導実施率の向上としましては、１、特定

健診では、がん検診と同時実施を取り入れた集

団健診及び医療機関で実施する個別健診、人間

ドックなど被保険者が受診しやすい健診体制を

構築します。また、健診未受診者へ電話や訪問

等による受診勧奨を行うとともに、関係機関と

連携し健診の周知啓発に努めます。 

 ２、特定保健指導では、対象者の特性に応じ

た行動変容を促す保健指導や、健診結果から必

要に応じて受診勧奨を行います。 

 次に、重症化予防の取り組みでございます

が、１の糖尿病性腎症重症化予防としまして、

健康診査レセプト等で抽出されたハイリスク者

に対する受診勧奨、保健指導、治療中の患者に

対する医療と連携した保健指導、糖尿病治療中

断者や医療機関未受診者に対する受診勧奨を行

ってまいります。 

 ２の虚血性心疾患、脳血管疾患重症化予防に

つきましても対象者を明確にし、受診勧奨、保

健指導を行ってまいります。 

 さらに、市民全体に対する取り組みとしまし

て、糖尿病等の生活習慣病は乳幼児期から高齢

者まで全てのライフステージで行っていく必要

がありますことから、乳幼児健診、妊婦健診、

ヤング健診等、さまざまな機会を通じて重症化

による医療費や介護費等社会保障費の増大につ

ながっている実態やその対策について広く市民

へ周知してまいります。 

 最後に、計画の評価でございますが、進捗確

認のための中間評価を行い、最終年度となる平

成３５年度に本計画に掲げた目標の達成状況を

評価し、ＰＤＣＡサイクルに沿って計画を見直

しながら進めてまいります。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） ただいまの報告につ

いて、何か質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 特定健診の実施率、先

ほども多分あったかと思うんですけど、もう１

回現状、保健指導の実施率もあわせて。 

○委員長（上村哲三君） 何年から。（委員野

﨑伸也君「いや、２９年て、わかるなら２９

年」と呼ぶ） 

 ２９年だけでいいて。さっき言ったよね。

（委員野﨑伸也君「さっきちょっと言われまし

た」と呼ぶ） 

○健康推進課副主幹兼第三保健予防係長（稲本

京子君） ２９年度はまだ見込みの状況ですけ

れども、一応３３.５％ぐらいになる見込みで

す。それと、特定保健指導のほうは４９.５％

ぐらいを見込んでおります。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。健診の

実施率が悪いっていう、その何で悪いのかって

いうのは、もうその理由は把握しておられるん

ですか、大体のところは。 

○健康推進課副主幹兼第三保健予防係長（稲本

京子君） 健診を受けない方に訪問いたしまし

て、過去５年間健診を受けてない方に訪問いた

しまして、そのアンケート調査を行いました結

果なんですけども、行けない理由のおよそ６割

は、もう既に治療中だからという理由です。た

だ、治療中の方でも、この特定健診について

は、国は１年に１回は受けなさいということで

対象外にはしていない状況ですので、治療中の

方にも、さらにきちんとした適正な治療につな

がるためには、やっぱり１年に１度の健診を受

けていただくよう今努めて指導してるところで

す。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが
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とうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） ちょっと関連なんです

が、八代外に個人的に人間ドックに行って、ま

あ特定健診の項目も受診し、そのあれは連絡来

るんですか。どうもですね何か来てないみたい

な感じして……。 

○健康推進課副主幹兼第三保健予防係長（稲本

京子君） 済いません、今のは個人的に人間ド

ックを受けられた方のデータということです

か。（委員橋本幸一君「そうです。特定健診を

受けたという、そのカウントをされてるとです

か」と呼ぶ） 

 個人的に受けられた方のデータというのは、

八代市には本人が申請していただかないことに

はわからない状況です。（委員橋本幸一君「で

しょ」と呼ぶ）で、今、八代市の国保加入の方

で個人で人間ドックの情報提供をしていただい

た方には、情報提供報奨金ですかね、を３００

０円をこれまで２９年度までは行っておりま

す。で、毎年４３名ぐらいの方しか情報提供い

ただいてない状況です。３０年度からは、それ

を６０００円にアップする予定にしておりま

す。 

 以上です。（委員橋本幸一君「そういうのは

やっぱり周知しとかんと」と呼ぶ） 

○委員（橋本幸一君） なかなか、私例えば今

恐らく初めて聞いたかなと思うんです。しっか

りそこは周知していただきたいと思います。

(｢ぎゃん人間ドックに行ったばってんが」と呼

ぶ者あり） 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（秋永

誠一君） 国保ねんきん課の秋永と申します。 

 周知におきましては、２７年度にですね健康

推進課のほうで調査していただきまして、約、

人間ドックを受診したいという方が５００名い

らっしゃってですね、その５００名の方、ちょ

っと名簿をいただきまして、２７年度、２８年

度は個人に対してですね、こういった事業をし

てますということで通知をしております。 

 それと、国保だよりの９月号に特集を組んで

周知をしておりますし、またホームページのほ

うにも掲載をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 糖尿病性腎症での透

析の患者数が多いということだったんですが、

熊本県下はかなり多いというふうなことを聞い

てますが、八代市が特に多いということになっ

てるんでしょうか。 

○健康推進課副主幹兼第三保健予防係長（稲本

京子君） 八代市のほうの統計を見ますと、平

成２５年が糖尿病による腎症が４３.６％、そ

れが２８年度の統計では、糖尿病によるものが

５２.７％ということで、県と同じく八代市で

も糖尿病による透析の割合は増加傾向にありま

す。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「はい」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 特定健診と特定保健指

導の実施率を上げていきたいという話なんです

けれども、これの目標を達成することによって

国とか県とかからの何かメリットがあるみたい

な話ばあったですたいね。そこのところの絡み

はこれに反映されてるんですか、数値の、目標

数値に。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 前年度よりも

受診率が増加した場合にはポイントが加算され

ます。 

 ちなみに、昨年度よりも、さっき言いまし

た、昨年度が３２.１％、で、２９年度が今申

しました３３.５％に達しますならばポイント
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がつきまして、３００万程度のですね加算金が

つきます。(｢交付金」と呼ぶ者あり）交付金で

すね。交付金です。（委員野﨑伸也君「国から

の交付金が、ああ。県……」と呼ぶ）県です

ね。 

○委員長（上村哲三君） 県たい。（委員野﨑

伸也君「わかりました」と呼ぶ）わかりまし

た、勉強しました。（委員野﨑伸也君「はい」

と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、八代市国

民健康保険第２期保健事業実施計画及び第３期

特定健診等実施計画の策定についてを終了しま

す。(｢お疲れさまでした」と呼ぶ者あり）(｢あ

りがとうございました」と呼ぶ者あり）(｢糖尿

病はやっぱ早よう見つけんばいかんな」と呼ぶ

者あり）(｢糖尿病が一番恐ろしかごたんな」と

呼ぶ者あり） 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。 

 閉会中の継続審査及び調査の件についてお諮

りいたします。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件について

は、なお調査を必要とすると思いますので、引

き続き、閉会中の継続調査の申し出をいたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって、文教福祉委員会を散会

いたします。 

（午後６時３０分 閉会） 
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